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第 2 章愛媛県の祭り・行事

第 1 節：総論

はじめに ー祭り・行事への関心ー

愛媛県における「祭り・行事」に関する調査研究の始ま

りは、大正 11 年 (1922) に伊予史談会の西園寺源透が喜田

貞吉の主宰する『民族と歴史』 7巻 4 号に「祭りを『申し』

といふこと」の短報を投稿（実際は投稿者名なし）したの

が喘矢かと思われる。宇和島市津島町の高田八幡神社文

書に見られる「霜月申」などの事例を通し、かつて祭りを

「申し」と表現したのではないかと報告提起したもので

あった。しかし、中世文書における「申し」の表現は、残

念ながら当初の喜田には理解されなかった。

ちなみに祭りを古くより「申し」と称した事例は、県内

には少なくない。大山祇神社文書の貞治 3 年 (1364) の「記

録伊豫第一宮三島社大祝職井八節供祭礼等之事」には、

「阿奈波申御神事」「宵御申」「御子申」などの事例が見え

ている。また、現行の民俗においても、東温市の三奈良神

社では中世の例祭日を指して「元申し」と称して通夜を

行っており、瀬戸内海島嶼や宇摩地方では、例祭前日の

宵祭りを「宵の申し（宵のむし）」と呼ぶ所が多い。

さて西園寺は、その後も続いて文献資料によって「御

頭の事」「伊予国高鴨大明神祭祀頭の事」「熊野谷権現社

役之事」を相次いで『民族と歴史』誌上に投稿したが、こ

れらが本県における祭り文化研究の端緒となった。

一方、本県の民俗行事に関する注目の始まりは、少し

遡って柳田國男・高木敏雄による『郷土研究』の誌上にお

いてうかがえる。大洲市蔵川の横田伝松が大正 5 年

(1916) に「伊予のさんばいさん」を投稿したのが始まり

で、その後も伊予史談会の長山源雄・相原熊太郎・菅菊太

郎らが、亥の子や正月行事の短い報告を寄せている。し

かし、年中行事を主体とした民俗行事については、むし

ろ民間の備忘録として残された記録類においてよく伝え

られている。社寺で作成された年中行事記録や好事家に

よる随筆、旧家の正月行事備忘録などとして、本県でも

相当数の記録が伝えられ、市町村誌史にも収録されてい

る。

なかでも明治 20 年代に編集された越智郡国分村（現、

今治市）周辺を中心とした加藤友太郎による『国府叢書』

の記述などは、簡略ながら多くの挿図も描かれており、

かつての正月行事や祭礼、農耕儀礼などの民俗行事の様

子をよく伝えている。本書における現状報告との比較を

通して、変化の様子を知ることも出来る。また、愛媛県社

寺兵事課が、昭和 2 年 (1927) に県下の特殊神事に焦点を

当て編纂した『愛媛県特殊神事調査報告』には、大正から

昭和初期の様子が報告されており、貴董である。本報告

書の巻末に資料として収録したが、一部にやや誇張され

た表現も見られるので、注意を要する。

以上のような経緯を経るなか、全県的な祭り・行事の

実態の概要が把握されるのは昭和 30 年代以降のことで、

愛媛新聞社の『愛媛年鑑』における「愛媛の祭り」「愛媛

の年中行事」などの特集、さらに『愛媛県史概説（下巻）』

に付された森正史執筆の「愛媛の年中行事」やその後の

森正康・大本敬久

『愛媛の民俗—年中行事篇ー』からである。

一方、行政においても愛媛県教育委員会では、昭和 50

年度に『ふるさと年中行事調査報告書』、同 58 年度には

『愛媛県の民俗芸能ー無形民俗文化財調査報告書』を、平

成 11 年度には『愛媛の民俗芸能ー愛媛県民俗芸能緊急調

査報告書ー』を刊行し全県的な祭り・行事に関連する概

要が把握されるとともに、一部では詳細調査報告も行わ

れた。また、昭和 55 • 56 年度には、県下 150 地区におけ

る民俗文化財分布調査が実施された。この成果を基に、

いわゆる民俗地因の作成が行われ、「祭り・行事」につい

ても、幾つかの項目について全県的な分布の傾向が把握

された。さらに今治市・越智郡島嶼部のしまなみ地域に

限定されるが、平成 14 年に県教育委員会による『しまな

み水軍浪漫のみち文化財調査報告書ー民俗編ー』もまとめ

られており、この地域に特徴的な弓祈祷やトウヤ制度を

中心とした、祭りの祭儀性に重点を置いた調査報告がな

されている。

その他、愛媛県の知事部局においては、地方文化の振

興にかかる地域コミュニティーの強化育成を図る観点か

ら昭和 50 年代に、相次いで地域行事の実施状況について、

各市町村からの報告をもとに『ふるさとの年中行事』『ふ

るさとのおこもり行事』『ふるさとの伝説発祥地』などの

「ふるさとシリーズ」を刊行し、「祭り・行事」の網羅的

な所在と実施情報を取りまとめている。

加えて、平成 6 年 (1994) に開館した愛媛県歴史文化博

物館においても、民俗展示において「祭り・行事」に関す

る展示資料の収集を積極的に図るとともに、県内外の各

地において現地調査を推し進めた。その成果は、同 12 年

に開催された企画展「愛媛まつり紀行ー21 世紀に伝えたい

郷土の祭礼」および同 28 年 (2016) の特別展「愛媛•お

祭り博覧会 2016」などに反映され、それぞれに詳細な展

示図録も刊行されている。また、これらに関わる調査を

踏まえた大本敬久の「牛鬼論ー妖怪から祭礼の練物ヘ一」

(1999) や「南予地方の鹿踊りの伝播と変容」 (2000) など

の諸論考は、見せる祭礼に関する研究を一歩推し進めた。

県内の各市町においても、幾つかの取組みが見られる。

新居浜市立図書館では、平成 2 年に太鼓台の歴史的、地

域的位置付けを意識して基本となる歴史資料を網羅した

『新居浜太鼓台』を刊行し、特徴や周辺地域との比較を

行っている。その他、旧伊予三島市では、伊予三島太鼓祭

り実行委員会が平成 16 年に写真集『伊予三島まつりと太

鼓台』を編集刊行し、伊予三島地区の祭りにおける太鼓

台の現状と近代の写真資料を取りまとめている。また、

旧越智郡大三島町による『大三島の祭り』（平成 11 年刊

行）では、調査時点における地区別の現状が報告されてい

る。

なお、民間における調査成果として注目されるものに、

森正史編の『愛媛の弓祭り』 (1966 年、愛媛大学農学部付

属農業高等学校郷土研究部）がある。現在では伝承が困難

となっている地域が多く、貴重な調査報告となっている。
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また、愛媛県内の祭礼全般を概観して紹介したものに、

『都道府県別祭礼行事一愛媛県』 (1995) や『愛媛民俗

伝承の旅ー祭りと年中行事』 (1999) がある。西条祭りの

ダンジリについて取りまとめたものに佐藤秀之の『伊曾

乃祭礼楽車考』や吉本勝の『西条のおまつり』があり、東

予地方の祭礼風流を近世史研究から論じた胡光の「近世

祭礼研究の可能性」（伊予史談 351) の論考もある。さらに、

西条祭りの祭礼絵巻について、伊曾乃神社本とは異なる

東京国立博物館の所蔵本を詳細に読み解き、解説を加え

て紹介した福原敏男による『西条祭礼絵巻ー近世伊予の祭

礼風流ー』（西条市総合文化会館、 2012 年）は、東予地方の

祭礼研究に新たな知見を加えた。

その他、近世より続く祭礼風流として注目される宇和

島市吉田町立間の八幡神社祭礼についての調査報告であ

る『吉田秋祭の神幸行事総合調査報告書』 (2018 年、宇和

島市教育委員会）は、総合的な祭礼調査報告となっている。

また、大洲市教育委員会による大洲市阿蔵の八幡神社の

祭礼である神幸祭「おなり」の調査として『大洲八幡神社

祭礼総合調査報告書』 (2019 年）は、歴史と民俗にまたが

る調査報告となっている。

以上、愛媛県における「祭り・行事」に関わるこれまで

の主な調査・報告の経緯を記した。そこで、以下の総論に

おいては、県下の「祭り・行事」を総覧した観点からうか

がえる特徴や全般的な傾向などについての梗概を取りま

とめ、民俗風土全般とも関わらせながら記述しておくこ

とにする。また、近年における変容や衰退が著しいため

に当初に予定していた詳細調査報告から除外せざるを得

なかった祭り・行事についても、変容の状況を跡付けな

がら、総論においてトピック的に補足して詳述し、往時

の状況を記録化しておくこととする。

1. 愛媛県の地域区分と民俗風土

愛媛県の地域区分

愛媛県は四国の北西部に位置し、北は瀬戸内海の隧灘·

斎灘・伊予灘に面して多くの島嶼が点在し、山陽筋の広

島・山口県と向き合う。西は太平洋に続く宇和海に臨ん

で、佐田岬半島を始めとする多くの半島と出入りの多い

地形によって複雑な海岸線を有し、速吸瀬戸を挟んで大

分県と対峙している。そのため本県の海岸線の総延長は

1,200 kmを超え、全国有数の長さを誇っている。また、全

般的に大きな平野に乏しく、背後には急峻な四国山地が

そびえて高知県に接し、これを水源とする中小の河川が

多くの谷筋を形成するとともに、複雑な地形環境をつく

り上げている。そのため、谷筋ごとの生活風士の差異も

見られ、それぞれに特色ある民俗を形成している。ちな

みに柳田國男も、このことについて「山間毎の生活事情

が著しくちがってゐるのが此縣の特色でそれを味ひに今

度の大戦の初期までに七八回も通り抜けて見ました」と

森正史宛の書簡（『伊予路』 8) で述べている。さらに東部

は、香川県・徳島県とも接しており、これら周辺諸地域と

の間に多様な民俗文化の接触や伝播を確認することがで

きる。このことは、本書で取り上げた「祭り・行事」に関

しても同様である。

また、多くの「祭り・行事」が大きく発達する近世にお

いて愛媛県は、東部より天領（宇摩郡・桑村郡・越智郡の
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各一部）および西条 3 万石・小松 1 万石・今治 3 万 5 千

石•松山 15 万石・大洲 6 万石・新谷 1 万石•吉田 3 万石・

宇和島 10 万石の八藩に細分化された分割統治がなされ

た。さらに個々の藩領は、相互に入り組んだ配置ともな

っており、このことに由来する民俗文化の地域的差異も

少なくない。一方で、近代以降においては、政治的・経済

的要因による地域区分が普遍化し、愛媛県が元の伊予国

にほぼ該当することから、今治市以東の東伊予＝東予、

松山市とその周辺の中伊予＝中予、および大洲市・喜多

郡以南の南伊予＝南予に三区分した地域理解が一般的と

なっている。特に、愛媛県の成立後に県庁所在地となっ

た松山市や中予地域の位置付けは、近代社会において次

第に肥大化してきた。しかし、これは民俗文化の上から

見た地域区分とは、少なからず境界を異にするものでも

ある。

愛媛県の民俗地域区分

民俗文化から見た愛媛県の地域区分については、 1980

~1983 年に行われた『愛媛県史―民俗ー』の上・下 2 巻の

編纂過程で、当時の「愛媛県史編さん委員会民俗部会」に

おける議論を経て設定された領域区分が、今日も概ね基

準となっている。本県の民俗分布において基層となると

見られる正月の予祝儀礼や農耕儀礼さらには年中行事の

民俗分布を基礎とし、これに県下の多様な民俗事象を俯

嗽して作成した民俗分布図を重ね合わせる中で案出され

たものである。すなわち、図 1 に示したように、一般的な

愛媛県の地域区分とは少し異なるものの、東予・中予・南

予の 3 地区に大別したものを、さらに 10 地域に分割した

区分である。

すなわち、「東予」を四国中央市から新居浜市・西条市・

今治市・上島町を経て松山市北部の 1日北条市や忽那諸島

に至る地域に広域比定し、これを旧宇摩郡地域の「宇摩」

とその他をまとめて狭義の「東予」に区分する。さらに

「宇摩」は法王山脈を境に嶺北の「宇摩平野」と嶺南の

「銅山川流域」に区分できる。また「東予」は、新居浜市・

西条市をまとめて「道前平野」とし、今治市の地方と松山

市北部を「高縄半島」、今治市島方と上島町を「芸予（越

智）諸島」、および「忽那諸島」に詳細区分した。

「中予」については、近代以降の広域理解とは異なり

「道後（松山）平野」とその周辺に限定した。上浮穴郡地

域を分離して「上浮穴」とし、これ以南を広義の「南予」

に含めるとともに「大洲・喜多」と元の宇和 4 郡をまとめ

た「宇和」として捉えたものである。

先ず、東予・中予・南予の 3 区分および東予の 2 区分に

ついては、基層となる民俗として正月の農耕儀礼および

小正月行事に見られる民俗分布によった。特に、後述す

る年頭の田打ち正月儀礼の日程と行事内容を基に 3 区分

を設定した。これらの地域区分の内部には、その他にも

より地域的に共通した民俗事象が存在し、他の地域とは

異なった独自性を有した民俗文化領域を形成している。

したがって、本県の「祭り・行事」についても、この総

合民俗地域区分に沿った分布傾向が顕著に見られ、それ

ぞれの地域性が形成されている。以下、このことを念頭

に置きながら、愛媛県の祭り・行事の中で特徴ある民俗

について取り上げ、概要を記述しておくことにする。
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図 1 愛媛県の総合民俗地域区分（『愛媛県史 民俗上』より転載）

2. 愛媛県における「祭り·行事」の特徴

2-1. 年頭の予祝儀礼ー田打ち正月

愛媛県下の年頭の予祝儀礼としての田打ち正月の民俗

は、 1 月 2 日を中心として大正月に引き寄せられた「鍬

初め」あるいは「掘り初め」と称する地域と、 1 月 11 日

に「地祝い」として行う地域に二分されることが明らか

である。いま少し詳細に述べるならば、平成の大合併以

前の旧の新届浜市・西条市・東予市・周桑郡・今治市・越

智郡・北条市・中島町および松山市北部の旧和気郡およ

び東部の石手川上流の地域、すなわち宇摩地域を除いた

狭義の東予民俗文化圏が、「地祝い」と称して基本 1 月 1l

日に行う地域に当たる。その他は、 1 月 2 日ないし 4 日

ころに「鍬初め」と称して行われるが、松山平野やその近

郊の中予地域が儀礼的であるのに対して、伊予市・伊予

郡の山間部以南においては、「掘り初め」とも称して幾ら

かの遊戯性を伴う事例が多くなる。しかし、西予市城川

町のように、泊まり初めと一体化して掘り起こす子ども

を特定しておく事例などは儀礼的要素が強く、古風を伝

えてきた。

東予に位置する西条市丹原町田野上方では、 1 月 11 日

が地祝いで、屋敷畑の一角や隣接する田畑あるいは苗代

田に樫やクヌギ、ススキの穂を立てて御幣を垂らし、周

囲にススキの茎に若葉（譲り葉）を挟んだ御幣を立て、山

草を敷いて餅・米·干し柿などを供えて鍬を打ち、その年

の豊作を祈る。あるいは、鍬で屋敷畑に lmほどの畝を

作って祭り、供物を供えて神酒を呑んだり、若葉を 12 枚

敷いて供物を供えたりするなど、家ごとの差異もうかが

える。

写真 1 1 月 11 日の地祝い（西条市丹原町）
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あるいは、南予地域の西予市城川町遊子谷の上川では

1 月 2 日が鍬初めで、早朝に明き方の田か畑に行き、ク

ワゾメをした。鍬を打ちこんだ穴の中にワゴジメを置い

てヤマクサを敷き、干し柿・みかん・餅一重ね·イリコ・

祝儀を紙に包んで士中に埋め込み、御幣 3 本を立てる。

鍬初めには、元日に泊まり初めに来た男児を同道し、埋

めたものを掘り取らせてから帰る。掘り取った供物は子

どもに与え、家では雑煮を炊いて食べさせ、祝儀を渡す。

泊まり初めの男児は、別の家の子で長男が良いとした。

なお、鍬初めはオモヤの儀礼で、隠居（ヘヤ）ではほとん

ど行わなかった。また、同町野井川の竜泉では、その年の

明き方に当たる野菜畑で行った。しめ飾りと餅•干し柿・

イリコ・米を紙に包んで埋めておくと、子どもたちがこ

れを掘り出した。

さて、県下の田打ち正月の儀礼において、実施日程と

行事名称について大きく 2 類型が存在することについて

紹介した。一部地域においては、この 2 様の儀礼を重複

して実施する事例がある。

西条市加茂では、 1 月 4 日は畑で、茅に御幣をつけた

もの（ノサという）と小さな挟み幣を月の数だけつくり、

土を耕した所に挟み幣を円形に立て、その中にノサを立

て、米・酒・肴を供えて祭る。また 1 月 11 日は田で同様

に祭る。（『加茂郷』）

今治市朝倉白地では、 1 月 4 日のオクチアケに御幣を

作って田畑や山に立て、今年の無事を祈った。 11 日は地

祝いで、田畑に雌雄のマツと萩の木にオシメをたらした

ものを立て、餅や米を供えた。また、同市菊間町佐方で

も、 1 月 4 日に初鍬で初めて鍬を使い、 11 日に地祝いを

した（愛媛県民俗文化財分布調査粟）。

西条藩土居組大庄屋を務めた加地家の年中行事記録

『家事録』（文政年間）には、四国中央市土居町の事例と

して、 3 日の鍬初めに対して、 11 日を大鍬初めと称した

ことが伝えられている。

このように、大正月と小正月の農耕の予祝儀礼が一ま

とまりになって行われる事例は、限定的な分布に止まり、

決して多くはないが、予祝儀礼の分布を考える上からは

興味深いものがある。二つの田打ち正月の儀礼について

小野重朗は、 2 日の儀礼は畑作文化、 11 日の儀礼は稲作

文化の系譜に連なるものであると解釈している。近隣で

は、岡山県下において報告されている事例が知られてい

る。例えば、真庭郡落合町では、 2 日・ 4 日ないし 6 日が

小鍬初めで、 11 日を大鍬初めと称した。これについて『岡

山県史民俗（2)』は、 2 日は畑の仕事はじめ、 11 日は水田

耕作の仕事はじめではないかとの考えを示しながらも、

断定は避けている。

2-2. 小正月の行事

愛媛県の小正月行事を、予祝儀礼・年占・火祭り・小正

月の訪間者という小正月の行事分類に従って取りまとめ、

民俗の地域性について検討した森正史は、南予民俗文化

圏における行事の豊富さと偏在性を指摘するとともに、

東予・中予地方との相違および本県の民俗区画成立の可

能性についても示唆している。同時に、これが民俗の質

的な違いか量的な差異か、あるいは民俗の変容によるも

のかなどの問題点を指摘している（『日本民俗学』 88) 。同
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氏は、その後に『愛媛県史—民俗上』において総論を執筆

する中で、小正月と盆の民俗を指標に本県の民俗の地域

性を論じ、南予地方における民俗の集中偏在性と東予地

方の特色ある民俗の残存についても指摘している。

この東予地方の特色ある民俗の一つが小正月の火祭り

である。トウド・トンド・トウドウサン・シンメイサンな

どと呼ばれる行事で、地域の子供組を中心に運営されて

きた。多くは高さ数mの真竹や孟宗竹で円錐形またはク

ヌギ材で四角錐の骨組みを作り、正月の注連飾りや持ち

寄った藁でこれを覆って形を整える。下部には、ーか所

小さな出入り口を設け、火をつけるまでの間、子どもた

ちはここから出入りして、中で遊ぶなどしてきた。 15 日

の早暁には、各地とも火をつけてこれをはやす（焼く）の

である。また、残り火で餅を焼いて食すると夏病みしな

いなどと言った。灰も持ち帰って家の周囲に撒くと長い

ものが入らないという所が多い。

詳細訓査報告では、新居浜市大島のトウド・左義長に

ついて取り上げた。東予の他地域に比べて手製の織旗を

多数掲げるなど装飾性にも優れている。大島には、かつ

ては、年齢別に区分された階梯的な子供組の組織が存在

し、青年たちの手助けを得ながら、実施されたものであ

る。

小正月における火祭りの民俗は、狭義の東予民俗文化

園を中心に行われる行事で、東予でも宇摩地域には原則

的に見られない。特に道前平野の地域で盛んに行われ、

昭和後期からは公民館行事などに取り込まれる中で次第

に巨大化が進み、高さ 10mに及ぶものも出現した。また

従来は、概ね正月 11 日の「地祝い」の後に竹などで骨組

みを作ってトウドが巻かれていたが、近年では材料も注

連飾りの藁とは関係なく、正月前の 12 月から組まれる所

も出現している。すなわち、行事の実施継続と背屎にあ

る民俗的な意味合いの乖離が見られるようになった。

さらに、今治地方では、シンメイサンと称して伊勢（神

明宮）信仰とも習合した波止浜神明宮の屋台の運行、さ

らにはトウドが山車化した吉海町余所国の神明車なども

ある。加藤友太郎の「国府叢書一巻 23ー」によると、今

治市街においては、明治期には各町の注連飾りを集めて

山車様の飾り付けを施したのち、大新田浜に昇き出して

ーか所に集めて焚き上げたことが記される。同書は、本

町・米屋町・片原町・中浜町のトンドの略図を記録してい

る。したがって、余所国のトウドは、これらを模したもの

であろう。

一方、中予民俗文化隈では、オカザリハヤシと称し、戸

別ないし小規模に行われる。南予民俗文化圏では、オシ

メバヤシ・トウドバヤシと言って、時に合同で行われる

が組織性に欠け、 トウドのような構造物を作らないのが

原則である。しかし近年では、東予型のトウドが中予地

方でも組み立てられるようになり、小正月行事の地域性

もしだいに明確さを失いかけている。

また、予祝儀礼については、東予・中予民俗文化圏がヤ

ナギを殆ど唯一のものとするのに対して、南予地方の民

俗の多様性が際立っている。先ず、東・中予のヤナギに対

して餅花がある。道具の年取り儀礼も、南予地方に広範

に分布し、一部に大正月の行事となった地域もある。そ
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の他、粟穂・成木責め•もと祭り棒（祝い棒）も南予地方

に特徴的に分布する小正月行事であった。もと祭り棒は、

長さ 30~40 cmの栗の木の一端を尖らせ、一方に十字の割

れ目をつけて飯をすり込んだ棒で、家の柱や家人の頭を

叩いたりした後、カマド神に供え、苗代祭りに水口に立

てて祀った。

表 1 愛媛県の小正月行事の構成要素と地域性

' 東予民俗圏 1 中予民俗圏 1 南予民俗圏

田打正月 111 日地祝い

予祝儀礼 Iヤナギ

トウド

火祭り I トンド
神明さん

訪問者

念仏始め：り
弓祭 弓祈祷
祠衝引き

｀心塁9 2 日の 1輩奇雷ら2 日の
道具の年取

ヤナギ 1:胃
成木責め

と祭2

オシメバヤシ
オカザリハヤシ I トウドバヤシ

( 比一民上戸又の比 ーロ しこ）

小正月の訪問者については、本県での民俗事例は希薄

で、南予民俗文化圏に限って伝承された。カイツリ・カユ

ツリと称し、南宇和・北宇和郡の高知県寄りの地域では、

若者が複数で家々を門付けして回り、餅や銭を貰い歩い

た。また、小正月 14 日の晩は、ホタルカケなどと言い、

若者の悪戯が咎められない習いであった。なお、南予の

宇和海南部の宇和島市蒋渕や戸島には、しめ飾りを用い

た綱引き（オシメヒッパリ）があり、南九州との民俗文化

交流を考えさせる。

以上の小正月行事のほか、これに連続する正月 16 日の

念仏始め•仏事始めの行事も、地域的な特徴をよく示し

ている。南予地方では、 16 日を広範に「念仏の口明け」

と称し、念仏始めの行事として寺や仏堂で念仏行事を修

し、村境に関札や大草履を設置するなど、当該の民俗社

会内部の防衛を目指した行事や儀礼が際立っている。南

予民俗文化圏の北部に当たる上浮穴郡や伊予郡山間部、

大洲市・喜多郡、八幡浜市・西宇和郡、西予市の地域にお

いて広範に分布が確認できる。特に上浮穴郡から伊予郡

山間部、大洲市・嘉多郡の山間部では、地区の谷あいに注

連縄を張り渡して大草履を吊り下げる「鬼の金剛」の行

事が付随している。詳細調査においても、砥部町広田地

区や久万高原町の事例を中心に取り上げた。なお、これ

に関連して南予民俗文化圏には、大人伝説も広く分布し

ている。

一方で、中予・東予地方でも葬式の念仏始めの認識が

広く見られる。特に東予地方では募参り・寺参りの日と

しての認識が強く、小正月行事の民俗分布と重複すると

ころが大きい。

2-3. 弓祈祷・百手神事

年頭の小正月行事として、東予地方を中心に行われる

ことの多い弓祭・弓祈祷も、本県の特色ある祭り・行事の

一つである。芸予諸島や高縄半島を中心とした愛媛・広

島両県にまたがる弓祭の分布は、西日本のモモテ祭りの

ー中心をなしており、愛媛県側でより発達したと言える。

関東地方のオビシャに対して、西日本のモモテ祭りは、

モモテ・ユミギトウ・ハツギトウなどと呼ばれ、年頭また

は春先に村落および家内の安全と五穀豊穣．厄除け祈願

として、数本から 1,008 筋の矢で「鬼」という字を書い

た的などを射る歩射行事である。実施の時期によって概

ね 3 分類することができ、香川県西部を中心とした旧 2

月 1 日を中心とする二月モモテ、徳島県祖谷地方やその

周辺を中心とした旧 3 月の三月モモテに対し、芸予諸島

を中心とするしまなみ海道の地域や旧北条市の山間部な

どは、大分県国東地方などとともに旧の小正月に行う正

月モモテに当たる。

すなわち、民俗区分に当てはめると、芸予諸島と高縄

半島地域が正月モモテ、宇摩地域の東部が二月モモテ、

銅山川流域を三月モモテに区分することが出来るととも

に、周辺地域との文化接触や伝播が窺われる。

さて、愛媛県における弓祭については、中世後期まで

遡ることが出来る。松山市夏目に伝わる「池ノ内文誉」の

中に熊野谷権現の社役に関する明応 9 年 (1500) の史料が

あり、「正月十日、祝はふしゃ（歩射）の役也」とあるのを

初見とする。これらが弓祈祷という年頭の村落祭祀に発

展するのは、近世に入ってからと見られる。

ところで、芸予諸島一帯に広く分布した弓祈祷の民俗

であるが、その本来的な中心は、大三島にあったと考え

られ、古風を伝えていた。中でも、大三島町肥海や宗方、

上浦町盛、さらに関前岡村などでは、厳格な潔斎や小笠

原流の作法・独特の儀礼日上を取り込み、村落において

一人前の男子として認められるための青年戒としての民

俗要素が色濃く窺えた。地域を二分して競い合う双分的

な風も顕著であったなど儀礼的な要素が濃厚で、広島県

側を含めた芸予地域の弓祈祷の中心地となっていたと言

えよう。

なかでも、大三島の肥海地区に伝承されてきた弓祈祷

は、寛文 3 年 (1663) の「弓方書」伝え、行事も極めて厳

格なものであった。旧正月 11 日に地区を南北に二分し、

前弓・後弓 6 名ずつの射手を選んで行った。射手は、 4 日

より弓宿に寵り、稽古に励む。 10 日には、弓の師匠によ

って射手の席順が決定され、 11 日の睛れの場に臨んだ。

地区の肥海八幡神社の弓場の距離は約 10 間、 6 尺 2 寸の

大的に向かって前弓・後弓交互に 2 筋ずつ、都合 1,008 筋

の矢を射た。先ず、席順通りに射る「三度弓」を行い、次

に「中入れ」として昼食に雑煮を一杯食べた。その後は

「ばら弓」で自由に射るが、一番の腕前の者は、最後に射

る習いであった。こうして弓射行事が終了すると、 トウ

モトで直会があり、翌年のトウモトを決めて「お頭渡し」

を行った。なお、 10 年を 1 期として射手の交替をする「矢

代明け」の行事が付随することが特徴でもあった。昭和

45 年以降は中断し、同 63 年に中学生による復活を果た

したが、平成 4年が最後となった。

盛でも、延宝期の弓祈祷の作法書を伝存し、古式を留

めて儀礼的に行われていたが、昭和 30 年代中頃より途絶

した。往時の状況については、森正史編の『愛媛の弓祭

り』や愛媛県教育委員会編『越智郡島嶼部地区民俗資料

調査報告書』、同『しまなみ水軍浪漫のみち文化財調査報

告書—民俗編―』を参照されたい。
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その他の地域においても、過疎化や少子高齢化の進展

に伴い、射手の確保や準備が困難となり、昭和 40 年代よ

り次第に中断する地区が増加し、その伝承はかなり困難

となっている。このような中で詳細調査においては、今

治市伯方町北浦の「弓放し」の事例を取り上げた。正月モ

モテとして行われるもので、現存する伝承事例としては、

比較的古い形を残しながら、最も盛んに実施している事

例と言える。北浦の喜多浦八幡大神神社の事例は、各地

の弓祈祷の行事が中断されていく中で、昭和中期より正

月モモテを月遅れの 2 月 11 日の祝日開催とし、中学生に

よる行事伝承へと切り替え、さらに女子の参加も含めて

今日まで維持してきたものである。この北浦のほか、今

治市島嶼部や上島町では、関前岡村、大三島町宗方、上島

町佐島などで、何とか伝承されているが、かつての厳格

さは失われ、今後の継続には不安を覚える。

また、二月モモテの地域では、四国中央市川之江町の

八幡神社のモモテが、月遅れの 3 月第 1 日曜日とし、氏

子 25 自治会の輪番奉仕として実施しており、茶碗へ高盛

にした鼻付き飯の習俗などとともに継続している。その

他、同社から氏子分離した金生町の八幡宮や金田町半田

の熊野三所神社でも、行われている。近世には、中曽根町

の八幡神社でも、行われていた。

その他、南予地方においても、八幡浜市中津川の大元

神社で 4 月に百矢祭が行われているが、むしろかつては、

各地の例祭で流鏑馬が行われていた痕跡がある。大洲市

阿蔵の八幡神社の例祭には有的を作って神幸行列に入る

が、流鏑罵の的の名残と見られる。また、大山祇神社の御

田植祭・抜穂祭においても、貞治 3 年 (1364) の年中行事

記録や近世には流鏑馬が行われていた。

2-4. 農神去来の行事

稲作に関わってこれを守護する田の神や畑作も含めた

農神・地神は、一年を通したサイクルの中でその時々に

おいて去来する性質を有している。その名称や性格も多

様で、個々の儀礼に応じて様々に呼称されるとともに、

祭祀方法も多様である。

例えば「社日」は、立春および立秋から 5 番目の戊の日

に当たり、農神・地神を祀る日であり、農作業を休み田畑

へ立入ることを忌みる日とされてきた。愛媛県では、徳

島県や香川県のように近世に設置された地神を祭祀する

石塔などが稿密に分布し、全県的に祭祀されるような状

況にはないが、新居浜市を中心に東予地方東部には石室

の社日社が祭祀されるなどの事例が少なくない。

本県でも、社日は一般に農耕の折り目として理解され、

南予地方を中心に、この日をもって農神が去来するとの

伝承も形成されてきた。南予地方の春の社日では、家の

神または山の神が作神として田畑へ出かける日としての

認識が強く、家の神・山の神から作神へと転換していく

理解が広範に窺える。一方で、秋の社日には作神から家

の神へ、すなわち家の神が作を終えで帰って来る日とし

て理解されてきた。

西予市城川町遊子谷では、春の社日にはトウキビを植

えろといった。作神であるオイブッサマがこの日に山か

ら出て来て作を作り、秋の社 H に山へ帰るという。オイ

ブッサマは他の神よりも多くの供物を供えないと気に入
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らない神さまなので、御馳走を作り御神酒とともに供え

た。

また秋の社日には、ヤマで作を見ていた神さんが家に

帰られるといって一握りほどの稲穂の束 2 把を 2 台の膳

にのせて、トウキビ・小芋・カキ・クリなどの初物ととも

に床に供えた。あるいは 3 株か 5 株の稲を引き抜いて根

を洗い、逆さにして床に吊るした。なお、神さんが帰って

来る時には天候がしけるという。シバモチを作って供え

るが、間に合わないときは、団子をきな粉にまぶす。家の

オイブス様にも、ご飯や神酒、野菜などを供える。床に供

えた稲穂は、戸外に干して他の稲とともに脱穀する。

この事例のように穂掛けが行われ、サツマイモ・サト

イモの収穫を始める目安を伴ってきた。また、伊予市中

山町で、箕の先を家の方に向けて祀ったことも、作神が

家に帰ってきたことを示す行為と理解される。すなわち、

社日を区切りとした農神去来の価値観が形成されていた。

さて、愛媛貼の社日の民俗として、中予および東予地

方においては、地域ごとに特定した七社ないし八社をめ

ぐる神社巡拝の民俗が地域限定的に発達していた。豊作

祈願を目的とした松山地方の「八社八幡宮参り」は、江戸

時代中期ころから始まり、社日と習合して明治以降に農

村の娯楽を兼ねた巡拝習俗として発展したものと見られ

る。これを模したと見られる西条市西部の周桑地方に点

在する八社八幡宮参りを含め、秋の社日は、作見など収

穫祭的な要素を伴った。また、今治地方の式内七社参り、

四国中央市士居町の七鳥居参りは、中風除けの祈願も含

めて理解され、昭和 30 年代まで広く行われた。

愛媛県における田の神・農神祭祀の一年を通した神去

来の民俗についての概要を検討してきた。その中で、田

植え儀礼に関わるサンバイオロシとサノボリ・サンバイ

アゲという、当該儀礼をめぐってーセットになった農神

の去来構造が存在するとともに、家の神や山の神が田へ

出向いたとされる農神は、作を終えると亥の子には元の

所へ帰っていくという神去来の観念が重層的に存在した。

春と秋の社日をめぐる神去来の伝承も顕著に見られ、基

本的には一年を通した循環型の神去来構造を呈している

といえよう。しかしながら、祭祀対象とされる農神＝田

の神は、オサンバイサンと称されながら、家の神であっ

たり山の神であったり、エビス神や大黒神であったりと

その性格は多様に習合した存在となってしまっており、

極めて複雑化した祭祀形態を呈している。一年を通した

田の神祭祀の民俗を考える中で、これらをどこまで単純

化していくべきか、改めて検討する必要があるように思

われる。

2-5. 祭りを司る者・特定旧家の関わり

神職や僧侶などの特定の宗教者が祭り・行事を執り行

うことが一般的な中で、地域内外の特定の家の者が深く

関与する事例が少なくない。多くは、神社の由来伝承と

関わって説明され、何らかの特権的な地位を与えられて

いることが一般的である。

さて、神社において専任の神職が日常的に奉仕するよう

になるのは、江戸時代に入った寛文～元禄期以降である

が、幕末に至っても近隣の氏子が管理した事例も少なく

ない。例えば新居郡船木村（現、新居浜市）は、天保年間の
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地誌『西条誌』によると戸数 400 を超える大きな村であ

ったが、村内の神社に専任の神職は置かれず、別当寺の

僧侶持ち、ないしは 10 軒ばかりの「鍵取り」と称する百

姓持ちの神社で、祭礼に当たり近隣の神職や修験を雇っ

て祭事を行った旨を記している。このような鍵取り・鍵

預かりと称されて、鍵を保管しながら神社の日常的管理

に当たった旧家は、銅山川流域の四国中央市富郷町、西

条市小松町石鎚地区などに多く伝承されていた。

こうした民俗が神社の神事を通して残された事例もあ

る。大洲市肱川町予子林の客神社では、 11 月 9 日の例祭

を控えた前夜に、関係者のみが参列する中で「大戸開き

神事」が行われる。かつて神社の祭神を勧請して帰った

と伝える西予市野村町大成の大和田家・肱川町山鳥坂の

富永家という＝つの家の一族数名が参列し、大和田家が

管理する本殿の鍵を持参して斎行される。神事に際し、

宮司は持参された鍵を用いて本殿を閲扉し、大戸開きの

神事を斎行する。なお、鍵の保管については、元は富永家

が管理していたとも伝えられる。神事の後、素朴な直会

行事も行われていた。

一方で、鍵を所有しない特定113家の事例も多い。詳細

調査で取り上げた西条市丹原町の綾延神社における祭神

の標着伝承に関わる汐崎家は、その伝承が同家と神社あ

るいは別当寺双方に継承されていることで成立する民俗

である。同市小松町南川の高鴨神社における同市石田の

徳増家、同丹原町今井の福岡八幡神社と同町川根の越智

家の例など東予地方に多く伝えられる。徳増家は、神幸

祭に供奉するとともに、同家の井戸から汲み取った水を

高鴨神社に供えた。中予でも、東温市下林の三奈良神社

では、流れ着いた祭神を拾い上げて祀ったという見奈良

地区の池川・山内の両家に神輿を据えてから村内を廻る

ことになっている。しかし、近代以降は各地で特定 1日家

との関係が希薄化してしまい、その関係性に根差した民

俗は、急速に失われている。

2-6. 祭り·行事の運営組織

神楽割り

祭り・行事の運営に際しては、村や小集落単位または

戸別による平等な負担割り当てによって行われることが

一般である。西条市西部の周桑地方から東湿市の重信川

上流域にかけた地域では、この祭礼貨用の割り振りを行

うことを指して「神楽割り」と呼んだ。したがって、現在

も神社の貨用負担の徴収を、例祭に併せて行う所は多い。

氏子範囲が一村ー地域あれば戸別負担の原則も成り立ち

やすいが、複数にまたがる場合には、少し異なった。祭

り・行事の費用は、村や集落単位で負担割合を決めて行

われるのがむしろ本来で、費用負担における戸別平等と

いう理解は、極めて近現代的な解釈に過ぎない。

頭屋制度の諸類型

こうした村を単位とした費用負担・労力負担に繋がる

運営組織であるとともに、組織内の特定の家が祭祀に深

く関与する制度として、狭義の東予民俗文化圏を中心に

トウヤ制度が分布する。しかし、東予民俗文化圏でも、元

の新居郡（旧の新居浜市・西条市）地域には見られない特

徴を持つ。

愛媛県におけるトウヤ制度は、しまなみ海道の沿線や

これに続く高縄半島地域および元の周桑郡地域を中心に

特徴的に分布する仕組みで、 トウヤ・トウモトを中心と

した多分に中世的な祭祀制度であり、近世的な氏子制度

とも習合しながら存在してきた。愛媛県におけるトウヤ

制度は、これらの民俗地域区分によって大きく 3 類型に

分けることが出来る。

①芸予諸島地域

近世の村を単位とした氏神祭祀を斎行するための組

回りによる頭屋制の形態を示す地域である。神社の秋

の例祭のほか、年頭の弓祈祷においても頭屋制が機能

してきたが、末社以下の小祠については、地域差があ

る。すなわち、氏神祭祀中心型の頭屋制地域と言える。

②高縄半島先端地域

多様な氏子集団に合わせた複圏的な頭屋祭祀構造を

取りながら、これらの祭祀や行事をすべてオトウない

しオトウサンと称する地域である。一般に氏神のオト

ウをオオトウ、末社のものは個別の神社名を付けて呼

んだり、単にオトウと称したりする。また。ホントウ・

ヨリトウなど複数のトウヤによる戸廻り頭屋制を原則

とし、その交代儀式であるオトウワタシおよび賄い方

の行事に重点を置いた地域である。なお、一部におい

て特権性を併せ持つ神人のオトウが伝承される。

③西条市西部の周桑地域

郷を単位とした神社祭祀が発達した周桑平野の地域

に見られる祭祀形態で、郷氏神・村氏神・末社小祠に至

るまで、複圏的な村落祭祀構造の上に頭屋制が重複し

て存在する形態である。特に 1日周布郡の地域では、中

世末以来、祭祀の方法を「御頭文」として成文化し、こ

れに基づいた祭祀を継続してきた。そのため比較的古

態を留めてきたもので、複圏的頭屋祭祀型と言える。

さて、詳細調査においては、①の事例として今治市大

三島町大見の大見八幡神社の例祭を取り上げる予定であ

ったが、コロナ禍によりトウヤを置かなかったために、

オハケの行事や少女に依る神饂の頭上運搬を含めて中断

されたままとなっており、現況調査は叶わなかった。こ

れまでの状況については、『しまなみ水軍浪漫の道文化財

調査報告書一民俗編ー』および『大三島町の祭り』に報告

されているものを参照されたい。

また、②の事例については、今治市別宮町の別宮大山

祇神社のオトウ行事を取り上げた。慶長年間以来のオト

ウ記録を伝え、オトウワタシも厳格に継続していたが、

近年になって急速に変容しているとともに、保管されて

いた膳．椀や湯桶などオトウの賄い道具も廃棄されてし

まったのは残念であった。

さらに③の事例として、西条市丹原町の綾延神社の頭

屋制度を例祭行事とともに紹介した。周辺神社における

榊指し神事などを伴う類似した事例が、すでに江戸時代

に消滅してしまった中で、幾らかの変容はあるが、県下

に残る頭屋祭祀としては最も原形を留める事例として貴

重である。

神人のオトウ・同族のオトウ

オトウ行事の民俗として注目されるのが、神人のオト

ウである。今回の悉皆調査からは漏れてしまったが、今

治市玉川町の地域には、一部にジニン（神人）と称される
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特定の家のみで構成されるオトウ行事がある。同町中村

の予中神社では、 12 戸で神人組を構成し、新規加入を認

めなかった。正月 5 日に年頭の口開き神事を行い、正装

して社頭で弓の奉射行事を行い、 トウモトでトウビラキ

を行っていた。鬼原の御鉾神社の神人組も 12 戸でオトウ

を構成し、正月にトウビラキを行った。龍岡の天神社は、

7 姓 9 戸で構成され、春の社日にオトウが開かれる。

同町長谷の二島神社では、 5 月と 10 月に行われる氏子

のオトウ行事とは別に、年に 2 回、元日と 8 月末の日曜

日に神人組のオトウが開かれる。神人組は、かつて大三

島から氏神を勧請してきた家であるとされ、 9 姓 12 戸で

構成されたが、他出した時には親族に引き継がれる習慣

のため、現在では一部入れ替わっている。神人組の加入

権限は株と呼ばれ、以前は 6 畝 24 歩の田圃があり、これ

で経費を賄っていた。また、境内には以前は神人組の通

夜堂があり、飯を炊き、煮しめに酒 1 升で賄ったが、現在

は拝殿で行う。神事に炊いたご飯を供え、終わると一箸

ずつ食して直会とする。また、以前は新旧のトウヤで、小

祠を受け渡すオトウワタシを行っていたが、省略された。

また、境内の石柱にも、神人連中による寄進事例が窺え

る。

また、同族の祖先祭祀がオトウ行事として行われる事

例が、 1日今治市周辺や西条市西部の周桑地域に残存する。

氏神の境内などに一族名を冠した小祠を祀り、同族内で

順番に担当して飲食を共にするもので、これをオトウと

称している。

弓削·佐島の夜殿式·宮座式

愛媛県の頭屋制度の仕組みにおいて注目されるのが、

上島町の弓削島と佐島に限定して伝承される夜殿式（祭）

と宮座式である。先に芸予諸島地域の頭屋制度の特徴を、

組回りによる氏神祭祀中心型として把握したが、弓削島·

佐島については少し異なる。佐島では氏子全体から 15 戸

のトウヤを、弓削島では、集落単位に決められた戸数の

トウヤを選定し、その中の 1 戸をトウモトすなわち実質

的なトウヤとするのである。こうして、毎年に亘り同程

度のトウヤ組を構成し、祭りの運営に当たった。このト

ウヤ組が執り行う祭祀に、例祭前の夜殿式および例祭後

に行う宮座式がある。夜殿は、宵殿が変化したものと思

われ、神幸祭前の宵宮祭であろう。

問題は、「宮座式」である。愛媛県における明確な宮座

の存在自体は、確認できていない。その中で、弓削島・佐

島に限って宮座式が執り行われている。詳細調査におい

ては、佐島の八幡神社の事例を取り上げたが、その中の

宮座式において、その年のトウヤ・トウモトに当たった

関係者が左右に分かれて列座し、神酒を順に呑みまわし

ていく行事が含まれることは興味深い。もっとも、 トウ

ヤ・トウモトは毎年交替するために特定の家筋に固定化

されたものではないし、年齢などによる序列があるわけ

でもない。すなわち、その年のトウヤ・トウモトとして選

ばれた者が構成する組織が杜（トウ）であり、原則その杜

の構成員のみによって宮座式は営まれる。それは、結果

として特権性・排他性を併せ持つことになり、宮座的な

要素を持つものともなった。この当たりに、宮座式と称

される所以があると考えられる。
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佐島に比べて氏子区域が広くなる上弓削の高浜八幡神

社では、地区の大きさに比例してトウヤ・トウモトを選

出するが、ほぼ佐島同様の儀礼が実施される。しかし、下

弓削の弓削神社においては、地区別の輪番制によるトウ

ヤ・トウモトの奉仕となっており、宮座式の語彙は残す

ものの、儀礼的要素は多分に失われている。

2-7. 祭りと民俗芸能

祭りにおける見せる要素として神事・民俗芸能がある

が、これについても地域ごとの差異が大きい。愛媛県に

おける祭礼に付随して最も広汎に見られる芸能は、シシ

舞である。

愛媛県のシシ舞は、大きく二分される。一つは、いわゆ

る獅子舞に当たるものであり、いま一つは地方を中心に

1 人立ちの獅子が 5 頭ないし 8 頭で演じられる鹿踊り

（鹿の子）が分布する。 5 頭の五つ鹿が最も広汎に分布し、

旧の宇和島藩・吉田藩領を中心に、大洲藩領や高知県幡

多郡にも及んでいる。

また中予地方や喜多郡を中心に全県的に分布する 2 人

立ち 1 頭で演じられる獅子舞、および南予地方の宇和海

沿岸部では同系統で頭の大ぶりな唐獅子・荒獅子が見ら

れる。何れも、原則 1 頭で演じられるが、一部に 2 頭 1 対

で構成される地域もある。。

さらに今治市の高縄半島および旧周桑郡の地域には、

一頭のユタンに 6 、 7 名が入る多人数立ちの獅子が遣わ

れ、原則 2頭 1 対のムカデ獅子が分布する。このうち今

治市の獅子は、平面で遣う場遣いの他に、若者が 2 段 3

段の士台を形成して最上部に獅子頭を付けた獅子子を乗

せて演じる形態があることから、継獅子の呼称が一般化

している。伊勢太神楽の影響を受けて独自に発達したと

思われ、現在、 18 団体が愛媛県指定の無形民俗文化財と

なっている。また、周桑郡地域でも、一部で 2 段継ぎを演

じることもあるが、多くはなぶり子と呼ぶ子どもが梵天

を持って獅子を操りながら演じられる。しかし、旧西条

市以東では、石鎚山麓の一部を除いて秋祭りに付随した

獅子舞などの芸能が未発達で、ダンジリ・太鼓台の桐密

な分布とは対照的である。なお、四国中央市川之江町長

洲の獅子舞は、香川県から取り込まれたものである。

一方、芸予諸島の地域には、 2 人立ち 1 頭の獅子が分

布し、シシトメと称する子どもが獅子を制御し、三番斐

やお多福、猿、天狗などが付随し、囃子方にも太鼓のほか

笛や銅拍子なども加わって賑やかに遣われる。

また、芸予諸島から忽那諸島および高縄半島の先端か

ら東部を中心に祭礼の練り行列に組み込まれているのが

奴振りである。詳細調査で取り上げた西条市丹原町の磐

根神社が分布の南端に当たる。多くは投げ奴で、松山市

宇和間の奴振りを始め縦列の前後で相当に距離を離して

投げ渡すが、二列に並んだ左右で受け渡す地域もある。

その他、投げない地域もあって殿中奴と呼んでいる。

2-8. 神興と練り物

神興をめぐる民俗

愛媛県の祭りにおける神輿の登場は中世と思われ、大

山祇神社の年間祭事の概要について記した貞治 3 年

(1364) の文書「伊予国第一宮二嶋社大祝職井八節供祭礼

等之事」には、 5 月 5 日の御田植祭に当たり御桟敷殿へ
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の御幸に「御輿二肱」と出ているのが初見である。その

後、西条市小松町・高鴨神社の天正 5 年 (1577) の祭祀頭

文にも「御輿守ハ四人」と見えており、小型の神輿の出て

いた様子が窺われるが、神輿の渡御が広く一般化するの

は、江戸時代半ばころからと見られる。

現在、松山市やその周辺地域では、複数体の神輿を出

す神社が多く、大人神輿だけで 10 体を超える神社もある

が、本来、その数はかなり限定されていた。江戸時代中期

の松山藩の神社明細帳には、神幸祭に対する藩の認可の

有無と神輿の体数を記されたものがあるが、多くは一体

ないし一座と記され、複数出ることは少ない。すなわち、

氏子地域の自治会などが個々に構えるのではなく、神社

神輿として構えられた。

また、今治藩については、神輿の渡御が認可されてい

たのは、大浜八幡神社と石清水八幡神社の 2 社のみであ

ったが、その他の神社においても若者たちが無許可の「俄

か神輿」を荒々しく繰り出し、その取り締まりがなされ

たことを『国府叢書』は記録している。さらに、宮入後に

は神輿を破砕する慣例であったことも記している。

祭りの中で神輿を破砕してしまう慣習は、今治市伯方

町木浦の三島神社の祭礼にもあり、ミダキコウシと呼称

している。毎年、数十万円程度の予算で小型の簡易神輿

を作り、 4 人の輿丁により廻されるが、元々は青年たち

の担ぐ俄か神輿であったという。神輿を掲げて落とした

り、廻したりと勇ましく担ぎ廻り、神輿振りを演出する

ことで、氏子も栄えるとの心意である。そして夜には、

荒々しく宮入行事が行われる。

さて、詳細調査においては、神輿の破砕事例として松

山市八反地の国津比古命神社の神輿落としを取り上げた。

また、松山地方の神輿の担ぎ方に注目して、松山市神

田町の厳島神社の鉢合わせの事例を取り上げた。神輿の

担ぎ方や扱いにおける鉢合わせ（動）は、揺らさない担ぎ

方（静）を前提とした勝岡町の勝岡八幡神社の一体走りと

は、対照的な事例である。動の担ぎ方は、神威の発動を促

すものと解される。

松山地方では、神輿に移す神霊をオショウネと呼び、

人々はこれが入ると神輿が重くなると信じてきた。神輿

落としは、このオショウネが神輿から飛び出してしまう

まで破砕し、神霊を神社に戻すことで祭り終えようとす

る習俗である。三津の厳島神社についても、明治末に当

時の温泉郡役所が行った秋祭り実態調査において、神輿

は毎年新調して奉納すること、祭礼後は壊して金具を総

代が保管する習いであったことが報告されている。ちな

みに、破砕を伴わずに神輿を毎年作り替えるのは、今治

市神宮の稲藁で作られたワラゴシ、宇和島市吉田町知永

のシダ神輿である。

さて、松山地方の神輿の鉢合わせには、大きく二つの

方法がある。松山市中心部では、神輿の屋根と胴の部分

をロープで巻いて締め上げて補強し、胴の側面同士をぶ

つけ合う形式である。伊佐爾波神社・湯神社の道後八町

神輿や阿沼美神社の四角・八角神輿の鉢合わせなどがこ

れに当たる。一方で、二津の厳島神社などは、神輿の屏き

棒同士を正面から組んで、絡め合う形式である。いずれ

にしても、態勢が崩れた方の神輿が負けなり、上になっ

た神輿が勝ちとなる。

また、松山市の興居島や野忽那島では、神輿の屋根の

四隅と麒（昇き棒）を締め上げることを、モジシメと称し

た。また、 113北条市正岡地区では、四隅を締めることをモ

ジフリとか「モジをふる」と言った。モジは、「もじく」

に由来する、捻じる・よじることの意と解せられるので、

捻じりながら締め上げることが、モジシメとなる。

練り物をめぐる民俗

神輿などを中心とした祭礼行列を練り物（練物、遼物）

というが、祭礼行列には意匠を競った風流の山車や屋台、

山鉾、傘鉾、だんじりなどや、仮装の集団が付随して多く

の観客に見てもらう華やかな祭りが全国各地に多く見ら

れる。愛媛県内では四国中央市、新居浜市、西条市といっ

た東予地方において神社祭礼に太鼓台、だんじりが登場

し、神輿を中心とした様々な練り行列の様相ではなく、

一つの祭礼に同種の太鼓台、だんじりが数多く登場し、

神輿中心の渡御の際の多様な練り物文化が変容して太鼓

台やだんじりが祭礼の中心的存在となっている。この屋

台（太鼓台、だんじりなど）に関する行事については第 2

節「愛媛県の祭礼文化屋台行事を中心に 」で詳述し

ているので、そちらをご参照いただきたい。中予地方、特

に松山市内では江戸時代には味酒社祭礼に各種の練り物

が登場していたが次第に廃れるなど、神輿のかき比べ、

鉢合わせが観客を集めるようになり、神輿一辺倒の渡御

になっている。ただし、東温市牛渕の浮島神社祭礼のよ

うに練り物の文化が現在でも継承されている事例もある。

祭礼の練り物が発達しているのが南予地方である。神

輿渡御に際して供奉する行列に、牛の胴体をかたどった

巨大な造り物である「牛鬼」、布団太鼓の屋台の一種であ

る「四ツ太鼓」、東北地方から宇和島藩主伊達家の関係で

伝播した「鹿踊り」、少年が金糸の刺繍が施された化粧ま

わしを着けて相撲甚句を唱い踊る「相撲練り」、その他に

儀器として弓矢、鉄砲、織などが供奉して神幸行列を美々

しく見せながら御旅所に進み、神社まで還御する。これ

らの行列を「おねり」と称し、その代表的な事例として吉

田秋祭の神幸行事（宇和島市吉田町）、保内の秋祭り（八

幡浜市、三島神社）三崎八幡神社大祭（伊方町）、平城八

幡神社大祭（愛南町）が挙げられる。

また、愛媛県の特徴としては、今治市や松山市北条な

どの海岸の神社祭礼で見られる櫂練り（櫂伝馬）があり、

船に神輿を乗せて渡御し、それを先導するお供船の上で

剣櫂やボンデンを持って踊る練りの形態も見られる。ま

た、祭礼行列に奴姿で鳥毛の槍を振り、受け渡す奴行列、

投げ奴の事例が西条市西部（丹原町鞍瀬）、今治市（野間、

大西町宮脇や芸予諸島各所）、東温市（牛渕）、松山市島嶼

部（宇和間）などに見られる。

2-9. 祭りの標示物

集落神社の祭りに際しては、織や注連竹を立てたり、

注連縄を張ったり、何らかの祭りの標示物が設けられる

ことが一般である。近年、松山市の秋祭りにおける市街

地の神輿巡幸路に延々と張り渡されたナイロンロープの

注連縄などは、結界としての要素よりも視覚的な祭りの

標示物の典型であろう。

さて、県下の祭りにおいて祭場の結界ないし直接的な
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神招ぎの施設として設けられる事例には、幾らかの地域

性を窺うことが出来る。その一つがオハケである。詳細

調査においては南宇和郡愛南町地域の事例を取り上げた

が、その分布はもう少し広く、宇和島市や北宇和郡にも

散見され、一部八幡浜市にも及んでいるので、これらの

事例については総論で触れておくことにする。

宇和島市・北宇和郡のオハケ

現在もオハケが

立てられる事例の

一つが、宇和島市祝

森の八坂神社であ

る。 7 月 14 日の例

祭に際し、神社参道

入口の広場に高さ

8mほどの棒状の

竹を立て、中ほどよ

り上部に先端部の

枝俺部分を縄で丸

め込んだものを縛

り付ける。先端部に

は薬を束ねたスボ

を固定し 4 本の幣 写真 2 宇和島市祝森・八坂神社のオハケ

串を立てる。その少し下部より四方に注連縄を引き下ろ

すとともにシデを垂らし、地上の工作物に固定している。

オハケの根元は棒杭を立てて固定し、御幣を一本指す。

その他、調査データには上がらなかったが、宇和島市

内では九島にもオハケが立てられるという。さらに宇和

島市や北宇和郡内睦部（鬼北地方）にも近年までオハケ

が立てられた。

北宇和郡鬼北町国遠の弓瀧神社では、 11 月 15 日の例

祭に際し、 13 日にオハケが立てられる。氏子のうち国遠

地区より 2 人の当番が出て行うことになっており、オハ

ケタテと称し、以前は 12 日であった。神社の裏山から孟

宗竹を伐り出し、下部の枝を落としたのち、 7 節を残し

て先端をはねる。先端には 1 尺 5 寸の藁スボを刺し、ニ

ガタケ（女竹）に挟んだ小型の幣串を東西南北に刺し、中

央に大きめの幣串を南面させて立て上げ、四方に注連縄

を引き下ろし、中央にも 1 本垂らす。注連縄に垂らすア

シの本数は、下部より七五三とし、後は適宜となる。な

お、四方の注連縄を張る方角は、艮・巽・坤·乾の方で、

杭を打って幣串を立てる。中央に垂らした注連縄は、下

部を竹の元に縛り、幣串を 1 本立てる。当社のオハケは、

現在は境内の社殿前に立てるが、本来は境内に隣接する

田地「宮の前」に立てた。オハケが立つと、神職が下部に

案を舗設して神饂を供え、神招ぎの神事を行う。

宇和島市三間町音地の白髭神社にも、昭和末年までオ

ハケが立っていた。 11 月 13 日の例祭のヨイ（前日）に神

社境内に隣接するオハケ田に立てられた。オハケタテと

称し、神社の山から真竹を伐り出し、枝 3 節を残して先

端部を切り落とす。先には、藁を束ねたスボを差し込み、

竹串に挟んだ御幣を一本立てる。枝の下部より二方に注

連縄を引き下ろし、それぞれ杭に固定するとともに御幣

を一本添える。注連縄に垂らすアシの本数は、ない始め

となる下部より七五二本とするほかは適宜となる。なお、

第 2 章愛媛県の祭り·行事

オハケは祭りが終わると川へ流していたらしいが、後に

神社の裏山へ納めるようになった。また、オハケ田も元

は神社正面の田地で、中央部に盛士があり、ここにオハ

ケを立てたという。

神楽とオハケ

音地の白髭神社では、例祭前夜に伊予神楽が奉納され

たが、かつては全曲目が演じられるシメカグラに限定し

てオハケを立て、半神楽の年には舗設されなかったとい

う。しかし、オハケは宵祭りの神楽が始まるまでに立て

るものだという伝承は残っている。

さて、伊豫神楽には元文 3 年 (1738) の神楽本が伝存す

るが、その中の「一番、天神地祇勧請大麻之事」のなかに

「ほうとふ」「大麻」としてオハケの図が示され、構造の

概要が説明される。つまり、神事祭礼や神楽に当たって

は、ホウトウまたは大麻が神招ぎのために舗設されるこ

と、天の五行・地の五行とで上下に 5 本の幣串を刺し、 5

筋の注連縄を垂らすことなど、宇和島地方のオハケの基

本構造と合致する。

もっとも、オハケのことをホウトウと称する事例は、

愛媛県では確認できないが、高知県では一部にホウドウ

と呼称している例がある。高岡郡中土佐町の久礼八幡宮

や須崎市多ノ郷の賀茂神社などが事例として該当する。

これらの事例を参照すれば、伊予神楽本に図示されたホ

ウトウおよびその省略形の大麻は、明らかにオハケであ

る。さらに神楽本には、「ほうとふの事軽き神事祭礼には

無之、注連神楽、遷宮、大々神楽などと申節七日前より建

之」とあって、ホウトウ＝オハケが単に恒例の氏神祭礼

に当たって立てられたものではなく、当該神社の最も重

要な神事に限って不可欠な施設であったことを伝えてい

る。それは、白髭神社のオハケの伝承とも合致し、少なく

ともオハケの施設が各神社の祭礼に取り入れられる過程

においては、神楽の果たした役割が無視できないものと

考えられる。

このことに関連して、少し離れた八幡浜市大島の若宮

神社にもオハケが立つ。 10 月第 3 士・日曜日の秋祭りと

4 月下旬の春祭りに際し、神社の御旅所に立てられる。

大島では、高さ 5mほどの棒状の竹の先に柄杓を取り付

け、四方に注連縄を引き下ろし、中央には白木綿を垂ら

している。祭りには、神輿をこの前に据えて御旅所神事

が行われる例である。

これに類似した施設として、同市川上町川名津の天満

神社には、「三宝荒神」と称する類似の標示物が設けられ

る。 4 月第 3 日曜日の前日に柱松神事の「お松立て」に合

わせて舗設されるもので、境内の隅に嵩さ 3 間ほどの笹

付き竹を立て、下部には 3 尺角の三角形に注連縄を回し

た忌み垣を設けて 3 方に幣串を立てる。笹付き竹の上部

には、水を象徴すると見られる柄杓を 1 本取り付け、そ

こから注連縄 3 本と白木綿 1 本を垂らしている。オハケ

の呼称はないが、大島の事例と合わせれば、これもオハ

ケである。江戸末期の川名津神楽本には、「荒神休」と記

され、荒神神楽に伴う施設と考えられる。大島における

荒神神楽の斎行は不明であるが、管轄する社家を通して

取り入れられたと見られる。

大三島のオハケ
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以上の神社境内や隣接する至近の士地に立てられるオ

ハケに対して、 トウヤの庭先に立てられたのが、今治市

大二島町大見であった。大見では、旧歴 8 月に氏神の大

見八幡神社、旧 1 月には末社の姫坂神社の例祭において、

オハケが立った。大見八幡神社の場合、旧 8 月 1 日にト

ウヤに注連縄を張るヨコジメオロシがなされた後、 10 日

にこれを作り替える。その翌 11 日にオハケを立てたが、

これをオハケをおろすという。粉ひき臼の下段の石を据

えて籾摺り用のじょうごを置き、この中に 3 尺ばかりの

樫の木を立て、これらを覆うような形で 2 rnほどの笹竹

3 本を又に組んで舗設する。笹竹の下部には、藁を編ん

だ沓を履かせ、中に浜辺の小石を入れる。僚竹の中央部

には、注連縄を張り巡らし、シデを垂らすのである。な

お、大見においても、オハケと大三島神楽との関連性が

考えられ、神楽歌にも「神殿ゑおばけおろして注連引て

揃葉うたふ宮人のこゑ」とあり、神楽における神勧請の

施設としてのオハケの結びつきを示している。

史料に見るオハケ

ところで、愛媛県におけるオハケに関する文献史料は、

松山市二神島の二神家文書の一つである永禄 12 年 (1569)

9 月の「御明見大菩薩厳島大明神御頭文」が嘴矢であ

る。祭りの準備物や次第を二神家当主の種長が定めた中

に、「はけおろし」「はけ上」と見えている。これにより、

かつて＝神島にもオハケの習俗が存在し、オハケを立て

ることを「ハケオロシ」、取り除けることを「ハケアゲ」

と称したことが理解されるが、現在は全く廃絶しており、

形状などは不明である。

また、宇和島市吉田町立間の八幡神社では、祭礼準備

の日をさしてオハケと称するが、安政 5 年 (1858) の記録

にも「御はけ」と見えている。この地域のオハケそのもの

は消滅しているが、南予地方におけるオハケの記録とし

ては最古のものとなる。現

在も、 11 月 1 日の祭礼準備

のことをオハケと呼んでい

る。

大洲地方のオハケ

大洲市阿蔵の八幡神社や

同市八多嘉の祇園神社の例

祭にもオハケが立てられる

が、形状は注連竹と御神灯

の提灯飾りを合体させた施

設を指している。祇園神社

では神幸経路に当たる道筋

に 5 か所であるが、八幡神

社では、阿蔵・西大洲・中

村など現在も氏子関係を有

する地域の集落ごとに十数

か所に立てられる。その他、

現在は氏子関係を持たない

市内菅田地区および高山・

徳森でも確認される。少し

離れた同肱川町予子林の客

地域によって大きさも異なるが、道路を跨いで立てた商

さ 4 、 5 間のオハケグエの上部に笹付き竹を固定し、横

竹を打ち違えに差し渡して注連縄を張り、その下には、

御神灯と称する提灯 3 張りを吊り下げたものが基本形と

見られる。しかし、神社に立てられるものではなく、氏子

地域の祭礼標示物であるため、地域によっては本来の形

状が大きく変化し、提灯のみとなっている例や注連縄を

欠く事例なども少なくない

宇和島市津島町のご神木の民俗、その他

宇和島市津島町上畑地の三島神社では、境内拝殿前の

広場中央に、棒杭を打ち込み、例祭に際して高さ 5mほ

どの榊の木を立てる習いである。これを「ご神木」と呼ん

でいる。 11 月 3 日の例祭に続く神幸祭の宮出しに当たり、

2 体の神輿が右回りに周回してから御旅所へ向かうこと

になっている。

写真 5 三島神社に立てられたご神木の榊

また、津島町高田の八幡神社では神社前の一本杉を、

増穂の三島神社では、境内の神木とされる大木の周囲を

廻ってから神幸に出ることになっている。オハケとは異

なるが、宇和島市和壼神社のご神竹も含めて、宇和島地

方における類似した民俗事例と考えられる。なお、愛南

町広見の日枝神社のオハケも高さ 3mほどの梱であり、

三島神社のご神木との関連性は考慮しなければならない

であろう。

なお、調査報告には含まれなかったが、北宇和郡松野

町などの山間部では、田植えの終了後に水田にサンバイ

ボテと称し、笹竹の先をはねたものに藁スボを刺し、御

幣を付けたオハケ様のものが立てられた。田の神である

サンバイの依代である。また、西予市城川町魚成には、竹

の先に藁スボや捻った藁束にビワの葉 2枚を取りつけた

オハケ様のものを立てるが、サンバイシバと称している。

これらも、田の神祭祀に伴う依代で、オハケの原型かと

も捉えられる。

その他、詳細調査報告で取り上げた、西条市丹原町の

綾延神社の頭屋祭祀において、榊指し神事で屋根の棟に

指し立てられる榊も、広義のオハケに含めることが出来

るであろう

注連竹を立てる習俗

オハケが南予地方を中心に分布するのに対し、東予民

俗文化閥を中心にして見られるのが、注連竹を立てる民

神社にも立てられ、いずれ 一書 ·’’,r`\l 俗である。祭りの準備に際して、高さ 10m前後の笹付き
もオハケと呼称している。 写真 4 大洲市八多喜のオハヶ の真竹を 2 本立てて注連縄を張り渡したものや、左右打
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ち違いの横竹を渡して注連縄を張ったものが、社頭やト

ゥャの門口などに立てられる。一般に、立てることをシ

メオロシ、倒すことをシメアゲと呼称している（ただし地

域によって逆になる場合もある）。大三島地域では、トウ

ヤの井戸や村の共同井戸にも注連竹を立てる事例が多か

った。いずれにしても、祭りにおける結界の設定に伴う

ものである。

また、その分布はトウヤ制度の分布とほぼ重複してお

り、芸予諸島地域から今治市を経て旧の周桑郡地域まで

に限定される。特に、周桑郡地域では高さ 10mを超える

注連竹が立てられ、山村地域ほど横竹の位置も高い、高

注連となる傾向が見られる。

2-10. 祭りと特殊神霞・頭上運搬

祭りを執り行うに当たり、神に供する神観については、

近代以降は画ー的な未調理の生観が多くを占め、調理神

観などの特殊神観の民俗を伝える神社・寺院や地域は極

めて少ない。また、神観調理や運搬に関わる特定の家筋

の者が置かれる事例についても、継承が困難となってき

ている。調査の過程で、こうした現状が把握され、詳細調

査に至らなかった事例もあるため、総論において中断以

前の状況と県下の調理神観の事例について概説しておく。

なお、神観に関連する民俗として、北宇和郡鬼北町国遠

の弓瀧神社には、例祭に当たり「お野菜集め役」が置か

れ、各戸から供物の野菜を集めて回る。また、宇和島市三

間町の三島神社でも、氏子各戸から供えられた野菜や果

物が軽トラックで運び込まれ、本殿一杯に供えられると

いう。すなわち、戸別に収穫された作物を供物として献

上することが古くからの慣わしてあった。

祇園神社の特殊神鑽と頭上運搬

大洲市八多喜の祇園神社では、 4 月の潮垢離祭および 7

日後の例祭に際して調理神瞑の伝統とその任に当たる特

定の家、および神子による神鰈の頭上運搬の習俗が平成

10 年まで継続されていた。神社の所在する岩津地区の水

沼家を「神供司」と称し、オハケノセマチと称する神艘田

を耕作し、収穫した米を用いて当主がかまどで米を蒸し、

竹のワッパに詰めて押し抜き、オモッソ（お盛相）と呼ば

れる押し抜き飯を作る。直径 8cm、高さ 9cm のものを 3

個ずつ 2 組作り、これをカイゴブネと呼ぶ 2 台の運搬用

具に入れ、 2 人の巫女が神社あるいは潮垢離祭を行う肱

川河原、例祭には 1, 5 kmほど離れた御旅所まで、途中交

代しながら頭上に載せて持ち運ぶものであった。オモッ

ソは、神饂として供えられた後、神供司によって参列者

に一箸ずつ分与され、これを食すると夏病みしないと言

われた。なお、頭上運搬の様子は、幕末に奉納された神幸

祭還御の絵馬にも描かれている。

写真 6 幕末の祭礼絵馬に描かれた頭上運搬の様子

第 2 章愛媛県の祭り·行事

大山祇神社ほかの調理神鱈

神社の祭祀に当たり、通常の重ね餅とは異なった形状

や作り方をする事例がある。大三島の大山祇神社では、

神輿渡御の行われる御田植祭と抜穂祭の祭場祭に限り、

お福餅とお花盛が作られ、「お旅の神館」と呼ばれる。お

福餅は、蒸しあげた後に半禍きの餅をなまこ状にしたも

ので、 1 升で 3 個取りとする。お花盛は、もち米とうるち

米を半々で炊いたものを半球状に盛り、下部を奉書紙で

包み、麻緒で結んだものである。どちらも、渡御先での神

鰈で、本殿に献ずることはない。また抜穂祭には、サイバ

メシが作られる。大三島でサイバの木と呼ばれる赤目柏

の葉で、白米を小さな盃 1 杯分ほどを包んだもので、御

桟敷殿に他の神観の脇に供え、遠御祭の後、神輿守など

の祭典奉仕者に分かたれる。

写真 7 お福餅（左）とお花盛（右）

その他、今治市内のトウヤ制度の分布する地域での伝

承事例が多く聞かれ、神宮の野間神社や小鴨部の熊野新

宮神社では 2 個の餅を担げるように棒で突き刺した担い

餅が作られていた。野間神社では、元日に井原家より 66

荷が奉納され、半分を持ち帰って分与した。熊野新宮神

社では、直径 10cmほどの餅を棒の前後に突き刺した担い

餅を作った。また、 3 升 3 合 3 勺の米を炊いて、オトウの

人数分の円錐形の結びを作ったが、これをヨリゴクウと

称した。

また、同市大西町宮脇の大井八幡大神社では、例祭に

クルマエビとイカを 3 匹ずつ供える。同所の客神社では、

塩あんを入れた円錐形のカガツ（すり鉢）餅とアワビ、諏

訪神社ではカニ 3 匹と子持ちの里芋、枝豆を供える。吉

海町椋名の渦浦八幡神社や高地町の須賀神社では、海藻

のイギスと甘酒を供えた。なお、オトウの神事において

も、特定の供物を定めていた事例がある。野間の日吉神

社では、焼き米 1 升・串柿 3 本・山芋 2 本・栗 30 個など

を供えた。五十嵐の伊加奈志神社では、 3 斗 3 升 3 合 3

勺の米でノシ餅と枝餅を作り、枝豆を供えた。

稲荷神社の神饒その他

伊予郡松前町西高柳の稲荷神社は、近世には流宮五社

大明神とも称したが、 10 月 14 日の例祭には、本殿内陣へ

型抜きしたアズキ飯・紅白餅・神酒・生鯛・柿に箸を添え

た膳仕立ての神饂 5 台を雲脚で供える。また、外陣には

稲穂の束・白米・型抜きしたアズキ飯を小型の辛櫃に入

れて供え、他に神酒・餅一重ね•海魚・川魚・貝類・海藻

類・山菜 2 台・野菜 3 台（根菜・葉物・成物）・果物 3 台

（柿・栗・みかん）・菓子を三方にて、都合 18 台の神餞

を供える習いである。また、稲穂や米は S 家が耕作する

田で収穫された稲を用いることになっているが、同家は

神社の燈明奉仕役でもある。
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写真 8 稲荷神社本殿に供えられた各種の神観

オモッソやアズキ飯・ヨリゴクウのような調理神観の

伝統を残す事例として、詳細調査にも取り上げた伊方町

三崎の八幡神社のオジンク（御神供）、愛南町御荘平城の

八幡神社の押し抜きゴクウ（御供）がある。同様の神饂

は、西条市丹原町今井の福岡八幡神社でも作られており、

ゴジング（御神供）と称している。また、綾延神社でも、

明治期までは神社の備品に盛相具を揃えていたなど、炊

飯した飯を型抜きして供えることは、広範に行われてい

たと見られる。越智郡上島町下弓削の弓削神社や上弓削

の高浜八幡神社でも作られており、ゴックウ（御供）と称

している。直径 3cm、高さ 4cmほどの小型のもので、木製

の押し抜き用具を、ツキヌキという。ゴックウは、宮座式

の直会の膳に 1 個ずつ付けられる。

また、稲荷神社の事例のように、神館を今も膳仕立て

で供える神社に、大洲市阿蔵の八幡神社がある。特に御

旅所神事での献饂にホカイ（行器）を用いて供え、社内と

は異なり七色魚を供えるなどするが、詳細は大洲市教育

委員会の報告書を参照されたい。

2-11. 作られた祭り·行事

祭り・行事の中には、紛争解決などのために人為的に

作られた事例もある。詳細調査で取り上げた東温市の「御

面渡御」はその典型である。中世末より神主家に伝わる

雨乞面が、近世初頭に社家が分立するなかで所有権をめ

ぐる数十年の争いとなり、松山藩の裁定によって両社で

の隔年祭祀となり、 12 月 20 日を期して相互に渡御する

神事である。

2-12. 盆の念仏行事と追善供養の民俗

本県では、盆行事に付随した念仏楽や念仏踊りが、南

予地方の山間部を中心に広く分布する。特に南予地方の

西予市山間部の野村・城川地域、北宇和郡鬼北町・松野

町、宇和島市三間地域および大洲市肱川・河辺地域など

を中心に、念仏楽が広範に分布し、盆の供養念仏を中心

に行われる。さらに、雨乞い行事においても村をあげた

念仏楽が実施された。

さて、詳細調査で取り上げた大洲市肱川町山鳥坂の本

願寺における施餓鬼念仏は、中世末期の地方領主であっ

た大野直之に伴う落城伝承と念仏行事が習合したもので

ある。 8 月 8 日に寺の本尊に対する念仏に先立ち、「直之

様」に対する鉦・太鼓による念仏楽が、今日もその子孫に

当るとされる家の当主が正面に座るなか奉られる。また、

前日には末寺の西行寺跡でも、本尊や新亡などに並んで

直之様への供養念仏が組施餓鬼のなかで修されるなど、

重複した供養形式となっている。さらには、付近の山城

の小領主であった和気出雲守に対する供養念仏も重層的

に行われている。近くの肱川町予子林では、近世の農民

一揆の犠牲者への供養念仏が継続されるなど、御霊に対

する供養の民俗行事が発達しており、南予民俗文化圏に

おける御霊信仰とも関わる行事として注目される。また

宇和島市の宇和海沿岸には、蒋渕のトントコ踊り、遊子

津ノ浦の諫踊り、戸島のハンヤ踊り、九島の扇子踊りな

どが多彩に伝承され、先祖供養に加え一部には水難死し

た者の御霊信仰を背景に有している。

また、松山市日浦地区で行われる供養念仏も、中世の

山城である奥の城にまつわる落城伝承を共有する祭祀・

慰壼の対象が存在し、追善供養を通して一定の広がりを

有する共通した文化圏を形成している事例と言えよう。

その中で福見川町のダイバ踊りは、古い形の念仏踊りで

ある。さらに福見山を隔てた東温市山之内の念仏踊りは

楽頭と称され、鬼面を付け白装束で演じられる念仏踊り

であるが、保存が危ぶまれる状況にある。その他、芸能の

少ない東予地方においても、四国中央市土居町畑野と小

林には薦田踊りがあり、少年たちが胸に付けた締め太鼓

を叩きながら踊り、薦田大明神に奉納される。

なお、非業の死を遂げた者に対する供養の民俗は、盆

に限られるものではない。ときには、複数の地域で全く

異なった慰霊行事が展閲されることもある。西条市小松

町安井にあった中世の山城・松尾城の松本豊後守の落城

伝承に関連する供養は、日にちを違えて 3 か所で実施さ

れている。安井では、奥方を祀るという歯神さんと称す

る小祠の祭りが 11 月に行われる。また同町明穂では、部

落墓地に祭祀される墓所の近くで、お通夜と称して正月

15 日に大きな火が焚かれる。さらに、丹原町来見では、

落城後に豊後守が当所まで落ち延びて落命したのが 3 月

3 日だということから、喜多留水神社境内に祭祀される

松本霊社にて安楽寺の住職による法要が月遅れの 4 月 3

日に行われている。

2-13. 盆棚·盆行事に見る地域性

盆に祖霊や餓鬼仏を供養し祭祀する施設としての盆

棚・精霊棚の設け方は、本県においても多様で、一覧表に

示したように、これの類型化や地域区分を行うことがで

きる。特に精需棚は、南予地方において大型の組み立て

式の棚に芭蕉の葉を敷く形式が広く分布し、一部に桧の

葉で棚を囲う形式などの特徴的な習俗がみられる。また、

ほぼ消滅してしまったが、盆めし・盆釜の習俗も基本的

に南予民俗圏に特徴的な行事といえる。他方、盆の火祭

りは、東予地方でも高縄半島部に集中して行われる行事

である。

表 2 盆行事の地域性比較一覧

東予民俗圏 中予民俗圏 南予民俗圏

精霊棚 仏壇 盆棚を設置
盆棚を設置
（芭蕉の葉）

餓鬼仏
軒下・戸外 軒下に 軒下・戸外
施餓鬼棚 施餓鬼棚 で叱る

盆めし 盆めし盆がま

火祭り
まんど
さいと

（『愛媛県史一民俗上』所収の比較表を一部改変した）

一方、限定された地域の中で共通していた盆棚が、集

落ごとに多様に変化し、類型化されてしまった事例もあ
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る。詳細報告として取り上げた松山市日浦地区の盆棚の

原型は、戸外にニガタケを用いて四本脚の盆棚が作られ

た大井野町に求められるが、四本脚が一本になり、脚が

なくなって軒下に取り込まれて吊り下げられ、屋内に設

置される事例へと、多様に変化している。

2-14. 祭日の変更と統合

神社の祭日は、これを祭祀する氏子単位に定められて

いることが一般である。ところが近代以降の行政主導に

よる風俗矯正・質素倹約の奨励や町村合併が進行し、戦

後の生活改善運動の動きが活発化する中で生じたのが、

祭日の変更と統合である。 11 月 3 日を中心に行われる南

宇和郡の秋祭りが日程統合されたのは早く大正 4 年とさ

れ、当時の郡長の提案によるものとされる。

また、新居浜市の太鼓祭りの日程が 10 月 16 日から 18

日に統一されたのは昭和 41 年 (1966) であったが、祭り

における人々の相互訪問による客ごとの簡素化を目指し、

自治体や婦人会の主導で進められた。その結果、同市大

生院地区では、氏神は西条市下島山の飯積神社であるの

で、祭日は西条祭りに連動して集約された 10 月 16 • 17 

日の日程で行われ、 18 日を含める新居浜太鼓祭りの日程

とはズレが生じている。

こうした町村合併に伴う祭日の変更と統合が氏子区域

を分断する形で行われた結果、例祭である秋祭り神事を

2 度に分けて行っている事例も生じている。四国中央市

土居町野田の八幡大神社は、旧土居町野田と旧伊予三島

市豊岡町長津地区の氏神であるが、旧市町単位に祭日の

統合が行われた結果、土居地域は 10 月 13 日から 15 日、

伊予三島地域は 10 月 21 日から 23 日に統合された。これ

により両氏子は、それぞれの所属自治体に合わせた祭り

運営を行うこととなり、神社においては両地区個別に神

事を行うことで対応し、現在に至っている。

一方で、地域の人々の意識感情を基盤にして、近世よ

り「城下祭り」を見据えた祭日統合が進んだのが、松山祭

りである。松山城下町の祭礼は、「城下祭り」と称して味

酒神社・湯月八幡宮・正八幡宮の三祭と井手神社の祭礼

を指したが、それぞれに祭日は異なっていた。享保年間

(1716-1736) にも、これらが城下祭りとして統合された

こともあるが、すぐに元に戻され、実質的な統合は進ま

なかった。一方で、城下祭りに対する「郡方祭り」に含ま

れる三津地域からは、城下祭りへの祭日統合が何度か要

望されている。こうした近世からの状況を受けて、城下

祭りの祭日統合が計られ、太腸暦への移行を契機に進展

したものと考えられる。「松山祭」は、江戸時代後期の「諸

国見立て番付表」ではかなり下位に位置付けられ、日に

ちは味酒（阿沼美）神社の祭日である旧暦 8 月 25 • 26 日

と示されていることが多い。明治時代の太陽暦移行に際

しても、これを基準にしたともいわれることから考える

と、新旧の日にちが重なる明治 15 年に今の 10 月 6 • 7 

日に変更されたと思われる。その後の市制施行を経て、

市域の拡大とともに吸収合併された周辺地域の祭日がこ

れに統一された。こうして、平成の大合併前の中核市に

おいて、市内のほぼ全域の秋祭りの祭日が統合されると

いう、全国的にも特異な現象が起こったのである。また、

祭日が統一された祭りを愛媛県では一般に「地方祭」と
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称し、小中学校などの休校措置が取られることが多い。

一方で、例祭の開催時期を季節ごと変更してしまった

事例も少なくない。中でも、今治地方の例祭は、多くの神

社で明治 20 年頃に秋から春へと大きく変更された。別宮

地区の明治 20 年のオトウ帳にも、「他ノ村々ハ本年方大

祭春祭り二相成候得共、本村ニテ於テハ是迄通り秋祭り

ノ積り二有之候事」と記す。例祭の変更は行われなかっ

たものの、結果的に別宮村もこの年よりオトウ行事を春

に変更している。このようなことから、今治地方の神社

の例祭が春に移行したのは、明治 20 年の頃からと見られ

る。

2-15. 祭り・行事を担う人々

地域社会が「祭り・行事」を執り行うには、多くの人々

の力が結集されなければならない。なかでも、神輿の渡

御のほかに屋台・牛鬼•四ツ太鼓など練り物の運行、獅子

舞・鹿踊り・奴振りなど民俗芸能の演じ手として若者の

果たした役割は大きい。愛媛貼では、南予地方を中心に

して、年齢階梯制の民俗が広く分布し、若連中・若中・若

者中などと呼称されて祭り・行事の執行が委ねられてき

た。

宇和島市の三浦半島地域も、若者組の組織が発達し、

祭り・行事の運営に大きな役割を果たして来た。同市蒔

渕では、かつて地区内 6 か所の浦ごとに若連中・若者中

として組織され、さらに大正中期頃に青年団として再編

されたと伝え、地域行事の執行と非常時要員として定位

されていった。その一つとして、盆のトントコ踊り・ハン

ヤ踊りの奉納には、若い衆全員の参加が義務付けられて

いた。小正月のオシメヒッパリ（綱引き）でも、若い衆と

子ども・娘が引き合うなどの役割を担った。また下波で

は、 9 月 16 日の神明神社祭礼の伊勢踊りの奉納運営は、

地区内各浦の青年たちの手で担われ、見物席の割り振り

等も行っていた。戸島でも、氏神の秋祭りの準備や神輿

渡御、神明神社の地芝居奉納を行った。九島においても、

祭礼行事や盆踊りを主催した。すなわち、若衆宿の存在

以上に、地域の社寺の宗教的行事を担うなかで、若者た

ちは結束を強化していったのである。また逆に、若者組

への加入にも、地域における正月の神社や寺のオコモリ

行事などの場が当てられる習いであった。

しかし、地域における若者組や青年団組織の機能低下

や解体が進むなかで、祭り・行事の催行にも支障をきた

す事例は、少なくない。また、若者組の崩壊や機能低下

は、祭り・行事の伝承の在り方を変えることにもなった。

特に、シシ舞や盆踊りなどを演じる技術の伝承もさるこ

とながら習得の仕方や教え方などに関わる民俗は、衰退・

消滅が激しく、今後の伝承にも大きく関わって来る問題

である。

3. 愛媛県独自のテーマ

なお、今回の愛媛県の祭り・行事調査事業では、愛媛県

独自のテーマとして以下の 15 項目を設定し、調査を進め

た。 21 「神輿の鉢合わせに特色のある祭り・行事」、 22 「牛

鬼が出ることに特色のある祭り・行事」、 23 「非業の死を

遂げた者への慰霊・供養の祭り・行事」、 24 「村境の大草

履に特色のある行事」、 25 「弓祭り（弓祈祷・モモテ）に

特色のある祭り・行事」、 26 「八朔に行われる行事」、 27
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「亥の子の行事」、 28 「巳正月の行事」、 29 「四国霊場・石

鎚信仰に関わる祭り・行事」、 30 「投げ奴など奴行列に特

色のある祭り・行事」、 31 「鍬初め・地祝い等のシゾメの

行事」、 32 「社日に行われる祭り・行事」、 33 「盆棚・盆飯·

盆の火祭り」、 34 「茶堂等の堂庵で行われる祭り・行事」、

35 「船の渡御・神輿の海上渡御がある祭り・行事」。それ

ぞれの項目について、特徴を紹介しておきたい。

21 「神輿の鉢合わせに特色のある祭り・行事」について

は本節 2-8 「神輿と練り物」の「神輿をめぐる民俗」にて

紹介しているのでご参照いただきたい。

22 「牛鬼が出ることに特色のある祭り・行事」について

は本節 2-8 「神輿と練り物」の「練り物をめぐる民俗」で

も触れているが、牛鬼は南予地方独特の祭礼の練り物で

あり、祭りの花形となっている。神輿が氏子の区域内を

巡る際の先払い、露払いとして練り歩く。牛鬼の形は、青

竹で牛の胴体のように編み、布やシュロで全身を覆い、

長い首の先に張り子（和紙）製の頭をつける。その形相は

牛とも鬼ともつかないもので、二本の角と額には月輪も

しくは日輪の前立があり、口は大きく開き、舌をむき出

しにして恐ろしい表情を強調する。この牛鬼を大人数が

担ぎ上げ、神輿行列の先駆けとする。全国的には類例を

見ないもので、南予独特の文化である。江戸時代の宇和

島藩・吉田藩領を中心に周辺地域に広がっており、隣の

大洲藩領内でも宇和島藩に近い地域に濃厚に見られるな

ど、宇和島藩側から伝播したのは確実といえる。現在、牛

鬼の継承地は約 150 ヶ所にものぼっている。代表的な事

例は宇和島市の宇和津彦神社祭礼での丸穂地区から出さ

れる牛鬼、同市吉田町の吉田秋祭の神幸行事で浅川、鶴

間、元町から出される牛鬼、西予市明浜町狩浜の牛鬼な

どがある。なお、南予地方以外では飛び地分布で 1 ヶ所、

今治市菊間町の加茂神社、厳島神社の秋祭りに見られる。

由来は定かではないが江戸時代後期には牛鬼が確認でき

る。南予と菊間の牛鬼の両者の関係は不明で今後の研究

課題である。

23 「非業の死を遂げた者への慰霊・供養の祭り・行事」

については本節 2-12 「盆の念仏行事と供養の民俗」にて、

24 「村境の大草履に特色のある行事」については本稿 2-

2 「小正月の行事」にて、 25 「弓祭り（弓祈祷・モモテ）

に特色のある祭り・行事」については本節 2-3 「弓祈祷·

百手神事」で愛媛県内の地域的特徴を詳述しているので

それぞれご参照いただきたい。

26 「八朔に行われる行事」。八朔とは一般的には旧暦 8

月 1 日をいい、八朔節供ともいわれる。古くはこの日を

たのみ（田の実）の祝いといい、宮中に米などを献上する

例があり、それが民間習俗に取り入れられたものとされ

る。稲の実りの前の豊穣祈願習俗がみられ、中国、四国地

方では牛馬の労をねぎらって馬節供の祝いをし、餅を掲

いたり、張り子の馬を飾ったり、米粉細工の馬を贈った

りもする。そして八朔雛・八朔に人形の贈答習俗も広く

見られる。愛媛県内では八朔人形をタノモサンと呼び、

松山地方ではタカキビ殻の五色の色紙の着物を作って着

せ、ボンデンや旗を作ってそれらを板の上に並べ立て、

床の間や神棚に祀るが、この習俗も現在ではかなり廃れ

てきている。東予地方では米粉団子による米人形を作り、

これをやはりタノモサンと呼ぶ。今治市、西条市、新居浜

市、松山市の島嶼部といった東予地方に広く見られ、現

在でも西条市西部では公民館行事として継承されている

事例が見られ、着色した米粉でオドリコをはじめ、犬、鳥

などの動物模型をつくり、餅、果物などを供えて祀って

いる。南予地方では、東予や中予のように人形は作らな

いが、一般に仕事を休み、嫁が節供礼の贈答に行くのが

特色であった。西予市二瓶町ではオタノミ節供といって、

餅をついて嫁の里や仲人へ肴を贈るなど、贈答習俗が見

られたが、現在では廃れている。

また、八朔に風祭りを行う事例も各所で見られた。愛

媛県下の風祭りとして著名なものに四国中央市の豊受山

の風穴祭りがある。法皇山脈から吹き下ろす突風のこと

をヤマジ風といい、豊受山の麓地方で農作物の被害が起

こるので、豊受山で風穴に団子を投げ入れる風祭りを行

っている。また、八朔には相撲を奉納するという事例が

南予地方に多く、伊方町大久では沖で亡くなった女性の

霊を慰めるために始められたと伝わる「しゃんしゃん踊

り」を行うなど八朔に相撲や芸能を奉納する事例も見ら

れる。

27 「亥の子の行事」については、本章第 3節「亥の子の

民俗と愛媛県」にて詳述しているので参照いただきたい。

28 「巳正月の行事」。「巳正月（ミショウガツ）」は「仏

の正月」ともいわれ、 12 月の巳の日に新亡者を出した家

が新仏のために行なう正月行事に似た儀礼のことで、愛

媛県を中心に香川県西部、徳島県山間部、高知県山間部

に分布する四国独特の民俗行事である。行事内容は、地

区や家々によって異なるものの、愛媛県内での一般的な

内容としては、自宅に簡単な祭壇を設け、位牌を祀り、

餅、注連飾り、菓子、果物などを供える。そして家族、親

族が墓参し、墓前に柿などの木枝を 2 本立て、注連縄を

張り、餅、蜜柑や干柿などを供える。注連縄は正月とは逆

絢いのものを使う。墓前にて、死者の身の近い者が餅を

焼いて、それを後手に持ち、包丁や鎌で切るなどして、墓

参者に配って食べるという内容である。呼称は、愛媛県

内全般で已正月（ミショウガツ）、中予地方、南予地方で

は已午（ミウマ・ミンマ）、東予地方、特に西条市以東で

は辰巳（タツミ）、西条市や久万高原町では攻日（カンニ

チ）などと呼ばれる。

この巳正月の民俗は大本敬久 2015 「魂祭の歴史と民俗」

『国立歴史民俗博物館研究報告』191 号で指摘しているよ

うに、日本列島での正月における死者供養の歴史性、地

域性を考察する上で重要な民俗行事である。歴史的に見

れば平安、鎌倉時代には正月は直近の死者の魂が帰って

きて、死者霊に食物を供えて饗応する日でもあり、現在

の正月とその前後に行われる死者霊の供養や祭祀につい

て、東日本の「みたまの飯」、中国地方の「仏の正月」、愛

媛県をはじめとする四国地方の「巳正月」の事例の検討

から、正月から死者供養などの儀礼を避けてきた結果、

日本列島の中で正月前後に魂祭や死者供養が行われ、そ

の結果として列島内で地域差が生じたものであり、巳正

月は日本の祖霊信仰を再検討する上で貴重な民俗事例と

言える。

29 「四国霊場・石鎚信仰に関わる祭り・行事」。四国 4
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県を一周して全長約 1400 キロの道のりを歩きながら八

十八ヶ所の霊場を巡拝する四国遍路に関する民俗文化は

愛媛県の大きな地域的特徴の一つといえる。四国遍路は

現在、四国 4 県の産学官民が一体となってユネスコ世界

遺産への登録に向けて活動を推進しており、その「顕著

な普遍的価値」の証明のための学術調査も進んでいる。

史跡、名勝、建造物などの文化財の保護措置を講じた上

で、四国遍路が今なお継承される Liv ing Culture （生き

た文化）としての巡礼の代表例であり、地域と共存した

文化遺産であることが示されている。霊場、札所となる

寺院においては四国外から訪れる遍路を受け入れるだけ

ではなく、地域住民にとっても信仰の場として機能して

おり、岩屋寺（久万高原町）にて近郷の住民が弘法大師空

海の命日にあたる旧暦 3 月 21 日頃に新仏の供養のため

に訪れるお水供養のように、霊場、札所において住民の

現世利益、死者供養の民俗も見られる。また、遍路道沿い

で住民が遍路に対して「お接待」する習俗も現在も継承

されている。日本国内の巡礼文化の中では地域に根ざし

て実施される「お接待」の事例は稀となっており、現在で

は四国遍路特有の慣習ともなっている。住民が遍路に食

べ物や金銭を施すことで、遍路にとっては長距離の旅が

保障されると同時に、住民にとっては弘法大師への信仰

や家の先祖供養、現世利益につながるという「利益」の側

面が見られ、日本の旅文化、巡礼文化やマレビト信仰を

考察する上で貴重な事例となっている。「お接待」、「善根

宿」が見られるのは四国八十八ヶ所の逼路道沿いだけで

はなく、写し霊場である「地四国」（「新四国」や「島四国」

とも呼ばれる）でも盛んに行われている。中でも瀬戸内

海の今治市沖の大島（今治市吉海町、宮窪町）の島四国で

は「お接待」が今なお盛んである。なお、遍路道からは離

れた地域である西予市野村町惣川のように現在でも弘法

大師の縁日である 8 月 21 日に地元の大師堂や遍路を供

養する石塔の前で念仏踊りを奉納し、お接待を行ってい

る事例があるように、四国遍路に関する行事は遍路道沿

いや写し霊場といった限られた地域の文化ではなく、四

国の広範囲に見られる民俗であることにも注目しておく

べきであろう。

また、西条市の石鎚山に対する信仰も愛媛県の民俗文

化の特徴である。霊峰石鎚山のお山開き（夏季大祭）は 7

月 1 日から 10 日まで行われ、その間の登拝者は全国各地

より数万人を数える。江戸時代中期以降、愛媛県内をは

じめ西日本各地に石鎚講が組織され、その流れを汲む崇

敬組合の信者によってお山開きが行われるとともに、石

鎚神社の神輿を地元の氏子が担ぐなど、地域社会のお山

としての性格、広範囲から信仰を集める霊山としての性

格が見てとれる。また、愛媛県内でも直接石鎚山を遥拝

することができない南予地方や中予地方の砥部町（旧広

田村）では、各所にミニ石鎚霊場が勧請され、大洲市高山

のように石鎚大権現の霊験をたたえる芸能「お山踊り」

が奉納される事例も見られる。遥拝、登拝が容易ではな

い地域における石鎚信仰の文化であり、霊山の信仰圏ご

との地域差を考える上で貴重な事例となっている。

30 「投げ奴など奴行列に特色のある祭り・行事」。愛媛

県内各地の祭礼において、鬼（ダイバ、牛鬼）や獅子舞と
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同様に神輿渡御の先導をするものに奴行列がある。奴行

列は、江戸時代の大名行列を模したもので、青年や少年

が長柄や大鳥毛、挟箱、弓、槍などの道具を左右に分かれ

て持って練り歩く。愛媛県内では、奴の他に華やかな屋

台（だんじり）などが登場する祭礼では、単に道具を持っ

て歩くという要素が強いが、東予地方の西条市、今治市、

上島町や松山市島嶼部（旧中島町）では奴が様々な芸を

見せ、祭りの主役を務めることがある。西条市丹原町鞍

瀬の磐根神社では槍や鳥毛を二人で掛け声とともに投げ

合いながら進むという投芸をするものや、投芸はなくと

も様々に道具を曲芸的に動かしながら進むものもあり、

観客の眼をひきつける。東予地方だけではなく中予地方

の東温市牛渕の浮嶋神社秋祭りの練り物行列にも奴行列

が見られ、投芸を演じている。神幸に際しては奴行列が

進まないと神輿も進めないので、神輿が押し戻されたり、

喧嘩をしたりと、神輿渡御の見ものとなっている。

31 「鍬初め・地祝い等のシゾメの行事」については本節

2-1 「年頭の予祝儀礼ー田打ち正月」にて、 32 「社日に行

われる祭り・行事」については本節 2-4 「農神去来の行事」

にて、 33 「盆棚・盆飯・盆の火祭り」については 2-13 「盆

棚・盆行事に見る地域性」にて紹介しているのでご参照

いただきたい。

34 「茶堂等の堂庵で行われる祭り・行事」。愛媛県では、

西予市城川町などの南予地方山間部の各地に「茶堂」と

呼ばれる堂庵が残されている。 113街道の辻々に建ってお

り、城川町では約 50 ヶ所が現存し、茅葺き「茶堂」を機

軸とした「文化的最観」が保全されている。「茶堂」は 1

間から 1 間半四方の方形で屋根は、茅葺きまたは瓦葺き

の宝形造で三方を吹き抜けとし正面奥の一面のみが板張

りで、そこに棚を設けて石仏などを祀る。祀られる石仏

は弘法大師、地蔵、庚申像など様々である。かつて「おこ

もり」の場であり、地区中の者が集まって酒宴をする懇

親の場、情報交換の場であり一種のコミュニテイセンタ

ーとして機能していた。そして現在でも通行人への接待

や虫送りなど様々な年中行事が「茶堂」を舞台として行

われている。西予市城川町魚成の実盛送りはその代表例

といえる。この習俗は昭和 53 年 (1978) に「伊予の茶堂

の習俗」として「記録作成等の措置を講ずべき無形の民

俗文化財」に選択され、文化庁文化財保護部 1989 『無形

の民俗文化財記録第 31 集茶堂の習俗 I （高知県・愛媛

県）』が刊行されている。茶堂における「お接待」につい

ては、西予市城川町高野子の杖野々茶堂では昭和 12 年頃

までは「茶当番」といって旧暦 7 月中、通行人に対して湯

茶、大豆の煮物、梅干、らっきょうなどを接待していた。

遊子谷泉川の四ツ庵茶堂でも戦前に旧暦 7 月中の 1 ヶ月

間、全戸当番制で自家製の茶、炒り豆を常に置き、接待し

ていた。魚成の蔭之地茶堂では 8 月（旧暦 7 月） 1 から 16

日まで当番制で茶、漬物、炒り豆、米などを接待したなど

の事例が報告されているが、現在でも四国遍路の項目で

紹介した西予市野村町惣川や同市城川町窪野の三上茶堂

でお接待が行われている。

35 「船の渡御・神輿の海上渡御がある祭り・行事」。本

節 2-8 「神輿と練り物」の「練り物をめぐる民俗」でも触

れているが、今治市や松山市北条の海岸の神社祭礼では
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船に神輿を乗せて渡御し、その先導役として剣櫂やボン

デンを持って踊る櫂練り（櫂伝馬）の行事がある。松山市

興居島の和気比売神社祭礼のように「船踊り」とも称さ

れ、神輿渡御を海上に移すことによって発生した文化と

いえる。神輿を船に乗せて渡御する船御幸は新居浜市の

新居浜太鼓祭りでも見られる。小型船に乗せられた神輿

を先導して大型の専用台船に乗せられた多くの太鼓台が

新居浜港内を廻りながらかきくらべ（さしあげ）などの

パフォーマンスを行う。今治市宮窪町宮窪や八幡浜市大

島などでも神輿の海上渡御は行われている。また、 113膠

6 月 17 日に行われる広島県の厳島神社の管弦祭を模し

た海上渡御の行事が愛媛県内各所に見られ、西条市壬生

川の鷺森神社の管弦祭や同市河原津の大崎龍神社の「お

かげん祭」では織や大漁旗、提灯、笹竹で神輿を乗せる御

召船や御供船を飾って海上を渡御する事例も見られる。

4. 祭り・行事をめぐる継承と変化

このたびの「愛媛県の祭り・行事調査」の全般を振り返

ると、既存の調査報告に比して大きく変容してしまった

事例が数多く見られた。その要因の一つが、祭り・行事を

伝承する地域社会の変化である。愛媛県では、戦後の復

興期に人口の増加が見られたのち、高度経済成長期の人

口流出による減少傾向が続いた。しかし、安定成長期に

入ると漸増に転じ、昭和 60 年 (1985) の国勢調査でピー

クを迎えた。そして再び減少に転じ、平成の市町村合併

を挟んで減少傾向は加速している。

さて、愛媛県内の氏神神社の祭りにおいて、過疎化等

に伴う奉納（神賑）行事の変化について愛媛県神社庁が

平成 29 年 (2017) に実施した調査によると、過去に行っ

ていた何らかの行事で中断・中止したものはないと回答

した神社は、全体の 43.5％であった。一方で、残りの

56.5％の神社は、何らかの祭礼行事や神賑わいを中止し

たことになる。個別事例としては、奉納相撲が最も多く、

継続事例数を上回っている。続いて、神輿渡御、獅子舞の

中止が多数事例として続いており、祭り・行事の継続的

な実施は、地域における喫緊の課題となっている。なお、

こうした人口減少社会を迎える過疎化に対する問題につ

いては、後の 4 節において詳述する。
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第 2 節：愛媛県の祭礼文化ー屋台行事を中心に一

中国・四国地方の山・鉾·屋台行事

日本全国には 1500 以上の山・鉾・屋台の祭りが

あると言われている。京都市の祇園祭の山鉾行事

や埼玉県の秩父祭の屋台行事、岐阜県の高山祭の

屋台行事などが広く知られており、数多くの観光

客が訪れている。ただし、山・鉾・屋台の祭りの全

国的に一覧が作成、公開されているわけでもなく、

これまで充分に把握されてきたとは言い難かった。

しかし、平成 28 年 (2016) 11 月 30 日に、国内

の国重要無形民俗文化財に指定されている 33 件が

「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形文化遺産

一覧表に記載（登録）された。現在、その 33 件と

その後に国重要無形民俗文化財の指定を受けた茨

城県常陸大津の御船祭、新潟県村上祭の屋台行事、

富山県射水市の放生津八幡宮祭の曳山・築山行事、

滋賀県大津祭の曳山行事の 4件が加わり、全 37 件

の保存団体が正会員となって「全国山・鉾・屋台保

存連合会」が結成され、全国的な保存団体のネット

ワーク化による調査・保護・活用の気運が盛り上が

っている。このユネスコ無形文化遺産への登録に

到るまでには文化庁の指導のもと各都道府県にて

「祭り行事調査」が実施され、 40 を超える都道府

県でその調査が終了しており、このたび愛媛県で

もその調査事業が実施された。この調査事業によ

って全国の山・鉾・屋台の祭りについで情報が集積

され、総合的な把握が可能な状況になってきてい

る。

ただし、中国・四国地方では他地方に比べると

「祭り行事調査」が未実施の県があり、祭礼調査・

報告も単発的、断片的なものが多く、総合調査報告

髯が刊行されている祭礼は少ない状況であった。

現在、山・鉾・屋台行事に関する国重要無形民俗文

化財の「指定」が 1 件も無いのも中国・四国地方の

現況であり、当然、全国で 33 件が登録されたユネ

スコ無形文化遺産の中にも中国・四国地方の祭り

は全く含まれていない。しかし文化財的価値を有

する祭りが無いわけではなく、これはこれまで調

査が充分でなかったことと、無形民俗文化財への

指定への取り組みが他地域に比べて積極的ではな

かったことに起因しているものといえる。全国的

には早い時期から植木行宣、福原敏男をはじめと

福原敏男・大本敬久

する研究者が各地の山・鉾・屋台行事の調査研究を

精力的に進められており、植木『山・鉾・屋台の祭

り一風流の開花』（白水社、 2001 年）、植木•田井

竜一編『都市の祭礼 山・鉾・屋台と囃子 』（岩

田書院、 2005 年）などの成果がある。これらの研

究には各地の民俗学、民俗芸能研究、民俗音楽研究

などの専門家が共同研究の形で参加し、各地の祭

礼について報告してきたが、その一方、中国・四国

地方からの参加者は少なく、充分に調査研究の全

国ネットワークに参両しきれていなかったことも

中国・四国地方の祭りへの注目度が低い要因とも

言える。しかし、やはり愛媛県をはじめ中国・四国

地方には民俗文化財として地域的特色や時代的特

徴を示す祭りは数多いことは紛れもない事実であ

る。

なお、愛媛県の隣県の香川県では、太鼓台（布団

太鼓）が出る屋台行事が多く、讃岐本土側ではチョ

ウサと呼び、小豆島、直島では単にタイコ、塩飽諸

島ではセンザイラクなどと呼ぶ。形状は布団屋根

に四本柱のやぐらというのが一般的で、小豆島に

は社殿型のものもあったり、その年に話題になっ

たものや説話の主人公などの人形を乗せたりする

ものもあり、これをダシとかツクリヤネと呼んで

いる。この小豆島の事例は四国でも類例がなく、ダ

シ（山車）、屋台、布団太鼓の概念を整理する際に

参考となる事例と言える。太鼓台の分布は海岸部、

特に高松市以西には多いが、志度以東では少なく

なる。小豆島にも多く、内陸部では三豊市、琴平町

周辺に集中している。だんじりについては香川県

内ほぼ全域に見られ、だんじり単独のものと、大川

郡東部や坂出市、丸亀市周辺には獅子舞とセット

になって、獅子の道具ー式を積み込む獅子だんじ

りがある。船型屋台は小豆島の「御座船」、観音寺

市豊浜町の「席船」と呼ばれるものがあり、香川県

西部よりは東部の海岸部に多く、単にオフネと呼

ばれている。祭礼の特徴、傾向としては愛媛県に近

く、特に西讃地方は太鼓台を中心に祭礼道具の払

下げなどで愛媛県東予地方との交流が深い。中国·

四国地方の屋台行事についても各県の祭り行事調

査報告書の完成とともに、再評価を進めていく必

要があるだろう。
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愛媛県内の屋台行事概況

愛媛県内の屋台行事としては、四国中央市や新

居浜市の太鼓台をはじめとして、瀬戸内海沿岸地

域や南予地方に「太鼓台」、「だんじり」、「四ツ太鼓」

と呼ばれる布団太鼓が分布している。また、西条市

周辺には、 2 、 3 層の彫刻を施した「だんじり」が

見られる。また、旧北条市（現松山市）の「だんじ

り」や、宇和島市吉田町の「練車」（ねりぐるま）、

伊方町、八幡浜市保内町の「御車」（おくるま）と

いった人形屋台などの屋台もあり、そのバリエー

ションは豊かである。

愛媛県内の屋台のタイプとしては、大きく分け

て 6 種類あり、第 1 には旧北条市の「だんじり」の

ように木枠に笹竹を飾るシンプルな構造のものが

ある。第 2 には、西条市の「だんじり」のように 2 、

3 層にわたり精緻な彫刻を施したものがある。第

3 には布団屋根の太鼓台がある。これは瀬戸内海

沿岸各地をはじめ西日本に広く見られるもので、

愛媛県内では四国中央市、新居浜市の太鼓台をは

じめ、今治市島しょ部やJ:::島町の布団屋根のだん

じり、旧中島町（現松山市）津和地島、南予地方の

四ツ太鼓がある。歴史的には、江戸時代中期までに

は愛媛県東予地方に「屋台」が見られ、江戸時代後

期に太鼓台（史料上では「神輿太鼓」）が伊予三島、

川之江（現四国中央市）、新居浜市で登場している

ことが各種史料から分かっている。これらはいず

れも曳く形ではなく担ぐ屋台である。

そして第 4 の種類が南予地方各地に残る練車や

御車と呼ばれる人形屋台である。吉田秋祭りの練

車はこの類を代表するものである。この練車、御車

は「だんじり」という呼称はなく、人形屋台の一種

で、同様のものは現在では中予、東予には見られな

い。担ぐ形ではなく曳く形で、趣向を凝らした人形

を乗せて、彫刻や飾り幕、見送り幕で装飾された屋

台である。時代的には江戸時代中期の宝暦年間に

史料の記述があり、江戸時代後期には吉田秋祭り

や宇和島の宇和津彦神社祭礼にも登場しているの

が道具の墨響や現存する祭礼絵巻から確認できる。

次に第 5 の種類が船型の屋台である。愛媛県東

部の四国中央市では川之江町東浜から出される船

型の屋台があり、全長 6m、船体は黒漆塗りに仕上

げ、太鼓台の刺繍文化に影響されたこともあり、周

囲に金糸で縫った飾り幕を巡らしている。江戸時

代後期には史料上確認できるものである。この愛

媛県東部（東予地方）の船型屋台は、現在は 1日） l| 之

江市、旧伊予三島市、旧上居町（いずれも四国中央

市）に見られる。また、江戸時代後期から末期に描

かれた西条市の伊曾乃神社の祭礼絵巻「伊曽乃大

社祭礼略図」にも船型屋台は描かれている。また、

今治市大西町紺原地区には「船御輿（ふなみこし）」と

呼ばれる船型屋台がある。全長約 6m、幅約 3m、

高さ約 3. 5mの屋形船風の屋台で、船上に大山積神

を形にした白髪の翁人形と、筆を手にした藤原佐

理（三蹟の 1 人）の人形が向かい合って座っている。

このように東予地方の瀬戸内海沿岸地方には各所

に船型屋台が見られるが、太鼓台、だんじりに比べ

るとその数は少ない。各祭礼で 1 台程度が登場す

るのみである。次に南予地方の船型屋台であるが、

現存するものとしては、宇和島市吉田秋祭りに登

場する「御船」と呼ばれる船型屋台と、西予市明浜

町狩浜、八幡浜市保内町川之石本町のものがある。

また江戸時代末期の「宇和津彦神社祭礼絵巻」（宇

和島市立伊達博物館蔵）にも描かれており、江戸時

代には宇和島でも見られ、八幡浜市八幡神社の祭

礼にも戦後間もなくまで登場していた。形状はど

れも御座船を模したものである。

第 6 のタイプは南予地方の祭礼の花形である牛

鬼である。牛鬼は神輿渡御の露祓いから発達した

もので、もともと屋台とは別種の練物と思われる

が、現在では大型化し、祭礼の中でも布団太鼓と鉢

合わせをするなど、屋台的な要素も強くなってい

るといえる。

なお、愛媛県の県庁所在地である松山市周辺は

「中予地方」と呼ばれ、そこには船型屋台は全く見

られない。船型屋台だけではなく、太鼓台、だんじ

りといった屋台文化自体が現在は稀である。それ

は神輿の鉢合わせに象徴されるように、氏子の中

で祭礼の中心は神輿と考え、それに付随する祭礼

風流、お練りの文化が現在に継承されなかったの

である。ただし、松山市の阿沼美神社では江戸時代

末期から明治時代初期に描かれた祭礼図で、神輿

に付随する様々な練物が描かれた掛軸が愛媛県歴

史文化博物館で保管されている。同図をみると、も

ともと練物や屋台行事が見られなかったわけでは

なく、阿沼美神社においては明治時代から大正時

代に衰退していき、神輿一辺集中の祭り文化へと

変容していった。松山平野周辺の中予地方では旧

北条市、旧中島町を除くとその傾向が強かった。

中予地方における祭礼の著しい特徴でもある神

輿文化についても触れておきたい。神輿は祭礼の

神幸の際に、御神体や御霊代を乗せる輿であるが、

愛媛県内では形状は四角、八角などがあり、多くは
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木製黒漆に金銅、金具付きで屋根の中央に鳳凰や

そう華を置き、軒下に鏡を吊し、台輪の四方それぞ

れに鳥居と囲垣を配し、台に 2 本のかき棒を通す

のが一般的である。この神輿の形式の成立は、天平

勝宝 4 年 (752) の奈良東大寺の大仏開眼供養の際

に、宇佐八幡大神を迎えるのに用いたことに始ま

るともいわれる。愛媛県内では、中予地方を中心に、

鉢合わせなど、祭礼の中での神輿に関する文化が

発達しており、松山市味酒町阿沼美神社の四角、八

角の神輿の鉢合わせや、旧北条市八反地の国津比

古命神社の神輿の投げ落としが有名である。また、

東予や南予地方では神輿は、鬼役や屋台に先導さ

れ、静かに渡御するのが特徴である。

なお、神輿に関する最も盛大な祭りが松山秋祭

りである。毎年 10 月 5 日の宵宮に始まり、 6 日は

獅子舞や子ども神輿が繰り出して町内を練る。 7

日は早朝から市内の神社でそれぞれの氏子に担が

れて、宮出しした神輿が境内で鉢合わせを行なう。

鉢合わせをする神輿は鳳凰、鈴などの飾りが外さ

れ、 1日松山市内ではロープで神輿の周囲が巻かれ

る。頭取の指揮のもと「モテコイ、モテコイ」の掛

け声で荒々しくぶつけ合う。神輿の鉢合わせで有

名なのは、味酒町の阿沼芙神社、三津浜の厳島神社、

道後湯月町の伊佐爾波神社である。先にも述べた

とおり松山地方ではだんじりや太鼓台、牛鬼とい

った愛媛県内他地域に見られるような屋台が少な

い。その代わりに神輿を「オミコッサン」と呼び、

他地域では見られない指す・回す・走るなど様々な

芸態を形づくつている。また、神輿の担ぎ手は、祭

りの前には神輿を丁寧に磨き上げ、祭りの準備と

するなど、独特の神輿文化を発達させている。祭り

では神輿を荒々しくぶつけ合う鉢合わせも行われ、

「喧嘩神輿」としても有名である。松山秋祭りは神

輿の激しい闘争そのものを「見せる祭り」の最大の

要素としており、他地域のように屋台の装飾や巨

大化を地区間で競うことにより祭りの規模を大き

くするということはなかった。それゆえに松山の

都市民衆は神輿に一点集中のエネルギーを注いで

おり、神輿の鉢合わせ等をすることで地区と地区

の競い合いとしているのである。愛媛県内の屋台

行事の地域差やその形成を考えるうえで中予地方、

特に松山市の神輿を中心とする祭礼文化は重要な

事例だといえる。

東予地方の屋台行事①―西条型だんじりー

愛媛県内で「屋台」や「だんじり」と言えば、西

条祭りのだんじりを真っ先に思い浮かべる程、有

第 2 章愛媛県の祭り・行事

名である。西条祭りは石岡神社、伊曽乃神社、飯積

神社等を氏神とする 1日西条市内の秋祭りの総称で

10 月中旬に順次行われる。「西条まつりの屋台行事」

として西条市無形民俗文化財に指定されており、

現在では、石岡神社、伊曽乃神社の祭礼には 100 台

近いだんじりが登場しているが、新居浜市に近い

飯積神社では、西条型だんじりではなく新居浜型

の太鼓台が祭礼屋台の中心となっている。西条型

だんじりは、この石岡、伊苦乃神社以外でも旧小松

町、旧丹原町、旧東予市（いずれも現西条市）にも

分布しており、新居浜型太鼓台の分布域の西部に、

その分布域が形成されている。

西条型だんじりの形態の特徴は、唐破風屋根に、

2 、 3 階の高欄が付き、源平合戦や太閤記、三国志

などの武者絵や、花鳥、唐獅子、鳳凰などのさまざ

まな彫刻が施されていることである。この彫刻の

発展は、県内でも随ーであり、地元にも江戸時代か

ら現在に至るまで彫刻師が存在し、その発展を支

えてきた。彫刻の豪華さを見せることにより、発展

してきただんじりといえる。

その西条型だんじりは、起源が江戸時代中期に

まで遡ることができる。寛延 3 (1750) 年に藩から

出された「午お書きだし」と呼ばれる倹約令が伝来

している（「久門家文書」愛媛県立図書館蔵）。

その中にだんじり（ここでは「屋台」と表記されて

いる）に関する記述がある。伊曽乃神社祭礼の屋台

宰領の者に対しては、その時に限り平素の身分に

かかわらず、袢、小脇差の着用を出願によって許可

するといった内容が記されており、これが、当時、

西条にだんじりが出現していた最古の記録とされ

る。その頃のだんじりの形態がどのようなもので

あったかは不明だが、 18 世紀後半から 19 世紀前半

にかけての史料には、「屋台」の記述が頻繁に出て

きており、現在の西条型だんじりと基本的には同

構造のものであったと推察できる。なお、「屋台（だ

んじり）」を、市外、県外の他の地域から購入した

とか、譲り受けたといった史料は確認されておら

ず、地元の大工、彫刻師によって製作され、大阪方

面の地車（だんじり）文化とは異なり、独自の発達

を遂げたものと考えられる。

現存する最古の西条型だんじりは、神拝地区の古屋

敷のもので、天保 11 (1840) 年の創建である。ま

た、江戸時代後期になると、だんじりの構造を示す

史料が残っている。『雨夜の伽草』（伊予史談会蔵）

に収められた「西條花見車」という史料に、天保 8

年(1837) のだんじり（ここでは「楽車」と表記し
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ている）の詳細な記述がある。この史料からは彫刻

の透かし彫りの技法が発達し、江戸時代後期には

既に彫刻を以て見せ、そして、幕などにも当時の商

価な物を用いて見せるだんじりであったことがわ

かっている。

この西条型だんじりが描かれた絵巻については

現在、 2 本が確認されている。 1 つは伊曽乃神社が

所蔵している絵巻「伊曽乃大社祭礼略図」である。

本絵巻は、だんじり 18 台、神輿太鼓 5 台、船だん

じり、鬼頭、鉄砲組、奴、神輿、諸道具類などを描

いた「御神輿の渡御行列図」、西条藩上の礼拝する

様子を描いた「御殿前略景」、御旅所の賑わいを描

いた「御旅所略景」、「小供狂言之図」からなってい

る。もう 1 つの絵巻は、平成 12 年 (2000) に福原

敏男（現武蔵大学教授）によって確認された東京国

立博物館蔵「伊曽乃祭礼細見図」である。この絵巻

は、福原によって、地元西条に紹介され、地元研究

者の協力のもと福原敏男著『西条祭礼絵巻ー近世

伊予の祭礼風流ー』（西条市総合文化会館、 2012 年）

が発行され、その内容が広く公開された。この絵巻

の制作年代は天保 7 年 (1836) 前後と推定されてお

り、特に注目しておきたいのは、この絵巻に、造り

物が詳細に描かれている点である。かつて天保年

間 (1831-1845) 以前には、西条型だんじりは、人

形屋台としての要素もあったことがわかっている。

この西条祭りは、現在も非常に盛んに継承され

ており、愛媛県内の祭礼文化の中でも歴史的に見

ても、地域性や現在への伝承性を見ても、無形民俗

文化財としての価値が高いものといえる。

東予地方の屋台行事②―太鼓台―

布団太鼓とは、台組や櫓組の中に太鼓を据えて、

少年が乗り込み打ち鳴らすもので、形式は四本柱

の上に何重もの布団を乗せることが多い。これらは

太鼓台と呼ばれることが多いが、布団だんじりとか、

単にだんじり、南予地方では四ツ太鼓とも呼ばれて

いる。

布団太鼓は、江戸時代に上方で発生したもので、

18 世紀後半から文化・文政期頃に、現在のように

布団を積み重ねた形の太鼓台が、海上交通の発達

と相まって西日本各地に伝播した。現在、太鼓台の

東限は三重県（名張市平尾町の宇流布志禰神社祭

礼）にあり、近畿地方では大阪府、京都府、奈良県、

兵庫県、和歌山県の一部に見られるほか、山陽地方、

四国各県に、九州では大分県、宮崎県、長崎県（西

限は長崎市諏訪神社長崎くんちの椛島町のコッコ

デショ）に点在している。

愛媛県内では旧川之江市、旧伊予三島市（現四国

中央市）に高欄にかけ布団を乗せる太鼓台（宇摩型）

があり、新居浜市、旧上居町（現四国中央市）、西

条市に上幕、高欄幕を吊すいわゆる新居浜型太鼓

台がある。なお、旧上居町では、戦前は宇摩型が主

流であったが、近年は新居浜型へと変化している。

また西条市や旧東予市には、御輿（みこし）もしく

は Iみこしだんじり」（史料J:::は「神輿楽車」等）と

いって、車輪の付いた太鼓台も見られる。同様の

構造のものは今治市大三島町宮浦にも存在する

が、これは大正時代以前に西条から流入したもの

と推測されている。大三島を除き、これらは金糸

の刺繍で豪華に飾られた太鼓台であるが、瀬戸内

海島嶼部には、装飾の簡素な布団太鼓が弓削島、

生名島（上島町）大三島（今治市）、津和地島（松山

市）など各地にあり、これらは地元で「だんじり」

と呼ばれている。また、南予地方各地の布団太鼓

は「四ツ太鼓」と呼ばれ、愛南町では「よいさ」とか

「やぐら」とも呼ばれている。これらは新居浜太鼓

台のように豪華絢爛に発達する以前の、いわば太

鼓台の原型と言える形をとどめているものと考

えられる。なお、南予の「四ツ太鼓」の呼称は、櫓の

中央で太鼓を囲むように子どもが 4 人乗ること

に由来すると思われるが、これと同じ呼称が和歌

山県御坊市の御坊祭にもある。しかし、両者の関

係は不明である。

県内の布団太鼓に関する記録は、寛政年間から

文化・文政年間の東予地方に見られ、当初は「神輿

太鼓」と呼ばれることが多く、時代が下がるととも

に、東予地方では「太鼓台」と呼ばれるようになる。

広島県の大崎下島の大長地区と三原市幸崎町能地

には、幕末あるいは明治時代初期に新居浜で使用

された布団太鼓が現存している。これらの布団太

鼓は高さが 3m程で、 5m もある現在の新居浜太

鼓台に比べて小型である。新居浜太鼓台は明治時

代中期頃から急速に大型化し、現在と同じような

大きさになったと言われ、その背景には、別子銅山

の近代化に伴って新届浜地域が経済的に発展した

ことがあったとも考えられる。

具体的に東予方面の布団太鼓の出現を示す史料

としては、寛政元年 (1789) の四国中央市個人蔵「神

輿太鼓控覚帳」が最古とされる。これと同じ年には、

香川県の大野原八幡神社の「ちょうさ太鼓」が登場

しており、この時期に讃岐から東予地方にかけて

飾り幕の発達した布団太鼓が流入してきたようで

ある。太鼓祭りで有名な新居浜市では、この時期に
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は布団太鼓が存在した史料は見あたらず、東予地

方でも、東側の宇摩平野から順次、西に伝播してい

ったことが推測できる。さて、四国中央市立図書館

蔵「役用記」に、文化 3 年 (1806) の川之江八幡神

社の祭礼行列が記されている。ここにも「神輿太鼓」

と呼ばれる布団太鼓が 5 台記されており、祭礼の

中で布団太鼓が風流の主流になりつつあることが

わかる。

新居浜市における布団太鼓の初見は文政 5 年

(1822) の「船大工仲間永代迄の諸覚帳」（『新居浜

太鼓台』新居浜市立図書館編集•発行、 1990 年所

収）である。ここには「東町太鼓」の記述があり、

この頃から新居浜では布団太鼓が多くなってきた

ようである。文政 9 年 (1826) の「一宮神社文書」

（同書所収）には、「当方ニテ檀尻再興又ハ近年ニ

至りみこし太鼓と申もの出来之節ハ」という記述

があり、この地方ではもともとだんじり（ここでは

「檀尻」と記述）が主流であったものが、文政年間

(1818-1831) になって布団太鼓（ここでは「みこ

し太鼓」と記述）が流行したことが推察できる。新

居浜地方の「檀尻」（だんじり）については不明な

点が多かったが、平成 26 年 (2014) に「銅山略式

志」という江戸時代後期の旧別子に様子を描いた

絵画資料が発見された。そこに祭礼渡御の様子が

描写され、だんじりも描かれている。これが江戸時

代後期の新居浜周辺でのだんじりの姿であろうと

思われる。太鼓台の隆盛とともにそれまであった

だんじりが消えていったと考えられる。江戸時代

後期以降、新居浜地方でも布団太鼓の史料上の記

述は多くなり、数多くの「太鼓台」が製作されてい

ったことがわかる。

南予地方の屋台行事

次に南予地方の屋台が登場する行事について紹

介しておきたい。愛媛県は香川県寄りの東予地方

（四国中央市、新居浜市、西条市、今治市等）と、

県中央部の中予地方（松山市、東温市、伊予市等）、

そして県南西部の南予地方（宇和島市、八幡浜市、

大洲市、西予市等）の 3 地域に区分されるが、先に

紹介したとおり、祭礼文化においてもこの 3 地域

ではその様相が著しく異なる。南予地方でも江戸

時代は大洲藩とその支藩の新谷藩（藩主は加藤家）

と、宇和島藩、吉田藩（藩主は伊達家）にわかれて

おり、地域文化も旧大洲藩•新谷藩（現大洲市、内

子町）と旧宇和島藩·吉田藩内（八幡浜市、伊方町

以南）では異なっている。大洲市、内子町では屋台

行事としては布団太鼓や彫刻で装飾されただんじ
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りや、人形を乗せた屋台は現在では見られない。祭

礼では獅子舞に加え、旧宇和島藩•吉田藩側から伝

播したと考えられる牛鬼と鹿踊が各所に見られる。

宇和島市周辺で見られるような人形屋台（練車）は

見られず、過去の文献や絵図でも確認できていな

い。ただし大洲市阿蔵の八幡神社は大洲藩総鎮守

して、例祭の翌日 11 月 2 H に、御神幸祭「お成り

（おなり）」（大洲市指定無形民俗文化財）が盛大に

執り行われる。 3 基の「鳳輩」（神輿）を、装束を

まとった約 280 名のお供に護られながら大洲市街

約 12 kmを巡幸する。行列には、地元の小中学生や

有志が奉仕し、 2 ヵ所の御旅所では、巫女による鈴

神楽、浦安の舞が奉納される。かつては約 600 名が

参列し、ほうきで道を掃く「御先払い」、竹製の有的

（ありまと）、御長柄（おながえ）、鉄砲、御楯（おんた

て）、大矛、小矛などが供奉し行列を組む。御楯には

寛保 2 年 1742) に製作されたことが記されており、

18 世紀半ばにこの規模の御神幸行列が整えられ

て、それが現在に継承されており、大洲地域を代表

する祭礼とえるだろう。

旧宇和島藩・吉田藩領内の伊方町、八幡浜市、西

予市、宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町は祭礼文

化に共通性が見られ、神輿の供奉として、牛鬼、四

ツ太鼓、人形屋台（練車）、鹿踊、獅子舞、相撲練

りなど各種の民俗芸能も含めて練物として神輿渡

御の行列に参加する。牛鬼、鹿踊は小規模な祭礼で

も各所に見られるが、人形屋台は江戸時代、明治時

代に経済的に栄えた地区の祭礼にて登場している。

南予地方の人形屋台は、御車（おくるま）や練車

（ねりぐるま）と呼ばれ、現在では三崎、伊方、保

内、明浜、吉田、御荘の秋祭りで見ることができる。

春祭、夏祭に登場するところはない。練車は、かつ

ては宇和島や八幡浜、卯之町などでも出ていたが、

これは江戸時代中期の宇和島の宇和津彦神社祭礼

や吉田秋祭りに取り入れられて、それが起点とな

って各地に伝播したものであろう。なお、南予地方

では人形屋台を「人形屋台」、「屋台」とは呼ばない。

また「だんじり」という呼称も聞かれない。「山車

（ダシ）」という呼称も吉田秋祭りにおいて近代以

降の新聞等で散見できるが、もともとの呼称では

ないようである。「逮車（ねりぐるま）」の表記が古

く、現在では「練車」と表記することが多い。なお、

南予地方には「四ツ太鼓（よつだいこ）」が各所に

見られるが、これは瀬戸内海沿岸各地に分布する

布団太鼓の一種であり、東予地方では「太鼓台」と

呼ぶが、南予地方では「布団太鼓」、「太鼓台」の呼
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称は聞かれず、「四ツ太鼓」、「ヨイヤサ」が一般呼

称となっている。

中でも吉田秋祭りについて取り上げておきたい。

現在、吉田秋祭りは毎年 11 月 3 日に行われ、午前

5 時から始まる卯之刻相撲や、楠正成や豊臣秀吉、

武内宿禰らの人形を載せた屋台（地元では現在、

「山車」とも呼ぶこともあり、また「練車」とも呼

ばれる）を曳いて町内を練り歩く「おねり（もとは

「お遼り」と表記され、現在は常用漢字に従って

「お練り」とも表記される）」が名物である。袢、

羽織袴姿で着飾った地元住民が、本町、魚町、裡町

などの町ごとに様々な練物（祭礼行列には意匠を

競った風流）が登場し、終日、町内を練り歩き、最

後、午後 5 時頃に八幡神社に神輿が還御する。

吉田秋祭りは近年、文化財や地域の観光資源と

して注目されているが、愛媛県教育委員会は平成

30 年 2 月 9 日付で「吉田秋祭の神幸行事」を愛媛

県無形民俗文化財として指定している。県の文化

財指定にあたっては、江戸時代からの町人による

氏子主体の祭礼組織が現在にまで維持されている

こと、江戸時代の吉田藩士らが参加した「御用練り」

なども現在行われており、典型的な江戸時代の大

名祭りともいえる都市祭礼が維持、継承されてい

ることが民俗文化財として評価された。さらには

牛鬼や鹿踊りといった南予独特の祭礼文化を伝え

ており、瀬戸内海地域を中心とした中•四国地方の

祭礼文化を考えるうえで、特徴のある祭礼行事と

いえる。

吉田秋祭りの「おねり」は、人形、彫刻、立体刺

繍などで豪華に装飾することで観客（地元住民や

江戸時代でいえば藩主や藩土）に見せる祭礼であ

る。県内では西条市では屋台（だんじり）にふんだ

んに彫刻を施したり、新居浜市の太鼓台のように

金糸の立体刺練で幕を飾ったりするなど「見せる」

ことを意識しながら、大型化して発達してきた祭

りがある。これは東予地方に顕著に見られる傾向

で、西条では「だんじり」、新居浜では「太鼓台」

に一極集中していて、南予地方にのみ見られるよ

うな御車、御舟、牛鬼、鹿の子（鹿踊）など様々な

神輿のお供が登場することはない。中予地方の祭

りも神輿、獅子舞以外はお供がほとんど見られな

い。吉田秋祭りは南予地方の祭礼文化の特徴であ

る諸要素を兼ね備えていて、吉田秋祭りを見れば、

南予地方の祭礼の特徴を把握できるといえる。宇

和島市中心部や八幡浜市での祭礼では改変が進ん

で牛鬼、鹿踊中心の祭りになっており、南予地方の

祭りの概観の把握は困難となっている。この点で、

人形屋台の文化を継承する吉田秋祭りや保内秋祭

り（八幡浜市）、伊方秋祭り、三崎秋祭り（伊方町）

そして御荘の秋祭り（愛南町）は県内の祭り文化の

地域的特徴（「地域性」）を示すという意味で注 H す

べき文化財といえる。

また、吉田秋祭りは天保 6 年 (1835) 製作の祭礼

絵巻が残されており、当時の町ごとの行列の様子

も詳細に把握することができて、しかも絵巻に描

かれている様子と変化が少ないままに、現在に伝

承されている点が県内だけではなく近県を眺めて

も珍しいといえる。つまり「歴史性」と「伝承性」

の視点でも価値のある文化財といえる。吉田の歴

史を考えてみると、江戸時代初期以前は立間が中

心集落であった。吉田藩伊達家が入ったことによ

り、武家の町並みや本町、裡町、魚棚町といった町

人町が形成されている。その江戸時代の町割りが

現在もほぼ残された上で「おねり」、神輿渡御が行

われていることも他の祭りと比較して貴重といえ

る。しかももともとの在地の立間地区が祭りの最

初の宮出しにあたって「卯の刻相撲」を行い、神輿

を担ぎ、そして立間内の 17 集落それぞれの旗を持

って練り歩く。つまり吉田祭を執行する基本部分

は立間地区が担い、そして練車（人形屋台）といっ

た豪華なお供を町人町が担い、練り歩いて多くの

方々に見てもらう形式となっており、このような

吉田秋祭りの在り方は、江戸時代初期からの吉田

の町の成り立ちの歴史を反映し、それが今に伝わ

っているといえる。この点で、南予地方だけではな

く、中国・四国地方の他の祭礼と比較しても地域性、

歴史性や伝承性の上で貴軍と言えるだろう。
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はじめに

愛媛県祭り行事調査における甚礎調査で、亥の

子の回答件数は 79 件にのぼった。試みにすでに祭

り行事調査を終えている隣県の基礎調査段階での

亥の子の回答件数をみてみると、山口県（平成 17

~19 年度）で 14 件、高知県（平成 15~17 年度）

で 1 件、香川県（平成 17~19 年度）で 27 件とな

る。各県によって精度が若干異なるとはいえ、愛媛

県の回答件数の多さは驚異的である。これだけを

みても、愛媛県では多くの地域で現在まで亥の子

が伝承されているといっても差し支えないだろう。

本調査報告督で特論的に亥の子を扱う理由も、こ

うした背景によっている。

拙稿では、いわゆる刈上げ祭りを総体的にみる

なかで亥の子の位置づけを整理し、そのうえで愛

媛県の亥の子の位置づけと特色を検討してみたい。

なお、全国各地の事例を取り上げているが、ほとん

どが今回実施された愛媛県祭り・行事調査、および

既存の文献や調査・研究成果に基づいている。事例

ごとに参考文献を書き上げると極めて煩雑になる

ことから、参考文献は稿末に一括掲載した。また伝

承地は分かりやすいように可能な限り今日の地名

に置換し、行事の期日については、特に断りがない

限り旧暦を示していることを先にお断りしておく。

農耕儀礼の中の亥の子

刈上げ祭り

「農耕儀礼」「生産儀礼」などと総称される一連

の行事群は、日本列島では稲作を基軸として展開

されてきた。四季の明確な日本列島での 1 年とい

うスパンとリズムも、基本的にはこの稲作の生産

丁程に規定されてきたといっても過言ではないだ

ろう。行事を実施する期日は、古くは月の満ち欠け

やその年の気候等に依拠しながらも、地域ごとの

生産工程の影響も受け、ある程度の流動性をもっ

ていたと考えられるが、後に暦の知識が伝播・普及

月

（旧暦）
1 2 3 I 4 I 5 I 

生産 苗代作り 播種
田植え

工程 耕起

農耕
予祝儀礼 播種・田植儀礼

儀礼

6 

第 2 章愛媛県の祭り・行事

石垣悟

すると固定された期日へと推移し、今日いうとこ

ろの年中行事が成立してきた。

このような性格を背最にもつ農耕儀礼は、白石

昭臣や長沢利明らの研究成果から、大きく予祝儀

礼、播種・田植儀礼、成育・障害排除儀礼、収穫儀

礼の 4 つに分けることができる（白石 1998、長沢

2014）。：図表 1 参照 予祝儀礼は、農耕を始める前

に、実際の農耕が理想通りに進むことを祈念して

行われる呪いである。播種・田植儀礼は、実際の農

耕の初期段階である種播きや田植えに合わせて豊

作を祈願して行われる。愛媛県今治市大三島町の

大山祇神社の御田植祭などはこれにあたろう。成

育・障害排除儀礼は、作物の生長に障害となる病害

虫や異常気象などを排除する呪いである。愛媛県

西予市城） 1| 町魚成の実盛送りなどがこれに関連し

ている。

そして、いよいよ収穫となる際に行われるのが

収穫儀礼である。拙稿で取り上げる亥の子はここ

にあたる。収穫儀礼は、収穫祭とも呼ばれ、少なく

とも稲刈り開始時と稲刈り終了時の二段階で行わ

れる。通常、前者を穂掛け祭り、後者を刈上げ祭り

という。宮廷行事である神嘗祭と新嘗祭は、この穂

掛け祭りと刈上げ祭りのそれぞれを体現したもの

といえる。

このうち第一段階の穂掛け祭りは、稲刈りを始

める時、あるいはそれ以前の八朔（旧暦 8 月 1 日）

や秋の社日（秋分に近い戊の日）、十五夜（旧暦 8

月 15 日）などに行われる。初穂を刈って特定の場

所に掛けたり供えたりすることが多いが、初穂と

はいえ、まだ稲籾は青い場合も多い。こうして掛け

た／供えた初穂は脱穀・保存され、次の段階の刈J:::

げ祭りの供物に混ぜ込まれることもある。

穂掛け祭りの後、実際の稲刈りが行われ、それが

終わったタイミングで刈上げ祭りとなる。刈上げ

祭りには、実際の稲刈り終了に合わせて行われる

| 7 8 | , | 10 11 | 12 

中耕
稲刈り I 脱穀調整

成育・障害 収穫儀礼 ※ 

排除儀礼 穂掛け祭り 刈上げ祭り 稲上げ祭り

図表 1 農耕儀礼と生産工程
※後代に追加発生か
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ものと、生産工程と直接連動せず決まった期 H に

行われるものとがある。いうまでもなく前者は、そ

のタイミングが家ごと、年ごとに異なるから、行事

も家単位で行われることが多い。刈り取りに用い

た鎌をきれいに洗って供物をあげるなどの事例が

多く、鎌上げ、鎌祝いなどとも称される。岐阜県高

山市丹生川村では、鎌納めと称しており、稲刈りの

終わった晩、鎌などの道具を洗い、これに煮物や赤

飯などを供える。

いっぽう決まった期日に行われる場合は、集落

単位となることも多い。これを、家単位の場合と区

別して、「神刈上げ」「大刈上げ」などと呼ぶところ

もある（このとき家単位のものを「内刈上げ」とい

う）。集落単位の刈上げ祭りの期日は、地域によっ

て異なる。大まかにいえば、東北地方では三九日

（さんくにち・みくにち）と称して 9 月中に 3 回あ

る 9 日、 19 日、 29 日で、中でもその最後の日であ

る 9 月 29 日を重視することが多い。いっぽう関東

地方から中部地方の一部にかけては 10 月 10 日を

祭日とし、これを十日夜（とおかんや）、案山子上

げ、大根の年取りなどと称している。ここではこれ

をまとめて「＋日夜系行事」と呼びたい。さらに関

東地方や中部地方の一部から近畿地方、そして中

国•四国・九州地方にかけては 10 月亥の H が多く、

これを亥の子と称することが多い。このほか部分

的ではあるが、北部九州に 11 月初丑の日に行われ

る丑の日祭りがあり、石川県能登半島から富山県

や福井県の一部にかけては 11 月 15 日頃にアエノ

コト系行事が行われる。また、岐阜県や愛知県の一

部では 11 月頃 (2 月にもう一度行うところもある）

に山の講があり、鹿児島県の一部では 10~11 月（丑

の日や亥の日に行うところもある）に田の神講が

みられる。

このように地域によって期日が異なるのは、東

西／南北に細長い日本列島では稲の収穫時期が地

域ごとに異なるからに他ならない。そのため例え

ば、 10 月 10 日を刈上げ祭りの日とする長野県南安

曇郡では、年によっては刈り取りできない場合も

あり、その際は芽刈りだけでも済ませることにな

っていた。暦で期日が決まっていながらも、間接的

ではあるが実際の生産工程も全く無関係ではなか

ったのである。

ただいずれの刈上げ祭りでも新米で餅を揚いて

供えることは全国的にほぼ共通しており、その日

は田の神が田からあがって家に帰る、あるいは山、

天などに赴くという伝承を伴うことも多い。行事

内容にもこれを象徴するように、田の神の帰還を

可視化したり、帰ってきた田の神に供物をあげた

りすることがよくみられる。なお、神社の秋祭りも

多くは刈上げ祭りに相当し、これに先立つ穂掛け

祭りは概ね衰退傾向にある。

また、もとは収穫した稲穂をそのまま積み上げ

て保管していたが、時代が下ると家屋に運び入れ

て脱穀・調整し、籾と藁をそれぞれ別に保管するよ

うになり、この変化に合わせるように刈上げ祭り

を行った後、脱穀・調整を行い、それを終えたタイ

ミングで再び農具を洗い浄めて供物をあげる稲上

げ祭りも行われるようになった。

亥の子は、以上のような稲作を中心とした農耕

儀礼の流れのなかの収穫儀礼、特に集落単位で行

われる刈上げ祭りの 1 つにあたる。 10 月亥の日を

祭日とし、中国・四国地方を中心に、東は関東の一

部、西は九州地方まで西日本一帯に広く分布して

いる。いわば民間に最も広くみられる刈上げ祭り

の 1 つであるといってよい。いっぽうでそれ以外

の地域では、 10 月の亥の日以外を祭日として、「亥

の子」とは別呼称の刈上げ祭りが行われている。こ

うした点に留意しながら、次に全国の刈上げ祭り

を概観し、その中での亥の子の位置づけや特色を

検討し、さらには愛媛県の亥の子の位置づけや特

色についても整理してみたい。

三九日

東北地方では、「三九日」と称して 9 月に 3 度あ

る 9 のつく日 (9 日、 19 日、 29 日）、中でも最後の

29 日を刈上げ祭りとしているところが多い。秋田

県には 9 月 9H に田の神が餅を食べて 10 日に旅立

っと言い伝えているところもある。 9 月 9 日（現在

は月遅れの 10 月 9 日前後の場合が多い）は、いわ

ゆる重陽の節供にあたり、氏神の秋祭りとすると

ころもみられる。また、 9 月 9 日を「神の九日」、

19 日を「百姓の九日」、 29 日を「町人の九日」とい

っているところもある。いずれにしても東北地方

では、三九日の、特に末の 9 月 29 日までに稲の刈

り取りを終えることを目安としている場合が多く、

実際にもその後まもなく雪が降り始める。三九日

では、新米で餅を揚いて祝うことが多く、なかには

拗いた餅を親類や近隣などに配るところもある。

なお、東北地方では、次に触れる関東地方の十日

夜系行事の行われる 10 月 10 日も祭日となってお

り、そちらは大根の年取り（青森県、秋田県など）

や虫供養（宮城県など）などと呼ばれることが多い。

この三九日に代表される刈上げ祭りの期日は、
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気候／収穫時期に合わせるように西／南に下がる

ほど次第に遅くなる傾向がある。宮城県仙台市付

近では 10 月 1 日、福島県に入ると 10 月 10 日とい

った具合である。中でも福島県には、 10 月 10 日の

前日に田の神を祀って二重の餅を藁藍に載せて供

えたところもある。こうすると田の神の使いの蛙

が夜にこの餅を背負って帰っていくと言い伝えて

いた。同じく福島県大沼郡金山町では 10 月 9 日の

晩、ムジナブチ（啄糾打ち）を行う。家々で餅を掲＜

と同時に、子どもたちが害虫害烏を追い払うとい

って藁鉄砲で地面を叩いた。類似の行事は、福島県

東白） 1|郡矢祭町内） 1| でも 10 月 10 日にみられた。

十日夜

この福島貼の 10 月 10 日の刈上げ祭りに連なる

のが、関東地方の十日夜（とおかんや）である。 10

月 10 日（現在は新歴 10 月 10 日や新暦 11 月 10 日

が多い）を刈上げ祭りの期日とする地域は、栃木県

や茨城県といった北関東から埼宝県、群馬県、そし

て山梨県、長野県、新潟県の一部まで広くみられる。

このうち、行事名を「十日夜」と称する地域は、群

馬県、埼下県を中心に、山梨県、長野県、新潟県魚

沼地方、栃木県南部、茨城県南部などに広がる。

十日夜の名称は、いうまでもなく 10 日の夜に行

事を行うからである。故にこれを十夜（ジュウヤ）

といっているところもある。なぜ 10 日に行うのか

については、稲作の神である稲荷を音読みすると

「トウカ」と読めるため、という説もあるが、むし

ろ後述する月の満ち欠けとの関連を考えるべきで

あろう。

十日夜の典型的な行事内容は、子どもたちが

各々自製した薬鉄砲を手にして家々の庭の地面を

激しく叩いてまわるものである。その際、「十日夜、

+H夜、朝蕎麦きりで昼団子、夕飯食ったらぶっぱ

たけ」（埼至県・群馬県）、「十日夜、十日夜の藁鉄

砲、豆と小豆もよく実れ」（埼玉県）などと唱え、

訪間先の家から餅やぼた餅、鰻頭、蜜柑などを貰う。

例えば、群馬県利根郡みなかみ町入須川では、も

ぐらを追い払うといって、子どもたちが「十日夜、

十日夜、朝蕎麦きりで昼団子、夕飯食ったらぶっぱ

たけ」と唱えながら藁鉄砲で地面を叩いてまわる。

埼至県さいたま市桜区の大久保領家でも、ぼた餅

を作って供えるとともに、子どもたちが「エノコ牡

丹餅、生でもいいから釜ごと持ってこい」と唱えな

がら藁鉄砲で地面を叩きまわる。

藁鉄砲とは、束ねた新藁を縄でグルグル縛った

棒状のものである。中に芋がらなどを入れること
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も多く、そうすると地面を叩くときに大きな音が

でるという。地面を打つときのポンポン、カーンと

いった冴えわたる音から「鉄砲」の名があるともい

う（柳田 1969) 。藁鉄砲にはホテ、ノッツ、スボキ

など多様な呼称がみられるが、拙稿では「藁鉄砲」

で統一表記する。

この十日夜地帯の周辺には、 10 月 1O H を行事日

とするものの、名称を違える刈上げ祭りがある。地

神祭（地鎮祭）、ムジナブチ、案山子上げ、大根の

年取りなどがそれである。これらを拙稿ではまと

めて「十日夜系行事」として取り上げたい。

十日夜系行事 1 地神祭（地鎮祭）とムジナブチ

先の福島県の事例に接続するように茨城県北部

から栃木県にかけて 10 月 10 日に地神祭（地鎮祭

とも督く）、刈上げ十日などという行事がある。茨

城県久慈郡大子町では、 10 月 10 日を刈上げ十日と

いい、餅を供えるとともに、子どもたちは藁鉄砲で

地面を叩いてまわった。茨城県古河市でも、地神祭

と称し、籾を添えた餅を箕に入れて縁側に供えた。

この餅を揚く音で、大根が一寸ずつ伸びるともい

った。茨城県猿島郡五霞町でも、家々で庭に積んだ

収穫後の稲に餅を供え、子どもたちは藁鉄砲で地

面を叩いてまわった。こうすると大根の首が抜け

出すといった。これらの地域では、十日夜と同じよ

うに 10 月 10 日に薬鉄砲で地面を叩いてまわる習

俗がみられ、田畑に害を与えるモグラやネズミを

追い払うといって、これをムジナブチ（絡打ち）、

ボウジボウウチ（穂打棒打ち）などと呼ぶところも

ある。ボウジボウとは穂打棒のことで、雑穀の実を

穂から打ち落とす脱穀用具をいい、ボウジヂボウ

ウチは、これ以降の実際の農作業で行われる脱穀

のことも指しており、これとの関連も注意される。

また、この日を田の神が仕事を終えて帰る日と

するところも多く、茨城県常陸大宮市小舟では、 10

月 10 日、田の神に供える餅を揚いた後、その臼の

中で松の葉を燃やし、杵で臼を 3 回揚いて舞い上

がった煙に乗って、田の神が家来の蛙に餅を背負

わせて天に帰るといった。

十日夜系行事 2 案山子上げ

長野県には、 10 月 10 日に十日夜と称して子ども

たちが薬鉄砲で地面を叩いてまわるところがある

いっぽうで、案山子上げと呼ぶ行事を行うところ

もみられる。案山子上げは、長野県北部を中心に群

馬県、新潟県、栃木県の一部にかけてみられ、案山

子祭、案山子の年取り、ソメの年取り（ソメは案山

子のこと）などとも呼ばれる。長野県北佐久郡望月
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町や佐久市春日宮ノ入では、 10 月 1O H 夕方、自家

の田から案山子を家に持ち帰り、その周りに農作

業に使った道具類を飾り、釜の蓋に鏡餅を乗せて

供え、新大根 2 本を箸として供えた。長野県下高井

郡木島平村でも、家に持ち帰った案山子に太いそ

ばとぼた餅を供え、案山子はこのそばを縄代わり

にぼた餅を背負って山に帰るとされる。長野県南

佐久郡小海町親沢では、収穫後の田から案山子を

抜き取ってきて庭先に立て、新米で揚いた餅や葉

付きの大根を一斗桝や箕に入れて供える。長野県

東筑摩郡四賀村でもこの日を「案山子が天に昇る

日」といって庭に案山子を飾って丸餅を供えた。長

野県塩尻市片丘村内田では、案山子の神が餅を背

負って山に帰って山の神になるといわれ、昼は太

陽に餅を供え、夜は士蔵の俵に餅を供えた。

群馬県の六合村や長野原町では、この日を案山

子上げと称し、案山子を作って庭先に立て、餅を入

れた膳を箕に入れて供え、その傍らには大根や薩

摩芋なども供えた。新潟県魚沼郡でも 10 月 10 日

を案山子仕舞いといって、新しい麦藁を打って供

えた。

このように長野県やその周辺では、案山子を田

から運んで軒先や庭に安置し、餅やぼた餅、団子な

どを箕に入れて臼の上などに供える。ここでの案

山子はいうまでもなく、田の神の依り代、あるいは

可視化された田の神の姿といえよう。長野県更埴

市倉科田端では、 10 月 10 日を過ぎると、案山子が

山の神となって山に赴き、山の安全を守ってくれ

るといっている。山梨県でも、案山子上げとはいわ

ないものの、 10 月 10 日に田の神が山に帰るといっ

て新米で餅を揚いて祝うところがあり、中には 9

日夜から 10 日朝にかけてこれを行う古風なところ

もあった。まさに田の神が仕事を終えて田からあ

がる様を演出しているといってよいだろう。

十日夜系行事 3 大根の年取り

十日夜系行事で特に広い分布をみせるのが、大

根の年取りと呼ばれる行事である。この行事は、大

根の年越し、大根の年夜などとも呼ばれ、その分布

域は長野県、群馬県、栃木県、新潟県の一部、さら

には三九日を伝承する東北地方にまで広がり、十

日夜地帯を越えてさらに北へと広がっている。こ

れまでみてきた事例でも大根が供物となっていた

り、大根の生育に関する伝承が伴っていたりした

ものがあった。このほか長野県には、田の神に大根

を供え、その後に食べる地域があり、栃木県でも十

日夜の餅を掲く音を聞いて大根が抜けるといった。

群馬県では、地面を叩く藁鉄砲の音を聞いて大根

が育つというところや、大根が抜け出るというと

ころ、さらには新米で揚いた餅と大根 2 本（または

二股大根）を神棚や縁側に供えてその後、餅を大根

おろしで食べるといったところなどがある。同じ

＜群馬県邑楽郡明和町では、藁鉄砲で地面を叩く

際の唱え言に「十日夜の藁鉄砲、麦も小麦もよくで

きろ、野良の大根突き抜けろ」とある。また新潟県

佐渡市では、 10 月 10 日に畑にでると大根のはぜる

音が聞こえるといって外出しなかった。東北地方

でも、この日にマッカ大根と称される二又になっ

た大根を恵比須・大黒に供えるところは多く、秋田

県能代市鶴形村では畑で大根のうなる声を聞くと

死ぬといい、福島貼田村郡でも大根の年取りとい

って大根の収穫を忌む。

大根畑に入ってはならない、大根を食べてはな

らない、この日まで大根が首を伸ばすから大根を

収穫してはならないなどといった伝承は、後述す

る亥の子地帯も含めてほぼ全国にみられる。中に

は畑で大根の割れる音を聞くと死ぬなどと物騒な

伝承となっているところも少なくない。ここでい

う大根とは、秋口 (8 月中旬）に播種される秋大根

で、練馬大根、宮重大根、聖護院大根などの代表的

な品種がある。これらの事例からは、刈上げ祭りに

は稲の収穫儀礼としてのみならず、秋大根の収穫

儀礼としての意味もあったということが予想され

る。

十日夜系行事と畑作物

十日夜系行事の西に接するのが、拙稿の中心テ

ーマとなる亥の子である。ただ、亥の子の話に入る

前に、十日夜系行事について注意しておきたい点

が 2 つある。 1 つは、刈上げ祭りが稲作を基軸とし

ているといいながらも、畑作物も深く関係してい

ることである。先に触れた大根の年取りも広い意

味では畑作物との関係ともみることができる。

埼玉県から群馬県にかけての畑作地帯では、 10

月 10 日の十日夜までに麦播きを終えることになっ

ており、当日は鍬や振り馬鍬などの畑作道具をき

れいに洗い浄めて蕎麦やぼた餅などを供える。埼

玉県東松山市の畑作地帯でも、 10 月 10 日の十日夜

に大根の収穫祝いといって大根を供えるほか、こ

の日までに麦播きを終えることになっており、神

棚にご馳走を供えた。稲作と畑作の双方を行う埼

宝県比企郡では、 10 月 9 日を亥の子、翌 10 日を十

日夜といい、亥の子にはぼた餅を、十日夜には饂飩

を、それぞれ稲束の上に供えた。また埼玉県川越市
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では、 10 月 9 日を「岡の亥の子」、 1O H を「田亥の

子」といい、岡の亥の子を大根などの畑作行事、田

亥の子を稲作行事といった。群馬県利根郡では、 10

月 1OH の晩、粟殻や稗殻を集めてニュウボッチを

作り、そのうえに餅一重ねを供えた。こうしておく

と子どもたちがその餅を貰いにきたという。先に

も触れた新潟県魚沼郡の 10 月 10 日の案山子仕舞

いでも、新しい麦藁を打って供えていた。このよう

に 10 月 10 日は、稲の収穫を祝うと同時に、畑作

の収穫や開始を祈念するタイミングともなってい

た。

十日夜系行事と月

十日夜系行事で注意しておきたいもう 1 点は、

月との関係である。古くは時の運行を月の満ち欠

けで知ったから、月を基準とした年中行事は多く、

中でも 8 月 15 日の十五夜と 9 月 13 日の十三夜は

今日でも意識する人が多い。これらは芋名月、栗名

月（あるいは豆名月）といわれ、畑作物の収穫を祝

う意味合いが垣間見える。群馬県や福島県には、こ

の十万夜、十三夜と並んで 10 月 10 日の十日夜も

サンヅキ（三月）の 1 つと位置づけ、月に供物をあ

げるところがあった。また、長野県にも、 8 月 15

日（十五夜）、 9 月 13 日（＋三夜）と 10 月 10 日を

合わせて三月見と称し、 10 月 10 日を「稲の月見」

ともいって稲積の上に供物をするところがあった。

群焉県佐波郡境町や北群馬郡榛東村でも、 10 月 10

日夜、田から家に運んだ稲積や藁鳩の上に丸餅を

入れた藁芭を供えるとともに、月にも餅と大根 2

本を供えた。

こうした事例と関連するかのように、十日夜系

行事でみられた薬鉄砲で地面を叩く習俗を十五夜

や十三夜に行うところもある。栃木県には、ボウジ

ボウウチといって、十三夜に男子が藁や里芋の茎

を束ねて縄で巻いた藁鉄砲で地面を叩いてまわり、

家々からお金や団子を貰うところがあった。その

際は「ぼうじぼっくり、やあま芋、大麦あたれ、小

麦あたれ、三角ばったの蕎麦あたれ」と唱えたとい

う。栃木県塩谷郡塩谷町でも、十五夜と十三夜の 2

回、子どもたちがボウジボウと呼ぶ藁鉄砲で地面

を叩いて家々をまわった。ボウジボウとは、穂打棒

のことで、雑穀の実を穂から打ち落とす脱穀用具

のことである。栃木県河内郡の畑作地帯では、十五

夜か十三夜に 10 歳以上の男子の集団が藁鉄砲で地

面を叩きまわり、家々から団子やお金をもらって

歩いた。そして行事が終わると、藁鉄砲を果樹の枝

に掛けた。栃木県下都賀郡富山村でも、十五夜に新
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藁で作ったトカンデッポウと呼ぶ藁鉄砲で、「十五

夜、お月見鉄砲、小豆大豆が取れるよう」と唱えな

がら地面を叩いてまわった。やはり終了後、藁鉄砲

を柿の木に吊した。茨城県常陸大宮市でも、十五夜

を大麦の月見、十三夜を小麦の月見といって「大麦、

小麦、三角畑の蕎麦あたれ」などと唱えた。

このように月を意識しながら十 H 夜系行事を行

ったり、月を意識した十五夜や十三夜に十日夜系

行事と同じようなことを実施したりすることがあ

り、そこには明らかに 10 月 10 日と月とが深い関

係にあったことが推察される。

ところで、十日夜系行事の行われる 10 月の満月

(15 日）は、 1 月 15 日の上元、 8 月 15 日の中元

と並ぶ下元にあたり、その点でももともと 10 月は

月を強く意識するときであった可能性が高い。三

重県一志郡家城町では、 10 月 15 日に家々で餅を揚

いて満月に供え、子どもたちが藁鉄砲で地面を叩

いてまわったという。そうした月への意識が、気候

や風土（暦の普及を含む）に応じるなかで、十日夜

となったり、亥の日となったりしたという見方も

できる（今野 1976) 。

なお、この点でいえば、浄土宗寺院（一部、天台

宗寺院も含む）で行われる十日十夜法要にも留意

しておくべきだろう。これは、 10 月 15 H までの 10

日間、念仏を唱え続ける法要で、永享年間 (1429~

1441) に京都の天台宗寺院、真如堂（真正極楽寺）

で始められたとされる。明応 4 年(1495) には後士

御門天皇の勅許によって浄士宗総本山である鎌倉

の光明寺にも伝わり、以降、各地の浄上宗寺院に広

まったとされる。ここでは 10 月 15 日の満月が結

願のような意味合いをもっており、仏教の報恩と

収穫儀礼との習合を認めることができるという

（藤井・星野 1976) 。

亥の子

関東地方を中心とした東日本に広く分布する十

日夜系行事の西に接続するのが亥の子である。亥

の子は、 10 月亥の日（現在は新暦 10 月亥の日や新

暦 11 月亥の日が多い）に行われる刈上げ祭りで、

インノコ、亥の子節供、亥の日、玄猪の祝日などと

も呼ばれる。

亥の子の分布域は極めて広い。四国・中国地方を

中心に、東は関東地方の一部（千葉・東京・神奈川

あたり）、西は九州地方まで及ぶ。さらに呼称だけ

でいえば、茨城県や新潟県佐渡市の一部にもみら

れ、茨城県には 10 月 10 日の行事でありながら亥

の子といっているところまである。亥の子の唱え
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唄にある「いよねーひょうたんよ」という詞などは、

長崎県五島列島と和歌山県熊野地方にそれぞれみ

られることから、この行事がある時期に半ば流行

しながら広まった可能性すら示唆される。

亥の子の共通点や特色を整理した宮本常ーや坪

井洋文の指摘を参照しつつ（宮本 1951、坪井 1959) 、

典型的な亥の子の行事内容を示せば、 10 月の亥の

日に農神／田の神を祭る行事で、各家では餅を揚

いて供え、集落の子どもたちは亥の子石や藁鉄砲

で地面を突いて／叩いてまわって餅などを貰う。

その背景には農神／田の神が田からあがる信仰が

あり、大根畑に入らぬ禁忌を伴い、炉開きもこの日

を境にするということになろう。なお、「亥の子石」

については後述するが、直径 30 cm前後の丸みを帯

びた石が多い。この石にも様々な呼称があり示唆

に富むものも多いが、拙稿では「亥の子石」で統一

表記する。この亥の子石に数本の縄を取り付けて

子どもたち数人で持ち上げて地面を突く。数人で

タイミングを合わせて持ち上げなければならない

ため、亥の子唄と呼ばれる独特の唄を伴うことが

多い。例えば、「亥の子、亥の子、亥の子餅掲いて、

祝わん者は鬼生め、蛇生め、角の生えた子産め」と

いった具合である。

こうした姿を念頭におきつつ、各地の亥の子を

概観してみると、十日夜系行事に接する千葉県や

東京都、埼玉県では、両者の混在／折衷的なものが

みられる（詳細は後述）。また、山梨県までは十 H

夜の名称が顕著で、行事日も 10 月 10 日が多いが、

静岡県から愛知県、岐阜県にかけては 10 月亥の日

に行う亥の子が次第に多くなる。ただし、十 H 夜系

行事でもみられた藁鉄砲などで地面を叩く行為は

少なく、ほとんどが家々で餅やぼた餅を作って供

える程度である。なお、岐阜県と愛知県の一部には、

11~12 月に山の講といって子どもたちが中心とな

って山の神に餅などを供える刈上げ祭りがみられ

る。

さらに西の三重県に入ると地面を叩く行為がみ

えてくる。三重県津市芸濃町忍田や志摩市志摩町

和具などでは亥の日に子どもたちが藁鉄砲で地面

を叩いてまわった。また、熊野市紀和町和気、熊野

市有馬町、熊野市紀和町楊枝などでは亥の子石に

括りつけた縄を数人で持って地面を突いた。こう

した藁鉄砲と亥の子石の混在を象徴するように、

北牟婁郡紀北町白浦や尾鷲市九鬼町などでは石を

入れた俵で子どもたちが地面を突く亥の子もみら

れた。

近畿地方は、滋賀県、奈良限、京都府、大阪府と

西にいくにつれて、藁鉄砲（あるいはその展開かと

思われる木槌や竹など）で子どもたちが地面を叩

いてまわる亥の子が増えてくる。兵庫県や和歌山

県でも同様であるが、瀬戸内海に面した一部地域

になると亥の子石で地面を突く習俗がみられるよ

うになる。兵庫県赤穂市御崎では初亥の日を亥の

子さんといい、子どもたちが藤蔓をつけた亥の子

石で地面を突く。和歌山県東牟婁郡串本町潮岬の

亥の子でも、手拭いで顔を隠した若者たちが荒縄

をつけた亥の子石で地面を突いてまわり、家々か

ら餅などをもらう。また後述するように、兵庫県の

一部から鳥取県にかけては、亥の子を 10 月だけで

なく 2 月や 6 月にも行うところがある。

鳥取県や島根県では、亥の子石を用いる行事が

次第に多くみられるようになり、瀬戸内側の岡山

貼になると、亥の子石による亥の子が藁鉄砲によ

る亥の子より明らかに多くなる。なお、中には岡山

県和気郡吉永町のように、もとは亥の子石で地面

を突いていた行事を藁鉄砲で地面を叩く形に変え

たところもある。そして広島県、山口県にいくと、

亥の子石で地面を突く行事が圧｛到的に多くなる。

瀬戸内海を挟んで山陽地方と接する四国地方を

みると、徳島県では藁鉄砲で地面を叩く亥の子が

比較的多い。高知県では地面を叩＜／突く行為自

体が少なく、餅を揚いて供える程度である。瀬戸内

側の香川県では亥の子が盛んで、藁鉄砲のほうが

やや優勢のようであるが、藁鉄砲を用いる行事と

亥の子石を用いる行事が混在する。三豊市三野町

のように藁鉄砲と亥の子石を併用しているところ

もある。高松市香川町では藁の桟俵 3 つを軍ねて

縛ったものに数本の綱をつけて数人で地面を突い

てまわっており、藁鉄砲と亥の子石との折衷のよ

うな形をとる。そして同じく瀬戸内側の愛媛県は、

やはり亥の子石を用いる行事と藁鉄砲を用いる行

事が混在しており、相対的には亥の子石の方が多

いようである。また、愛媛県以外については詳細に

調べられていないが、愛媛県だけでみても粟を打

っためのヨコヅチを亥の子右のように用いている

ところ（西宇和郡伊方町釜木、名取）や亥の子石と

同じような形状の木の丸太を用いているところ

（西宇和郡伊方町鳥津、湊浦、川永田）などもみら

れ、藁鉄砲と亥の子石との関係性を考えるうえで

も注意しておきたい。

九州地方をみると、亥の子地帯ではあるものの、

餅を揚いて供えるだけのところが多く、一部に亥
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の子石で地面を突くところがみられ、藁鉄砲で地

面を叩くところはほとんどみられないようである。

年 2 回以上の亥の子

いうまでもなくここでいう亥の H は、 10 月中だ

けでも 2 回ないし 3 回ある。そのため 1 回目の亥

の日を「一番亥の子」「初亥の日」「殿様の亥の子」

「大名の亥の子」「農家の亥の子」、 2 回目を「二番

亥の子」「商人の亥の子」「職人の亥の子」「百姓の

亥の子」、 3 回目を「三番亥の子」「漁師の亥の子」

「町人の亥の子」などといった具合に区別するこ

ともある。全体的には現在は 1 回目の亥の日に行

事を行うところが多いが、かつては 10 月中のすべ

ての亥の日に行事を行ったところも少なくなかっ

たようである。

また、これとは別に年に複数回、亥の子を行うと

ころもある。特に鳥取県から兵庫県にかけての地

域で顕著にみられる。鳥取県では、春 2 月と秋 10

月の 2 回、亥の子を行うところがある。春の亥の子

では田の神が田に降り、秋の亥の子では田の神が

仕事終えて家に帰るといい、大きな餅を禍いて供

え、これを家族でも食した。またこれに合わせるよ

うに、矩撻も秋の亥の子で壺を開け、春の亥の子で

壺を閉めたという。鳥取県西伯郡中山町塩津では、

稲の収穫後の 10 月初亥の日を「戻り亥の子」とい

って田の神が田から家に帰る日とし、玄関に四つ

組の膳を供える。そして 2 月初亥の日を「出亥の子」

といって年神が田の神となって家から田に出ると

いって俵にご馳走を供えた。兵庫県美嚢郡吉川町

でも、春の亥の子を「出亥の子」といって亥の神を

外向けに祭り、秋の亥の子では亥の神を内向けに

祭った。このほか兵庫県の旧播磨の一部では、亥の

日に祀る神を亥の神といって 6 月最初の亥の日に

倉から外に出て、 10 月亥の H に収穫を終えて倉に

戻ると言い伝え、その際は枡に入れた 12 個の餅（閏

年は 13 個）を箕に入れて臼の上に供え、神棚にも

俵形に握った小豆飯 7 個を供える。さらに兵庫県

には丹波篠山市小原のように、 2 月、 6 月、 11 月

と計 3 度の亥の日に行事を行うところまである。

ちなみに、 6 月の亥の日に行事を行う事例は全

国的には多くないが、それでも何らかの民俗的な

意味があったようで、兵庫県多可郡加美町松井庄

あたりでも、亥の子といえば 6 月士用前の亥の日

に行う田植え終いの田祭りを指し、三重県の一部

でも 6 月士用の亥の日に虫送りを行い、火の点い

た松明をもって田をまわり、家々では田の神を祭

って赤飯などを供えた。
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要するに、日本列島のごく一部地域ではあるも

のの、 10 月の亥の子のほかにも 2 月や 6 月など年

2 回以上、亥の子を実施する事例があり、ここから

後述する田の神／山の神の交代／去来も看取でき

る。

アエノコト系行事

十日夜系行事と亥の子の分布域から外れて局地

的にみられる刈上げ祭りにアエノコト系行事があ

る。アエノコトとは、石川県能登半島にみられる刈

上げ祭りのことである。 11 月 5 日前後に主人が田

から家に田の神を迎え、風呂に入れてご馳走をし

てもてなす。年が明けて 1 月 9 日前後に再び風呂

に入れてご馳走をして田に送り出す。類似の行事

は富山県にもあってオエビスサマと呼んでいる。

福井県越前市余田町などで 12 月 5 日前後に行われ

る集落単位の田の神祭、アイノコトも関連する行

事であろう。これらをアエノコト系行事とすると、

アエノコト系行事の地域では十日夜系行事も亥の

子もほとんどみられない。この地域に十日夜系行

事や亥の子がみられない理由に浄士真宗の報恩講

の代替が指摘されることもあるが（宮本 1951) 、併

せてアエノコト系行事の分布も少なからず関連し

ているのではないだろうか。

丑の日祭り

いっぽう、亥の子地帯の中に局地的にみられる

刈上げ祭りに、先に触れた山の講（岐阜県・愛知県

の一部）のほかに丑の日祭りがある。

丑の日祭りは、亥の子地帯の中に含まれる幅岡

県から佐賀県にかけての北部九小卜1 にみられる。お

丑様、丑の日様、丑の日節供などともいわれ、 11 月

丑の日にこの行事を行っている。稲刈りの時、数株

の稲株を意識的に刈り残しておき、 11 月丑の日に

なると家の主人がこれを刈り取る。そして「重たか、

軍たか」などと言いながら重そうな格好をして家

まで運んだ後、その稲株を箕や枡に入れ、上間にお

いた臼の上にあげ、これに餅や大根、御神酒などを

供えるのである。この日は、「田の神様の上がり日」

といわれ、田の神が田から家へ、あるいは田から天

へと赴く日と解されている。なお、これらの地域の

中には、 10 月亥の日に亥の子と称して餅を揚いて

供え、その一方で丑の日祭りも行うところもある。

福岡県糸島郡志摩町では、稲の収穫後の 11 月丑

の日、家の主人が田に刈り残しておいた稲株 12 株

をオオクという担い道具に刺して「軍たか」などと

いいながら家に戻る。そして田作りの神といって

いる台所の荒神にそれを供える。この日は「丑ドン



ー 34 ー

第 2 章 愛媛県の祭り・行事

が田作りから帰る日」とされている。そして年を越

して 2 月初丑の日を「出丑」といい、田作りの神が

田に出るとして、上間に敷いた筵に箕を置いて餅

と御神酒を供えた。

佐賀県下でも 11 月の丑の日を入丑、 2 月の丑の

日を出丑というところがあり、小城郡北山村では、

両日とも田の神を祭り、臼に箕を載せて供物をあ

げた。この箕は、入丑のときは家に入る形に、出丑

のときは家から出る形に置く。また、入丑のときに

刈ってきた稲は出丑までとっておいて牛に食わせ

たともいう。

なお、九州地方には鹿児島県の一部で 10~11 月

に田の神像を祀って餅などを供える田の神講も分

布している。その中には亥の日や丑の日に行うと

ころもあり、広く亥の子地帯の中に含まれている

こと、また北部九小卜1の丑の日祭りとも関係してい

ることを示唆していよう。

十日夜系行事と亥の子のあいだ

以上のように日本列島の民間の刈上げ祭りを概

観してみると、おおよそ図表 2 のようになろう。ざ

っくりとした図表ではあるが、東北地方に①三九

日があり、ここに接続しつつも取り囲むように関

東地方を中心とした十日夜系行事がある。②「＋日

夜」という行事名だけでみると、栃木県・茨城県か

ら埼至県・群馬県、そして山梨県・長野県、新潟県

の一部に分布し、行事日 (10 月 10 日）でみれば、

茨城県北部から栃木限にかけての③地神祭・ムジ

ナブチ、長野県北部から群馬県、新潟県、栃木県の

一部の④案山子上げ、長野県・群馬県・栃木県、新

潟県の一部から東北地方までの⑤大根の年取りな

どがある。これらをまとめて十日夜系行事とすれ

ば、その分布域は東日本のほぼ全域に及ぶ。この十

H 夜系行事の西に接続するのが⑥亥の子で、その

分布域は関東地方の一部から九州地方までと西日

本一帯に及ぶ。いっぽうで十日夜系行事と亥の子

の希薄な北陸地方に⑦アエノコト系行事があり、

亥の子地帯の中に局地的に岐阜県・愛知県の一部

の山の講、北部九州の⑧丑の日祭り、鹿児島県の⑨

田の神講がある。

これらの刈り上げ祭りをみると、餅を禍いて供

えたり食べたりする習俗は、基盤としてほぼ全国

に共通してみられる。しかし、地面を叩＜／突くと

いう習俗は、図表 3 のように十日夜系行事と亥の

子のみにみられ、十日夜系行事では葉鉄砲で叩く

習俗のみが、亥の子では藁鉄砲で叩く習俗と亥の

子石で突く習俗の双方がみられる。また、亥の子で
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三九 H

十日夜系行事／十日夜

十日夜系行事／地神祭・ムジナブチ

十日夜系行事／案山子上げ

十日夜系行事／大根の年取り

亥の子

アエノコト系行事

丑の H 祭り

田の神講

図表 2 日本列島の刈上げ祭り
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図表 3 藁鉄砲と亥の子石の主な分布域

は、藁鉄砲で叩くほうが広く分布し、亥の子石で突

くほうは瀬戸内海沿岸に集中する。

以上のようにまとめてみると、結局のところ、

（北海道と奄美・沖縄を除く）日本列島の刈上げ祭

りは、大きく東の十日夜系行事と西の亥の子とに

二分されるという従来の説を改めて裏付けること

ができる。

そうなると、次に問題となるのは、十日夜系行事

と亥の子との境界／交わりであろう。なぜならそ

うした境界／交わりが局地的に分布するような刈

上げ祭りの理解にも関わると思われるからである。

これについては関東地方の諸都県のうち、茨城限・

栃木県・群馬県・埼玉県は十日夜系行事、千葉県·

東京都・神奈川県は亥の子とされてきたが、実際は

10 月 10 日に亥の子を行ったり、逆に十日夜の唱え

言の中に「亥の子」の詞がでてきたりと、千葉県や

埼玉県で複雑に混在しており、それが新潟県まで

のびている。例えば、埼玉県南部には、十日夜に「＋

日夜、十日夜、亥の子のぼたもち生でもよい」と唱

えるところまである。また埼至県川越市には、 10 月

10 日の十日夜を「田亥の子」とも称して稲作儀礼

を行い、その前日の 9 日夜を「九日夜（ここのかん

や）」とか「陸亥の子（おかいのこ）」と称して畑作

儀礼を行うところがある。埼玉県北足立郡伊奈町

小貝戸区でも、 10 月 9 日夜を十日夜といって子ど

もたちが藁鉄砲で地面を叩いてまわるいっぽうで、

この日に家々で作るぼた餅は「亥の子ぼた餅」とい

う。埼玉県比企郡都幾） 1|村でも、 10 月 9 日を亥の

子、翌 10 日を十日夜といい、 9 日の亥の子には亥

の子餅と呼ぶぼた餅を作って稲束の上に供え、子

どもたちが薬鉄砲で地面を叩いてまわり、 10 日の

十日夜には饂飩を稲束の上に供えた。埼玉県秩父

郡でも、 10 月 9 日を亥の子といって 11 個の亥の子

餅を作って供え、屋外では男子が藁鉄砲で地面を

叩いた。しかもこの時の唱え言には「＋日夜のお祝

いに」という詞が入る。基本的には十日夜系行事の

多い埼玉県であるが、このように亥の子との混在

が明確に認められ、中には埼玉県入間郡越生町小

杉や深谷市黒田のように、 10 月亥の日に家々でぼ

た餅を作って神棚に供え、この行事を亥の子とい

っているところもある。

逆に千葉県は、総体的には 10 月亥の日に亥の子

といって餅を揚くところが多いが、そのいっぽう

で亥の子と称しつつも期日が 10 月 10 日であると

ころもある。君津市では、先の川越市と同様に 10

月 10 日を「田亥の子」、前 H の 9 日夜を「陸亥の

子」といったり、 10 月 14 日や 26 日を「亥の子正

月」と称して新米で変わりものを作って食したり

するところがある。千葉県銚子市名洗町でも「亥の

子祭り」といえば、 10 月 10 日の晩に餅を揚き、牡

蠣殻を入れた桟俵を担いで家々をまわる行事をい

った。

これが新潟県にいっても、例えば、南魚沼郡塩沢

町では 10 月 10 日を亥の子祝いといって餅や蕎麦

を供えた。新潟県は亥の子と十日夜系行事が混在

するとともに、亥の子については 10 月亥の日に行
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うところと、亥の子（インノコ）正月と称して 2 月

1 日に行うところがある。

亥の子の歴史と十日夜系行事との関係

拙稿での中心テーマである亥の子の起源は、必

ずしも詳らかでない。ただ、 10 月亥の日に餅を禍

いて食べる習俗は、中国大陸からもたらされたも

のとされている。中国では、もともと三元の 1 つで

ある下元、つまり 10 月 15 日が祭日であったが、

10 月が干支では「亥」にあたることから（冬至の

ある 11 月を「子」として順に数えると、 10 月は

「亥」となる）、 10 月＝亥月の亥の日の亥の刻（午

後 9 時～11 時）に餅を食べると病気にならないと

いう習俗が生まれたという。北魏の農書『斉民要術』

をはじめ、 10 月亥の日に餅を食べると病気に罹ら

ないと記載した嘗もいくつかみられる。なお、この

餅は、大豆、小豆、大角豆、胡麻、栗、柿、糖の 7

種を混ぜたものであったとされる。

いっぽう、日本列島でも、もともと四季の運行や

月の満ち欠けと生産工程に合わせた収穫儀礼が 10

月 10 日頃に行われており、ここに中国から入って

きた上記の知識が上嘗きされたようである。『政事

要略』に貞観年間 (859~877) 、初亥の日に餅を献

ずることが記載されており、『宇多天皇御記』の寛

平 2 年 (890) 2 月 30 日の条にも「＋月初亥餅等、

俗間行来以為歳事、自今以後、毎色弁調宜供奉之」

とあり、 10 月初亥の日に色餅を作って天皇に献上

することを歳時の 1 つに加えるようになったとあ

る。これ以降、 10 月亥の日に内蔵寮から天皇に新

米で揚いた餅が毎年献上されるようになった。つ

まり、平安時代、まず宮廷・貴族に 10 月亥の日に

餅を揚いて贈る習俗が定着した。また室町中期の

『下学集』には、猪が子をたくさん産むことにあや

かって、女性が亥の日に餅を贈り合う習慣がある

とも記されており、この餅を食べると子宝に恵ま

れるとされていたようである。中世には武家の間

でも餅を揚いて贈答し合うようになったらしく、

この餅は、玄猪（げんちょ）、御厳重などと記され、

特に現在の大阪府豊能郡能勢町から宮中と幕府に

献上された餅を「能勢餅」といった。これが近世に

入ると民間にまで伝わったようで、近世末の江戸

の風習などを著した『江戸府内絵本風俗往来』にも

10 月初亥を「玄猪の祝」として武家や町人が餅の

贈答をしたと記されている。

こうした亥の子の成立に関連して、坪井洋文は、

民間では月の満ち欠けを頼りに 10 月 15 日の満月

に行事をしていたものが、暦の知識や仏教的な要

素が人る中で次第に現在のようになったと推論し

（坪井 1959) 、柳田國男も関東地方を中心とした東

日本で 10 月 10 日が重要な祭日であることを確認

したうえで、西 H 本の亥の子について、年によって

農作業の進捗は異なるから 10 月 10 日という特定

日に固定するより、月に 2~3 回ある亥の日にす

るほうが適当だったといい、 10 月 10 日→10 月亥

の日への変遷を推定している（柳田 1969) 。

先にもみたように、東日本の十日夜系行事の期

日、 10 月 10 日は月の満ち欠けを背景に設定された

可能性が高く、そこに後に中国からの亥の日／玄

猪の知識が入ってきた結果、西日本には亥の子が

波及・定着し、十分に波及しなかった東日本では十

日夜系行事が分布するようになり、その水際が埼

宝県や千葉県、新潟県での混在となって表出して

いるのではないだろうか。

加えて、注目すべきは地面を叩＜／突く行為の

分布である。亥の子石で突く行為は亥の子に限定

されており、しかも瀬戸内海沿岸に集中する。また、

藁鉄砲で叩く行為は、十日夜系行事と亥の子の双

方にみられ、十日夜系行事では埼下県を中心とし

た関東地方にほぼ限られ、亥の子では中国・四国地

方を中心に近畿地方から九州地方の一部に限られ

ている。要するに列島全体でみた場合、中部地方が

地面を叩く行為の空白域となっている。こうした

分布になっている理由は定かではないが、総体と

してみれば藁鉄砲で地面を叩くほうが先にあり、

亥の子石で突くほうが後から生まれたことは概ね

間違いないのではないだろうか。宮本常ーも自身

が経験した山口県周防大島での亥の子を紹介する

中で藁鉄砲からゴーレンという亥の子石への変化

を記している（宮本 1951）。ただし後述するように、

近年の少子化の影署により複数人で突く亥の子石

から個々人で叩く藁鉄砲に変化した事例もみられ

る。また先にも触れたように、藁打ち用のヨコヅチ

を用いたり、亥の子石と同形の丸太を用いたりと

いった事例もあり、亥の子石や藁鉄砲以外のもの

にも注目しながら変化という面から十日夜系行事

や亥の子を再検討する必要があるだろう。

また、藁鉄砲にしても亥の子石にしても地面を

叩＜／突くのはほとんどの場合、子どもたちであ

る。柳田國男は、子どもたち複数人で調子を揃えて

叩くのがとても面白かったと自身の経験も交えて

回想しており、その面白さを背景に大人から子ど

もへと担い手を変えることで今日まで受け継がれ

てきた可能性を指摘する（柳田 1969）。これを受け
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て坪井洋文もかつては若者の行事であったものが

後に子どもの行事になったといい、地面を叩く行

為は本来、田の神の去来／出現の音を表していた

が、子どもが関与することでそうした意味も次第

に薄れていったという（坪井 1959) 。

亥の子と大根

次に亥の子の特色について十日夜系行事にも留

意しながら整理してみる。十日夜系行事には大根

の年取りに代表されるように大根を雷視すること

が多いことはすでに触れた。同じように亥の子で

も大根（あるいは二股大根）を恵比須・大黒や神棚

などに供えたり、この日に大根畑に入ることを忌

むところは多い。山陰地方の一部の亥の子の唱え

言には、「亥の子の神は、恵比須さんの横にいて、

五月に田の神となって外に出て、七月に田に入り、

八月に畑に入り、十月に大根畑にいく」と唱えると

ころもある。山口県山口市阿東嘉年開籠の熊野神

社は亥の子の神さんあるいは農神さんといわれ、

人々は 10 月亥の日に家で豊作であった作物と大根

2~3 本をもって参詣する。広島県庄原市東城町

帝釈地区では、亥の日は大根が割れるといい、大根

の収穫はこの日以降とされており、東城町塩原で

は、亥の日に大根畑に入って大根を抜いてはいけ

ないといい、もし抜いてしまって大根が折れる音

を聞くと死ぬといわれる。和歌山県伊都郡かつら

ぎ町天野の亥の子でも、子どもたちが藁鉄砲で地

面を叩くとともに、家々では大根と大根飯、柚子を

載せた箕を亥の神様へ供え、大根飯を食べる。島根

県太田市仁摩町馬路の亥の子では、子どもたちが

藁鉄砲で地面を叩くとともに、家々では風呂吹き

大根に味噌をつけて食べる。愛媛県宇和島市吉田

町裡町では、亥の子で宿の祭壇に葉付きの大根を

供え、翌日はその大根を地面において亥の子石で

突き潰す「大根突き」を行うという。これらの事例

からは亥の子にも大根の収穫儀礼としての意味が

あったことがわかる。

亥の子と田の神の去来、あるいは来訪神

冒頭述べたように亥の子は刈上げ祭りの 1 つで

ある。いうまでもなく刈上げ祭りでは収穫に感謝

するとともに稲作の終了を意味する。従って、春か

ら稲作を見守ってくれた田の神に感謝し、田から

あがってもらう意味も含まれている。＋日夜系行

事の案山子上げなどは、まさに田の神の依代ある

いは化身としての案山子を田から家に迎えている。

田から家に田の神を迎えてもてなすアエノコト、

刈り残した稲株を家に運ぶ丑の日祭りなども同様

第 2 章愛媛県の祭り・行事

のわかりやすい例といえよう。

亥の子についても、例えば兵庫県の丹波山地南

部では、 10 月亥の日に案山子を祭って小豆餅と白

餅を供える。また鹿児島県加世田市山田では、 10 月

亥の日に新米で亥の日餅をつくつて苗代田に飾る。

これを烏が取ると田の神が受け取られたといい、

田の神はこの餅を担いで山に帰り、翌年 3 月の偶

数日の暖かい日に烏を連れて降りてくるという。

岡山県真庭郡落合町余河内には亥の子山という山

があり、ここに作神としての亥の子神を祭る祠が

あった。亥の日には子どもたちがここに籠った後、

亥の子石を降ろしてきて家々を突いてまわった。

京都府南桑田郡千歳村や兵庫県多紀郡日置村では、

亥の日に田の案山子を家に持ち帰って家の前の適

当な場所に安置し、小豆餅と白餅を供える。岡山県

久米郡大井西村でも、各村落で山頂に亥の子様と

呼ぶ小祠を祀ってあり、亥の日には子どもたちが

ここに登って亥の子石と御幣をもらってきて家々

を突いてまわる。岡山県勝田郡勝田町では 11 月の

初亥の日に亥の子の神が田から帰ってくるといっ

て亥の子餅と呼ぶ丸餅を新米で掲いて鉢に入れて

床の間に供える。亥の子の神は田の神で、餅がない

と機嫌が悪くなって翌年不作になるという。さら

に兵庫限や山口県愛媛県の一部では、収穫の際、

稲を数株刈り残しておき、亥の日にこれを刈り取

ってきて家の神棚に新米とともに供えるところも

あった。稲を家に持ち帰る時、愛媛県周桑郡ではわ

ざと軍そうな身振りをする家もあったという。い

ずれも亥の子で田の神を田から家に迎えたり、天

や山に送ったりするもので、その際には餅や大根

などを供えた。このように田の神が田からあがっ

て家や山などに帰るという言い伝え、その様を行

事に反映させている亥の子も少なくない。

ここには見方を変えれば来訪する神の姿を認め

ることもできる。鹿児島県の薩摩半島の先端部で

は、亥の日に子どもたちが田の神となって田畑か

らやってきた体で家々を訪問し、餅を貰って歩い

たというし、同じ鹿児島県には 10 月亥の日に田の

神舞を行うところもある。これは有力な家の下男・

下女が蓑を着て甑の底を頭に被り、飯匙を手に持

って舞うもので、主家で舞い終えると親類の家な

どを訪間して舞い、家々は彼らに餅を与えたり、水

を掛けたりした。このように来訪神的要素を明確

に見せている亥の子も各地にみられる。

ほかにも兵庫県加古郡では、 10 月亥の日の夜、

仮面をつけてオコソ頭巾で頻を包んで女装した若
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者が一升枡の底を叩きながら家々を訪れ、亥の子

餅を貰い歩き、これをコトコトといった。香川県の

小豆島でも、 10 月亥の日の晩、若者が家々を訪問

した。「カイグリ、カイグリ、祝わっしゃれ」とい

いながら訪問先の家の戸をガタガタ鳴らし、 2 本

の大根を入れた桶を持ち込んだことから、これを

ガタガタといった。小豆島には、子どもたちが藁鉄

砲で地面を叩きながら家々をまわる時、家の玄関

に桶を投げ込んで「餅ひとつ祝わんせ」と唱えて桶

に餅を貰う行事や、 10 月亥の日の晩に若者が三味

線を弾きながら家々をまわって餅を貰い歩くケタ

という行事もあったという。また、高知県吾川郡い

の町越裏門では、 10 月亥の日に餅を棉くほか、若

い男女や子どもたちが頬かむりや仮装をして「亥

の子、亥の子、亥の子を祝うておーせ」と唱えなが

ら家々をまわり、餅や干柿を貰って歩いた。そして

佐賀県唐津市七山の大白木地区でも、 10 月初亥の

日（現在はそれに近い土曜日）の晩、トビトビと称

する来訪神系の行事が行われる。子どもたちがワ

ラトビという円錐状の薬蓑風の着衣を被り、家々

を訪間する。家々では伏せた臼の上に田の神への

供物をあげており、子どもたちは「トービトビ、ト

イトイトイ」などと唱えながら供物を素早く奪っ

て去っていく。収穫への感謝と子どもの成長を祈

願して行われるとされている。

改めて考えてみれば、藁鉄砲で叩いたり、亥の子

石で突いたりする亥の子では、子どもたちが家々

を訪間しているとみることができ、その際、家々か

らお金や餅などをもらうことも多い。そうした祝

儀があると「この家繁昌せい」「金持ちになれ」な

どと祝言を述べ、逆に祝儀がないと「貧乏になれ」

などと悪口を言うこともある。つまり、子どもたち

が必ずしも仮装などはしていないものの、来訪神

的性格を帯びながら行事を行っていることがわか

る。亥の子にとって来訪神的性格は重要な要素の

1 つであったといえ、その背最には田からあがっ

た田の神の去来／歓待があったとみるべきだろう。

藁鉄砲と亥の子石ーその分布と意味

十日夜系行事と亥の子との共通点としてあげら

れるのが地面を叩＜／突く行為である。ただ先に

も触れたように、ここには明確な地域差もみられ

る。十日夜系行事に亥の子石はみられず、亥の子に

は藁鉄砲と亥の子石の双方がみられる。加えて、亥

の子では藁鉄砲の分布域が亥の子石よりも広く、

亥の子石は瀬戸内海沿岸に集中している。柳田國

男も、幼少の頃（兵庫県神崎郡福崎町）の亥の子の

思い出に触れつつ、兵庫県では藁鉄砲が多く、西に

いくと次第に亥の子石になると指摘する（柳田

1969）。こうした分布から藁鉄砲が先で、亥の子石

が後ではないかと概ね推察されるが、それぞれの

元の意味は異なるようである。

写真 1 亥の子石と藁鉄砲

藁鉄砲には音がよく嗚るようにと芋がらなどを

中に入れることも多い。つまり、藁鉄砲は何かを入

れる機能も有しており、原型は薬也であったこと

が容易に想像つく。藁也は、藁を主材料にして作ら

れた包みの総称であるが、特に藁を束ねて作った

細長い包みを指すことが多い。通気性が良く、衝撃

にも強いことから保存に優れた容器であった。実

際に十日夜系行事や亥の子には藁也を用いるとこ

ろもある。群馬県多野郡神流町小平では、 10 月 10

日の十日夜に、「十日ダゴ」という団子を作って藁

包に 2 つずつ入れて供えた。ここでは藁鉄砲で地

面を叩く行為はない。長野県伊那市高遠町山室で

も、 10 月 10 日の十日夜に、二段軍ねにした餅を薬

包に入れて供える。ここでは藁鉄砲で地面を叩く

行為もある。また、愛知限豊田市夏焼町では、 10 月

亥の日の亥の子に、ぼた餅を入れた薬芭 12 個と稲

株 12 株を入れた藁芭を田の畔に供えた。群馬県佐

波郡境町や北群馬郡榛東村でも、 10 月 10 日夜、田

から家に運んだ稲積や藁鳩の上に丸餅を入れた藁

巷を供えた。さらに鹿児島市外伊敷村小山田では、

亥の日に作った餅を藁庖に入れてイボタの木に掛

けて田に立てた。宮崎県阿多村宮崎でも、亥の日に

作った餅を 3 個藁巷に入れて田の神像の肩にかけ

た。こうした事例から、坪井洋文は、藁鉄砲がもと

は供物を入れるための藁包であり、それが神出現

の音を示すアイテムヘと展開したものと解してお

り（坪井 1959) 、小川直之も、子どもたちが藁包を

もって家々をまわって供物を集めていた行為と、
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何かで地面を叩く行為が習合したのが藁鉄砲で地

面を叩く行事ではなかったかと、その成立の可能

性を探っている（小川 1999)。先に触れた栃木県河

内郡での十五夜や十三夜、栃木県下都賀郡富山村

での十五夜で、叩き終わった藁鉄砲を柿の木など

に吊るすのも、藁包を供えていた名残りといえる

かもしれない。

なお、秋田県から山形県、新潟県、宮山県にかけ

て、この藁鉄砲とそっくりのものを菖蒲の葉を束

ねて作り、端午の節供の際、子どもたちが叩いてま

わる菖蒲叩きもあるが、論点が散漫になることか

ら拙稿では触れない。

これに対して、亥の子石は、御幣を立てたり、祭

壇に祭られたりする事例も多く、広島県福山地方

では、刈り取り後の田から掘り起こした石を洗い

浄めて当番の家の床の間に安置して供物をあげて

から亥の子石として用いたところもある。これら

のことから、亥の子石には神の依り代、あるいは御

神体としての意味があったことがわかる（坪井

1959) 。亥の子石は、亥の子様、ジンゴ石などと呼

ばれるほか、ゴーリン石、ゴーリンサンとも呼ばれ

る。「ゴーリン」は、「降臨」の意と解され、その意

味では田の神が降臨してくる H 印としての石とみ

ることもできるほか、五輪塔の「五輪」とも解され、

実際に愛媛県西宇和郡伊方町二見では、五輪塔の

一部を亥の子石として用いていたともいう。

藁鉄砲の後に亥の子石が生まれたことを象徴す

るように、岡山県邑久郡豊原村円定寺では、 10 月

亥の日の夜、縄で括った石で道路を突きまわると

同時に、藁を束ねたボテリンコウというもので

家々の庭を突いてまわる。また、香川県高松市香） 11

町では藁の桟俵 3 つを重ねて縛ったものに数本の

綱をつけて数人で地面を突いてまわっており、両

者の過渡期あるいは折衷のような形をとる事例も

点々とみられる。先に触れた愛媛県での藁打ち用

のヨコヅチや、亥の子石と同形の丸太を用いる事

例なども合わせて、藁鉄砲と亥の子石との関係は

さらなる実証的な検討が必要といえよう。

薬鉄砲にしても亥の子石にしても地面を激しく

叩＜／突く行為をみせる。これは、いわゆる反閑と

同様に、悪霊を鎮めて邪気を払い、土地の精霊に活

力を与える呪術的意味合いが強いといえよう（柳

田 1969) 。と．同時に、坪井洋文もいうようにその音

は「訪れ（おとずれ）」であり、田の神が立ち現れ

る時空を演出しているともいえる（坪井 1959) 行

事名を「亥の子突き」というところもあることから、
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地面を叩＜／突く行為は亥の子にとって極めて重

要な要素であったことは間違いないだろう。

季節の変わり目

もう 1 つ言及しておきたいのが、これらの行事

の年中行事全体の中での位置づけである。 10 月 10

日や 10 月亥の日が農耕の区切りであることはすで

に述べたが、同時にそこには季節の変わり目、 1 年

の節目としての意味もあったようである。季節の

変わり目を象徴するのが、亥の子の日を目安に矩

撻を出す、炉を開けるという言い伝えで、亥の子地

帯に広くみられる。

また、長崎県の五島列島の小値賀島では、 10 月

10 日は秋と冬の境で、この日が晴れれば、その後

の 1 年間は晴れが多いといっており、この先の 1

年を占う日にもなっていた。そのためか福岡県柳

J I| 市では亥の日を年の始めといって餅を禍くとこ

ろもあり、長崎県壱岐や鹿児島県では、亥の子を

「亥の子節供」と呼んでいるところもあった。

こうした季節の変わり H 、 1 年の節目といった

点に注意するならば、これらの行事に来訪神的な

要素がみられるという先にみた点も必然的なこと

であったといえよう。

愛媛県の亥の子の特色

愛媛の亥の子

では愛媛県の亥の子についてみてみよう。全国

的にみると愛媛県は亥の子地帯の、それも山口県

や広島限と並んでゴーリンサンなどと呼ぶ亥の子

石を用いる地帯の中心地ともいえる。例えば、宇和

島市津島町上横では、子どもたちがトウドウサマ

という小さな御堂を飾って福の神を祀り、もぐら

の害を防ぐためといって家々の庭を亥の子石で拗

いてまわった。松山市中島町二神でも青年たちが

亥の子石を突いてまわる大亥の子、少年たちが亥

の子石を突いてまわる中亥の子があり、青年たち

はもらった祝儀で酒を飲んだ。

ゴーリンサンなどと呼ばれることの多いこの石

の神聖性（神の坐、あるいは依代としての性格）は

顕著で、使う際にはきれいに洗い浄めたり、祭壇に

祀ったりすることが多い。松山市中島町沖和地で

は亥の子石に御幣を立てている。当然、亥の子石を

足蹴にしたり、跨いだりすることも忌まれ、亥の子

で突いた穴を踏むことも忌まれることが少なくな

V ヽ。

ただ、県域でみても亥の子石が総体的に多いよ

うであるが、いっぽうでボテ、ホテなどと称する藁

鉄砲もそれなりにみられる。例えば、新居浜市別子
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山瓜生野では、 10 月初亥の日の亥の子に家々で亥

の子餅や団子を作り、子どもたちが藁鉄砲で家々

の門口を叩く。北宇和郡鬼北町中之川でも亥の子

に子どもたちが藁鉄砲で地面を叩いてまわり、

家々では鮨を作って近隣に配る。

『愛媛県史』などによれば、松山市を中心に北部

の旧北条市、越智郡、島嶼部は亥の子石、東予の周

桑郡以東は藁鉄砲、松山市南部の伊予郡、伊予市は

亥の子石、南予の喜多郡、宇和島地方も亥の子石、

松山市東部の温泉郡重信町、川内町、上浮穴郡など

は藁鉄砲が多いという（愛媛県 1984）。これを地図

で表せば、概ね図表 4 のようになるだろう。とはい

え、実際には近接した地域で両者が混在している

ところもあり、西条市丹原町鞍瀬の保井野地区で

は、 10 月亥の日の亥の子に、子どもたちが薬鉄砲

で地面を叩いてまわり、家々から餅やお金をもら

うが、隣接する下影地区ではゴーリンサンという

亥の子石を用いる。また今治市には、地区内の東が

藁鉄砲を、西が亥の子石を用いるところもあると

V ヽう。

こうした地面を突＜／叩く亥の子には亥の子唄

がつきものである。愛媛県の亥の子唄は多様であ

る。『愛媛県史』では、これらの亥の子唄を数え歌

型、呪誼型、物語風の 3 つに分ける（愛媛県 1984) 。

それによると、数え歌型は「おいのこさんという人

は、一に俵踏まえて、二でにつこり笑うて、三で酒

作って、四つ世の中良いように、五ついつもの如く

なり、六つ無病息災に、七つ何事ないように、八つ

屋敷を広げ建て、九つ小蔵を建て並べ、十でとうと

う納めた」といったものである。

呪誼型は、先にも触れた「亥の子、亥の子、亥の

子餅掲いて、祝わんもんは、鬼産め、蛇産め、角の

生えた子生め」といったものである。

物語風は、「今から数えば五百年、頼朝公の時代

亥の子石
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図表 4 愛媛県における亥の子石と藁鉄砲
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にて、日本の武土を皆集め、蛭の小島へ打ち寄せて、

七日七晩腕比べ、ーで義経、二で新田、三で河律の

三郎よ、四で代坂五郎兵衛よ、六つ武蔵の弁慶が、

七つ那須野に、八が嶽、久坂源吾に藤堂や、これよ

り富士の巻き狩りと、仁田の四郎がうち乗って、勇

み進めばよけれども、都に帰りし翌日より、昼は地

震が揺りやかす、夜はおごろが盛り返す、占い祈祷

にかけたなら、十月の十月の亥の日にて、亥の子を

突いて祭るなら、日本国中すまずまと、穏やかなり

と申します」といったものである。この物語風には

数え歌型と呪誼型の双方の要素が歌い込まれてい

るともいえ、その意味では基本はまず数え歌型と

呪祖型があり、それが混在するなかで近世流行し

た文芸などの影警も受けながら派生したのが物語

風と推察されよう。いずれにしても、先に触れた地

面を叩＜／突くことの呪的意味を促進するための

唄であったことは間違いない。

いっぽうで愛媛県内には地面を叩＜／突く行為

を伴わない亥の子もみられる。例えば、宇和島市吉

田町法花津・宮ノ浦・和田の 3 つの組では、亥の日

に餅とお金を集め、そのお金で蝋燭を買う。そして

綱主からもらった引き縄を張って提灯を吊り下げ

た竹の棒を高々と掲げて競い歩く「明かし合い（ア

カシアイ）」をした。また、今治市伯方町北浦では、

初亥の日を正月の事始めといい、米作りに出てい

た正月の神がニワに帰ってくるといって、庭石（藁

打ちをする石）をきれいにし、そのうえに履物を脱

いでおかないようにした。大洲市恋ノ木では、柚子

の酢で鮨を作り、大根を供えて亥の子を祝った。愛

媛県周桑郡では、秋入れといって稲を 6 株刈り残

しておき、亥の日に主人が田にいってこれを刈り

取り、わざと重そうな格好をして担いで戻った。こ

うした事例からは、案山子上げやアエノコト、丑の

日祭りと同じように、農神・田の神を田から迎える

様を読み取ることができるだろう。

亥の子を行う子どもたちと宿

亥の子は、子どもたちが行うことが圧倒的に多

い。しかも多くの場合、単に集まるだけでなく、一

定の秩序をもった子ども集団となっている。これ

を亥の子組などと称する。年齢階梯的な制度のも

と、最年長の子どもが指揮をとり、半ば自治的に連

営されるのである。子ども集団による亥の子は、亥

の子地帯では広くみられるが、愛媛県ではこれが

比較的厳格に意識されているようである。例えば、

宇和島市祝森では 14 歳を大頭取、 13 歳を小頭取、

12 歳をシメヤク（締役）、それ以下をハラブト（腹
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太）といってそれぞれの役割を担った。また、越智

郡玉） 1| 町でも、 14 歳を一番大将、 13 歳を二番大将

とするところのほか、大将組があって年齢順に一

番大将、二番大将、小大将とするところなどもある。

今治市菊間町長坂では、中学 2 年生が大人組（おせ

ぐみ）、中学 1 年生が会計役、小学 6 年生が亥の子

担ぎとなり、最上級の中学 3 年生は「よばれ」とい

ってご馳走に招待された。

こうした子ども集団が利用する場として宿を設

けるのも、愛媛県の亥の子の大きな特色となって

いる。宿は、その年に男子が生まれた家であったり、

新婚や新築の家であったり、大将の家であったり

する。子どもたちは、宿に祭壇を作って亥の子石を

祀り、これに餅や大根などを供え、そこで夕食を食

べたり、泊まったりする。宿であることを示すため

に、当該家の前には親類などから贈られた旗や織

が飾られることもある。『愛媛県史』では、亥の子

での宿の設置は明和年間（1764~1772) 頃からでは

ないかと推定している（愛媛県 1984) 。なお、こう

した子ども集団をベースに昭和 50 年代以降は愛護

班／子ども会が中心となって亥の子を行うように

なり、次第に大人の支援も入るようになってきた

点にも留意しておきたい。

亥の子と誕生祝い・成長祈願

この宿の設置に関連して、愛媛県の亥の子のも

う 1 つの特色といえるのが、行事の中で誕生を祝

い、成長を祈願することである。これは、子どもた

ちが亥の子石で地面を突く行事に付随することが

多い。詳細調査でも取り上げた松山市北条上手内

の亥の子はその典型的な事例である。このほかに

も旧菊間町では、初亥の子と称し、男子が生まれた

家が亥の子の宿を務める。祭壇を作って亥の子石

を祭り、親類も赤や青の亥の子織を贈って生児の

健康を祈る。今治市富田村平山でも、亥の日に子ど

もたちが男子の生まれた家を宿にして亥の子石 3

体を飾り、蜜柑や米などを供え、その後、亥の子唄

を歌いながら亥の子石を突いて家々をまわった。

宇和島市吉田町至津では、恵比寿・大黒の山車を宿

に置き、その年に生まれた子どもの名前を害いた

晒しを短冊で飾った三本の竹の間に吊るす。そし

て、集落の子どもたちが宿を起点に亥の子石で地

面を突きながら家々をまわる。

また、宿は設けないものの、今治市宮窪町浜では、

子どもが生まれて初めての亥の子のとき、新米で

馬追団子と呼ぶ団子を作り、生児を背負って峠の

山の神にこれを供えにいく。越智郡大西町でも、亥
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の子石を突いた穴の一番大きなひび割れの延びた

方向にその年に男児が生まれるといった。八幡浜

市中津川では、 10 月亥の日に亥の子に餅を掲くほ

か、亥の子石を突いてまわり、このとき特に男子が

生まれた家を祝って突くこともある。松山市には、

亥の子に、子どもの生まれた家が亥の子祝いと称

して生児の名を入れた亥の子旗を立て、自宅用に

小さな亥の子石を作って家のカドに飾り、突きに

まわってくる亥の子石を迎えるところもあった。

このような子どもの誕生を祝い成長を祈願する

亥の子は、全国的にみても珍しい。民俗学関連の成

果や辞薔などでも亥の子に関して挺生祝いや成長

祈願に言及しているものはほとんどない。唯一、文

化庁が昭和 37~39 年に全国調査して編んだ『日本

民俗地図 I ・年中行事 I 』の解説で、ところどころ

にみられると一言触れられる程度である。そこに

取り上げられた事例は佐賀貼の 2 つで、亥の子の

とき男子のある家は健康に育つようにと亥の子餅

を掲いて近所や親類に配った（西松浦郡有田町黒

牟田）、猪が子を 12 匹生んで丈夫に育つことにあ

やかって初亥の日に餅を掲いて子どもの成長を祈

った（武雄市） 1| 良）といったものである。このほか、

先に触れた佐賀県唐津市七山の大白木地区のトビ

トビもその目的を収穫感謝と成長祈願としていた。

宮崎県日南市南郷町中村の栄松地区で、初亥の日

に子どもたちが亥の子石を突いて家々をまわり、

「亥の子、亥の子、突いて幸い、祝う人にゃ、男の

子をひんたかせ、祝わん人にや、女の子ひんだかせ、

さんよえ、さんよえ」と唱えるものも、子授けを祈

願するという点で多少関連するかもしれない。

このほか佐賀県に隣接する福岡県にもわずかに

事例がある。宗像市の地島では、崖下に亥の子場と

いうところがあり、亥の日に子どもたちがここに

集まって小屋掛けをする。この小屋には伊勢の御

札を祀り、菊の花を飾り、餅を供えるが、この餅を

1 年以内に子どもの生まれた家が用意することに

なっていた。また、田川郡川崎町では、 10 月亥の

日に子どもが生まれた家が新米で餅を揚いて神棚

に供えたり、親類などに配ったりし、集落の子ども

たちは一番亥の日は男子の生まれた家、二番亥の

日は女子の生まれた家に行って亥の子石で地面を

突いてまわった。ここでは 3 月にも春亥の子と称

して同様のことを行っていた。

いずれにしても誕生祝いや成長祈願を伴ってい

る亥の子はわずかであり、それが愛媛県では顕著

にみられることは大きな特色として注目すべきだ

ろう。こうした性格は、新米で揚いた餅を供えるこ

とを基軸とする刈上げ祭りとしての亥の子にとっ

ては、後付けのものであった可能性が高い。では、

なぜ亥の子にそうした意味の付随するようになっ

たのだろうか。室町中期の『下学集』にもあったよ

うに、猪が多産であることから子宝に恵まれると

いう発想が生まれ、これが収穫祝いと習合したと

いう見方もできようが、いっぽうで『下学集』の記

載の主役は女性であり、男子を主役とする亥の子

との関連性をそれ以上は指摘できない。

いっぽうで愛媛県では、新生児が初めて外出す

るデゾメ（出初め）の際、魔物に憑かれない呪いと

して、新生児の額に鍋墨を付けるなどの習俗がみ

られた。これに関連して、大洲市では宮参り前に外

出するときは「いんのこ、いんのこ」と唱えながら

歩いたとされ、中島町でも新生児が夜間に外出す

るときはイキアイ（行き遭い）という妖怪に遭うと

いって「いんのこ、いんのこ」と唱えて指頭で額の

生え際あたりに墨を付けたという。また、今治市馬

島でもデゾメの時、魔がつかないようにといって

他家の者が「よう来た、よう来た、いんのこ、いん

のこ」と唱えながら鍋墨を付けたという。この「い

んのこ」という呪言は、直接的には「犬の子」を指

すだろうが、音に注目すれば「亥の子」にも通じる

ことから、何らかの関連があったのかもしれない。

また、先の松山市の事例にもあるように、子ども

が誕生して初めて亥の子を迎えるにあたり、当該

家ではわざわざ亥の子石を購入してくるところも

みられる。このことは、生児のお食い初めの際、近

くの河原などから歯固め石と称する小さな石を拾

ってきて御膳の片隅に祭ることにも通じるように

思われる。歯固め石は、生児の成長を見守る産神と

も目されることから、一部の地域の亥の子石にも

同じように産神としての性格がどこかの段階で付

与されたと思われるのである。そのためか、誕生祝

い・成長祈願の亥の子では、藁鉄砲を用いることは

ほぼなく、亥の子石を用いるものに限られている。

そうだとすれば、誕生祝い・成長祈願の要素が亥の

子に加わったのは、藁鉄砲から亥の子右に変わっ

た後の段階であったとも推測される。

おわりに一愛媛県の亥の子の現状と今後

愛媛県で行われてきた亥の子は、極めてバラエ

ティーに富んでいる。全国的にみた場合、今日でも

愛媛県は亥の子を最も盛んに行っている地域の 1

っといってよく、加えて、子どもたちが地面を叩く

／突く行事としての亥の子の中心的地域でもある。
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冒頭で取り上げた件数の多さはそれを示している。

いっぽうで戦後の社会の急激な変化とも相侯っ

て、亥の子自体が消滅してしまったところも相当

程度あったことが予想される。今回の祭り行事調

査では消滅してしまったところについては回答自

体を得られかった可能性が高いわけだが、過去の

報告事例などと照らし合わせると、そうした亥の

子も少なくないことが予想できる。特に家々で餅

を掲いて供えるという刈上げ祭りとしての亥の子

の本質的ともいえる部分は、相当程度行われなく

なってきているようである。

子どもたちが亥の子石や薬鉄砲で地面を突＜／

叩く亥の子も、戦後に教育上の指導などもあって

中断したところがあり、近年では子どもの減少に

よって伝承が途絶えたところもみられる。中心的

な担い手である子どもが急激に減ってきたことが

亥の子の伝承を確実に追い詰めてきている。この

点は、誕生祝い・成長祈願を伴う亥の子ではさらに

深刻で、その年に宿となる家がみつからなかった

りすることもしばしばである。

そうした現実への対応として、幼児にも参加さ

せるなど年齢層を拡げたり、女子も参加できるよ

うにしたりといったことも行われるようになって

きている。近年では、手伝いとはいえ、大人が参加

しているところまででてきている。宿についても、

女子の生まれた家や、集落外の生児に特に縁のあ

る家を宿としたり、集会所などを宿にするように

もなってきている。また、用いる亥の子石を小さい

ものに変えたり、数人で亥の子石を突いていたも

のを藁鉄砲で叩くものに変えたりしたところもみ

られる。亥の子石の場合は一定程度の人数を要す

るが、藁鉄砲であれば極端にいえば 1 人でも行う

ことができる。集まった人数分の藁鉄砲を用意す

れば、一応行事は実施できるのである。

このほか地面が上からアスファルトやコンクリ

ートに変わったことも、亥の子石で突く場合に大

きな問題を生んだ。単に穴が掘れなくなったとい

うだけでなく、地面を破壊する可能性が生じたの

である。このため突く場所に莫茜や座布団、タイヤ、

段ボールなどを敷いて行うようになったところも

多い。逆に亥の子石の代わりに円柱状の木やタイ

ヤ、さらには発泡スチロール製の浮子などを用い

るようになったところもある。これらは、いずれも

時代状況・社会状況に応じて各集落が編み出した

対応策ともいえよう。もちろんかつてとは行事の

意味合いを違えている側面もあるが、そうした点
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も含めて必ずしも衰退・後退とみるべきではなく、

柔軟な対応・変化とここではみておきたい。

柔軟な対応・変化という点でみれば、宇和島市桝

形町の亥の子は、 8 年程前までは亥の日に実施して

いたが、現在は鶴島小学校の学習発表会に合わせ

て行っているという。参加者は、小学 1 年生から中

学生までで、亥の子唄は一曲だけである。桝形町は

近代以降に成立した住宅地であり、亥の子もさほ

ど古い行事ではないが、それ故に学校とのタイア

ップという新たな伝承形態へと柔軟に移行できて

いるのかもしれない。また、愛媛限の事例ではない

が、山口県大島郡周防大島町の沖家室島では、もと

もと子どもたちが行っていた亥の子が子どもの減

少で一度中断し、近年になって大人たちが復活さ

せて行っているという。

こうした事例をみると、地面を突＜／叩く亥の

子には楽しみとしての側面もあったことに気づか

される。特に亥の子石で地面を突く方法について

『愛媛県史』では、綱の根元を持って高く勢いよく

突き上げるネドリ、綱を短く持って石を地面に激

しく叩きつけるカントレといった「技」が紹介され、

そこに子どもたちが独特の興癒を覚えることを指

摘している（愛媛県 1984) 。柳田國男も幼少の頃に

自身が経験した亥の子について、子どもたち全員

でいっせいに薬鉄砲で地面を叩くのがとても面白

かったと回想している（柳田 1969) 。つまり、集団

でいっせいに地面を叩＜／突くという行為には、

ある種の一体感／集団心理のようなものが働くこ

とも少なくなかったようなのである。そのためか

子どもたちは、自分たちの集落をまわり終えると、

隣の集落などにいき、そこで隣集落と亥の子石を

ぶつけ合ったり、突き合いをしたりしたという。そ

こにはある種の競技性さえ内包されていたともい

えよう。

この点で興味深いのが、宇和島市吉田地区で昭

和 48 年から行われている亥の子大会である（以下、

愛媛県教育委員会の調査データに基づく）。これは、

集落での伝統的な亥の子とは別に吉田地区愛護班

連絡協議会の主催で行われる大会で、毎年 11 月前

半の土曜日、吉田地区（吉田小学校区）の各自治会

が一堂に会して亥の子を競う。当初は 30 チーム前

後が参加していたが、年々減少してきており、令和

5 年は 6 チームの参加にとどまった。参加チーム

は、女子も含めた小学生が中心で、当日は大将の家

をヤドとして祭壇を設えて大根や餅などの供物を

し、敷地には笹竹や子どもの名前を記した旗など
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も立てる。そして夕方になると、宇和島市役所吉田

支所に隣接する吉田児箪公園に集合する。法被に

色とりどりのタスキ掛けなどをし、鉢巻やタスキ

にはウラジロを挟んだ子どもたちが（ウラジロは

持参する亥の子石にも挟みこまれる）、紙で決めら

れた順番で審査員の前にでて元気よく亥の子石を

突く。唄は、「お宿の神様」を課題とするほか、各

自治会の得意な唄も自由に歌うことができる。愛

護班会長、商工会長、ライオンズクラブ会長、支所

長、公民館長の 5 名の審査員が、突き方、チームワ

ーク、元気の良さ、礼儀、歌い方の 5 項目で審査し、

優勝、準優勝、敢闘賞、努力賞、熱演賞、パフォー

マンス賞などを授与する。全チームの競演が終わ

ると、全チーム一斉に亥の子石を突く。続いて大人

の 2 チームによる亥の子も行われて盛り上がる。

最後に表彰式があり、子どもたちには菓子も配ら

れる。この大会は、昭和 40 年代に道端が舗装され

て亥の子石を突く場所が減少し、子どもたちが「空

中突き」と称して地面を突かない方法を発案した

ことなどを受けて、亥の子の廃れることを危惧し

た大人たちが、子どもたちに思いっきり地面に穴

を開けさせてやりたいと始めたという。そのため、

当初は賞の中に「穴掘り賞」もあって大会の華とな

っていた。しかし、亥の子石が割れて子どもの頭上

を飛んでいくという出来事があり、安全面を考慮

してこの賞は廃止されたという。いずれにしても、

この大会の存続は、独特の集団心理に基づく「楽し

み」を得られる亥の子の性格を象徴していよう。

愛媛県をはじめ西日本では、かつて亥の子はほ

とんどの集落で当たり前のように実施されていた

可能性が高い。しかし、当たり前すぎるゆえ、文化

財として保護の網を掛けられることも少なく、令

和時代の今、気づいたときにはかなりの数の亥の

子が衰滅しつつある。従って、改めてではあるが、

衰滅した事例も含めて亥の子を悉皆的に調査して

詳細な記録を残す必要があるだろう。そして同時

にその中から必要に応じて文化財指定も検討して

いくべきではないだろうか。それこそが稲作を基

軸に様々な要素を蓄積させてきた亥の子を後批に

「残す」道筋であり、今はそのラストチャンスとも

いうべき時なのではないだろうか。
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第 4 節：人口減少社会における祭り行事の継承

民俗文化財への指定·選択

地域の祭り行事等の伝統行事は「無形民俗

文化財」や「無形文化遺産」とも称され、国内

外でその保護措置を講じる制度が確立されて

いる。世界に目を向けると、ユネスコによる

文化資源の登録事業に「無形文化遺産」があ

る。無形文化遺産は、グローバリゼーション

の進展や社会変容に伴って、衰退、消滅の危

機に直面するといった背景から、 2003 年のユ

ネスコ総会で「無形文化遺産の保護に関する

条約」が採択された。口承による伝統及び表

現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、自

然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸

技術が対象であり、「世界遺産」の記念物、建

造物、遺物などは異なる文化資源である。日

本は 2004 年に条約締結し、 2022 年現在、日本

では「山・鉾・屋台行事」、「来訪神：仮面・仮

装の神々」、「風流踊」などの 22 件が記載（登

録）されている。

なお、ユネスコ無形文化遺産は同じユネス

コによる文化資源の登録事業である「世界遺

産」は別物である。世界遺産と無形文化遺産

の関係は、 1994 年の第 18 回世界遺産委員会

採択の「世界遺産一覧表における不均衡の是

正及び代表性・信頼性の確保のためのグロー

バル・ストラテジー」が一つの画期になって

いる。このグローバル・ストラテジーでは、世

界遺産の登録が地域的、分野的に偏重が見ら

れ、欧州地域における遺産、都市関連遺産及

び信仰関連遺産、キリスト教関連資産の登録

が過剰に偏重していることや、「生きた文化

(living cul ture) 」や「伝統(living

tradition) 」を対象から除外することが指摘

された。その偏重を是正するため、新たに産

業遺産、 20 世紀の建築、文化的景観の分野が

提示され、後にこれらの分野の世界遺産登録

が進むこととなる。そして過去から継承され

て現在なお行われている「生きた文化(living

cul ture）」や「伝統（l iv ing traditi on）」に

ついては、無形文化遺産の登録制度の確立で

対応するという流れとなった。

日本国内で民俗文化財の保護の体系は文化

財保護法に基づき整えられている。この法律

が成立したのは 1950 （昭和 25) 年であるが、

大本敬久

当初は「民俗文化財Jのカテゴリーはなく、

1975 （昭和 50) 年の文化財保護法の改正によ

り、伝統的な町並みである「伝統的建造物群

保存地区」とともに「民俗文化財」が保護の対

象、体系として確立した。衣食住、生業、信仰、

年中行事などに関する「風俗慣習」、「民俗芸

能」、「民俗技術」といった、人々が日常生活の

中で生み出し、継承してきた文化遺産を「無

形民俗文化財」として保護し、そのうち特に

重要なものを国が「重要無形民俗文化財」と

して指定することとなり、 2022 （令和 4) 年現

在、 327 件が指定されている。その中から、ユ

ネスコ無形文化遺産へ、国指定時期の古いも

のから記載したり、「風流踊」等、類似行事を

グループ化して一つの遺産とみなして一括記

載したりする形がとられている。

愛媛県内の重要無形民俗文化財としては、

1981 （昭和 56) 年に宇和島市、鬼北町の民俗

芸能「伊予神楽」が初めて指定され、 2023 （令

和 5) 年に食文化に関する民俗技術として、西

条市の「石鎚黒茶の製造技術」が指定されて

いる。ただし、愛媛では祭り、年中行事、人生

儀礼の「風俗慣習」分野での「指定」はゼロで

ある。「指定」ではなく、同じく文化財保護法

で規定された無形民俗文化財の保護措置であ

る「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗

文化財」へ「選択」された民俗行事は愛媛県内

にもある。村落社会での社会生活の活動団体

組織として、一定範囲の年齢層に属する者が

集団、組合を作り、社会的機能を果たそうと

する年齢集団の階梯であり、子ども組、若者

組、そして隠居制といった習俗である「年齢

階梯制」 (1954 （昭和 29) 年選択、東京・静岡・

長野・石川•愛知・三重•愛媛•徳島・商知・

長崎）や、伊方町の新仏のための盆行事であ

る「佐田岬半島の初盆行事」 (2010 （平成 22)

年選択）がある。今回の愛媛県教育委員会に

よる祭り行事調査事業によって、愛媛県内で

の祭り行事の現況を把握することが可能とな

った。今後の指定・選択・登録に向けて、文化

財調査や研究の取り組みをさらに進めていく

ことが求められる。

民俗文化財の「保護」

「文化財」は文化財保護法という法律名が
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示すように「保護」という用語がよく使われ

る。 1950 （昭和 25) 年成立の日本の文化財保

護法は英訳では Law for the protection of 

cultural properti es であり、「保護」とは

protecti on （プロテクション）と訳される。と

ころが、ユネスコの無形文化遺産は 2003 年に

「無形文化遺産の保護に関する条約」が締結

されて制度が確立したが、英訳では

Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage であり「保護」

= safeguard ing（セーフガーディング）となっ

ている。

ユネスコのウェブサイトのよると「無形文

化遺産は遺産の生きた形であり、不断に再創

造され、我々が我々の実践や伝統を環境に適

応させていくなかで進化•発展していくもの

である。そして「保護 (safeguard i ng)」とは、

通常の意味での「保護(protection) 」を意味

するのではない。なぜなら、これらの言葉は

無形文化遺産を固定されたもの、凍結された

ものにしてしまいかねないからだ。「保護

(safeguard ing)」とは、無形文化遺産の存続

する力を確保することを意味する。すなわち、

その不断の再創造と伝達を確保することであ

る」と紹介されている。無形文化遺産は可変

的な「生きた文化(living cul ture）」であっ

て、無形文化遺産を固定化されたもの、凍結

されたものにしてしまうprotecti on ではな

く、存続する力を確保し、再創造と伝達（伝

承）を確保する、これが無形文化遺産での「保

護 (safeguard ing)」だというのである。要す

るに、史跡や建造物のような不動産や有形文

化財のように不変で変容、変化を許容しない

保護という立場よりも、文化財が将来にわた

って継続、継承されるための力を確保するた

めの環境を整えていくという立場だといえる。

そして safeguard ingは無形文化遺産条約

の中で具体的に触れられており、

safeguard ingは広義的な意味での「保護」で

あり、「目的」化された用例として使われてい

る。そして「保護 (safeguard ing)」をするた

めの措置、「手段」として「認定」（日本国内で

いえば「指定」や「選択」の制度）、「記録の作

成」（現地調査の上での報告書刊行や映像記録

の制作）、「研究」、「保存」、「保護(protection) 」、

「促進」（広報や普及の取り組み）、「拡充」（行

事存続のための再編成）、「伝承」、「再活性化」

が挙げられている。ここに狭義の意味での「保

護(protecti on) 」も含まれ、変化、変容する

ことなく状態を保つことが前提で、変化、毀

損した場合には修復など具体的な施策を行う

ことが含意されているといえる。このような

protecti on と safeguard ingとの比較から無

形文化遺産、無形民俗文化財の継承を考える

ことも今後は重要だろう。

祭り行事といった民俗は、変容されること

なく、固定化されて継承されるものではない。

もともと祭り行事には、生活を安心•安全に

保ち、地域を豊かにするといった先祖からの

願いや思いが込められており、現在の世代は

無自覚に「古いから守る」という姿勢ではな

く、先人が伝えてきた思いが何なのかを理解

し、同時に現代、そして将来に向けてふさわ

しい行事を、いかに自ら考え、判断し、つくり

出していくのかという視点も重要である。過

去からの固定的な継承ではなく、未来に向け

てどのように継承するかをそれぞれの時代、

世代で考えて実行していく。これが人口減少

社会での無形民俗文化財の保護や活用では重

要な視点となってくるだろう。

人口減少社会の無形民俗文化財

現在、愛媛県内の総人口は 1,334,841 人で

65 歳以上の高齢者人口が 434,279 人。 65 歳以

上人口の割合（高齢化率）は 32.5％となって

いる（数値は 2020 年国勢調査より）。全国の

裔齢化率は 28. 7％であり、愛媛貼はそれより

も麻い数値となっているが、愛媛県内でも都

市部ではなく、中山間地域の自治体では高齢

化率が 40％を超えるところも多くなってきて

おり、高齢化や少子化、人口減少、そして過疎

化によって祭り行事の継続自体が困難な地

域・団体が多くなることがこれまで以上に現

実的な直面する課題となってくる。今後ます

ます深刻な課類として、保護、継承に取り組

んでいかなければならない。

地域で継承されてきた無形の民俗文化財、

伝統行事は、人的な不足や社会環境の変化で

地域自身がどのように対応、対処してきたの

か、愛媛県内の事例を数例紹介しておきたい。

まずは八幡浜市の「真穴の座敷雛」である（写

真 1)。この行事は毎年 4 月 2 日、 3 日に行わ

れる大規模な雛祭りで、初節句を迎えた長女
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の家で、座敷や納届などを 20 畳くらいの広さ

に雛人形や山水風景などを飾りつけして、多

くの縁者や観光客も見学に来るというもので

ある。もともとは穴井地区だけの行事だった

が、少子化で穴井だけでは継続が難しいとい

うことで、対象を小学校区全体に広げ、隣の

真網代、小網代、大釜にも対象範囲を広げて

いる。それでも出生する子どもが少ないとい

うことで、地区出身者で東京や大阪に出た人

も、子どもが生まれた場合に実家で行うよう

に対象を拡大した。この行事は新型コロナ感

染拡大以前には毎年 2~3 万人が見学に集ま

る観光行事にもなっているが、地元真穴とし

ては、初節句の長女がいない年はあえてやら

ない選択をしている。座敷雛は本来、観光行

事ではなく地元の伝統行事であり、女子の初

節句で行うものだから、観光のために形だけ

座敷雛を製作、公開することにはしない。初

節句の長女ゼロの場合、あえて実施しない。

そのような年を設けるということで翌年、

翌々年に開催したり盛り上げたりするモチベ

ーションを高めているという発想でである。

「あえてやらない」という衿持が継承意識を

高めるという事例といえる。

写真 1 八幡浜市真穴の座敷雛

次に八幡浜市の「五反田の秋祭り」での「唐

獅子」（獅子舞）である（写真 2)。この獅子舞

はもともと男子、特に長男だけが演じること

ができたのだが、子どもの数が少なくなり次

男、三男でも参加可となり、そして女子も可

となった。小学校の高学年が演じているが、

女子の方が参加意欲は高くて元気だという傾

向がある。男子は恥ずかしがり屋で声が小さ

い子も多い。女子は表現力豊かで、小学校を
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卒業したあと先輩として顔を出してくれる子

が多いという傾向がある。長男、次男以下と

の差や、男女といった差をどう考えるか、参

考になる事例である。

写真 2 八幡浜市五反田の唐獅子

次に全国的に見て子ども行事として県内全

体で盛んに継承されている「亥の子」行事で

ある。旧暦 10 月の亥の日に子どもたちが家々

の前で亥の子石を揚いて集落をまわる行事で

ある。子どもたちは亥の子唄を歌いながら石

を揚く。「いーちに俵ふんまえて、に一でにつ

こり笑うて、さーんで酒を造って」このよう

に数え歌などを唄いながら、家々を回ってご

祝儀をもらう。この行事の実施、運営は、子ど

も主体である。ところが、少子化で子どもの

代わりに高齢者が亥の子をやり始めた地区が

宇和島市津島町にある（写真 3) 。かつて子ど

もだった商齢者が亥の子を何十年ぶりに揚＜

と、子ども時代を思い出して非常に楽しく、

参加に満足するらしい。ご祝儀も貰えるし、

童心に戻って若返ったというので継続してい

るという事例もある。本来は子どもが実施す

るべき行事だが、病齢者が行っても石を揚い

て家々を祝福するという行事の本義は継承さ

れているといえる。何が「本来」、「本義」なの

かを地元の者が判断して変容させて、年齢の

枠を取り払って継続しているという事例であ

る。また、今後の裔齢社会の中では、地域の中

での居場所を作り、昔を懐かしむことでの認

知症予防、そして体を動かす健康面でも効果

的であり、地域文化を活用した医療、福祉に

も貢献できる可能性が見えてくるのではない

だろうか。
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写真 3 宇和島

市津島町岩淵野

井の大人亥の子

の熾

次に廃村になった地域の祭り行事の事例で

ある。西条市小松町石鎚地区の諏訪神社の秋

祭りでは毎年神社境内で「石鎚の獅子舞」が

奉納される（写真4)。愛媛県を代表する石鎚

山は 1982 メートルの四国最涵峰の山であり、

その麓の集落である石鎚地区は 1970 年代か

ら集団移転事業を機に現在の西条市小松町の

平野部に多くの地区住民が移転をして石鎚団

地が形成され、現在もそのコミュニティが存

続している。石鎚地区自体は 2010 年代には住

民がゼロとなってしまった。しかし、毎年 11

月 3 日に行われる石鎚地区に残されている諏

訪神社の秋祭りに行くと、地区出身者が多く

の人が集まっている。いわば年に一回の同窓

会のようなものといえる。移住した先の石鎚

団地の子どもたちが約 1 カ月間獅子舞を習っ

て、秋祭で獅子舞を奉納するというように、

集落は無住、住民ゼロだけれども、民俗行事

は続いている。つまり、集落の消滅や、過疎

化、高齢化が原因で、必ずしも民俗行事は継

承できなくなるというわけではない。「集落の

消滅」イコール「民俗の消滅」というわけでは

ないという事例である。

写真 4 西条市諏訪神社祭り

次に鬼北町節安小安の薬師堂祭りである。

ここでは安産祈願として「節安の花とび踊」

が奉納される。この節安地区も山間地にあり、

1960 年代からの集落移転により過疎が進んだ

が、地域結集のために 1970 年代後半に「花と

び踊」保存会が結成されて、毎年 2 月に節安

の薬師堂の前で奉納されている。こちらも同

窓会的役割があって、地区を離れた元住民が

多く集まるのだが、この花とび踊には安産の

利益があるともいわれている。近年、 SNS で、

この踊が安産祈願になるというので、松山市、

宇和島市など都市部から参加者が来ることが

ある。安産祈願なので、無事子どもが誕生す

ると成就でお礼参りに参加する。 SNS を通じ

て、地区外の人が増加していく事例もある。

次の事例は、西予市城川町土居の御田植行

事（写真 5)。通称「どろんこ祭り」で、行事

が行われる神田の周囲には多数のカメラマン

が集まる行事としても有名である。 1970 年代

から観光化に力を入れて、多くのカメラマン

が撮影に来る行事に変貌した。ただ、土居地

区でも少子化、高齢化、過疎化で、行事に出す

牛の練習が困難になったり、早乙女や太鼓踊

に参加する子どもを確保できなかったりと、

行事の継続が難しくなってきている。同時に

地域で多くの観光客を受け入れることに対し

ても負担が大きくなり、地元の決断で、 2018

（平成 30) 年から祭り自体を中断するという

選択をしている。無形民俗文化財をいかに継

承するのか方策を考える際に、地区外の多く

の人に見てもらえるように観光化すれば活性

化して、持続する契機となるかというと、蜆

光客を受け入れるだけの体力がその地域に残

っているのかどうか。受け入れの負担をいか

に軽減しながら実施するのかを考える事例と

して紹介してみた。

写真 5 西予市城川町土居の御田植行事
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無形民俗文化財を継承するにはどうすれば

いいのか。「指定」された民俗文化財は貴重な

価値を有しており、どれも「伝統」があるもの

であるが、「指定されているから守らないとい

けない」、「文化財だから継承すべきだ」とい

う思考では、なかなか多くの担い手は納得し

にくいのが現状といえる。昔であれば、その

地域に住んでいれば、先祖から受け継いだも

ので、大事なものだからやらないといけない。

このように担い手が受容できたのかもしれな

いが、これからの時代は、今の世代、自らが

「何をやっているのか」、「何のためにやって

いるのか」を「やりたい」、「できる」のか、「や

りたくない」、「できない」のかも含めて、主体

的に判断をしていく必要があるのではないか。

中断するなら、自然消滅ではなく、自らが理

解をして、判断をした上で主体的に中断する。

継承するのであれば、自らが理解し、判断を

したうえで受け継いで続けていく。つまり、

先祖から受け継いだものを継承していくとい

う行為も、今の我々の世代での「選択」の一つ

であるということである。これは、有形文化

財でいえば、大規模災害が発生した時の被災

文化財を救出、レスキューの際に、何を救い

出して、何を残していくのかという判断に共

通してくる問題でもある。文化財を残してい

くには、何が大事なのかという「価値」を明確

にすることが重要で、それを今の我々の世代

がそれぞれの文化財の「価値」を構築したり、

理解したりしないと、継承の判断ができずに、

自然消滅に向かってしまう可能性もある。

2019 （平成 31) 年の文化財保護法の改正に

より、これまで「保護」・「保存」重視であった

ものが、「活用」も重視する方向になっている

が、なぜそれが文化財になっているのか、な

ぜ先祖から今に継承することができたのか。

「価値」を理解した上で、今後の継承を主体

的に選択していく。その主体的選択が可能と

なるような環境づくり、取り組みが必要とな

ってくる。自らの文化財を客観的に理解して、

問題点を考えて、継承につなげるという点で、

今後は民俗行事の担い手が学び、判断するこ

とができるような同業者交流会や研修会（例

えば奈良県や和歌山県に見られるような無形

民俗文化財保護団体連絡協議会など）の実施
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を検討することも必要となってくるだろう。

「伝統だから」、「文化財だから」守るとい

う視点から、自ら「価値」を理解して主体的な

選択として継承をするという視点への転換に

よって、文化財を「自分自身のもの」、「自分た

ちの宝」だと認識できれば、文化財を「保護」

し、同時に「活用」もしていく可能性が広がっ

てくるのではないだろか。
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